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第24回全国学校歯科医大会

9月25日和歌山で

　第24回全国学校歯科医大会は，9月25日（日）に和歌山市で開かれることになり，すでに案内が会

員に出され，準備がおわつているが，くわしいことは．本誌の第5号で報ぜられることと思う。全国学

校歯科医大会も開会いらい回を重ね，毎年盛大をほこつているが，ことに前回あたりから，大会のもち

方について，いろいろな意見が出され，今回の和歌山でも，地元和歌山県学校歯科医会その他の関係者

は，周到な態度でこれに臨み，2つのシンポジウムを中心にして追及して行く方式をとつた。

　学校保健法の実施，学校安全会法の施行は学校保健の保健管理面に新しい光を投げたもので，これは

一方において，国民健康保険の全面的実施を軸とする国民皆保険の動向とにらみ合わせるとき，きわめ

て微妙な，しかも重要な転機を示唆している。

　また保健教育面においても，小学校，中学校および高等学校の学習指導要領の設定とともに，いわゆ

る学校保健における保健教育については，技術的にも，理念的にも少なからざる改変を必要とする段階

に立ち入りつつある。このような一般状勢の下にあつて，学校歯科の分野も新しい指導理念とそれを実

行して行く力とがつよくのぞまれるようになつて来た。

　こうしたとき，第24回の大会のもつ意味はきわめて大きいといわなければならない。

　すでに多i数の全国会員の参加が予定されており，地元の準備も万全の由，心からその盛大をいのりた

い。

編集後記．

　いつもいつも発行のおくれた云いわけばかり書くのは

本当に気がひけます。前号で8月発行を言明したのにま

た9月になつてしまつた。全く責任を感じる次第です。

　しかし今回は，いろいろな点から全体の構成をかえる

ように心を配つた。

　表紙は，題字はそのままとして，全体のデザインを思

い切つてかえてみた。御批判をいただきたい。特別寄稿

としては，山田先生に，保健教育について書いていただ

くことにした。また，会員の声を何かの形で取入れたい

というところから，〔学校歯科寸言〕をとりあげた。この

欄はもつとふやして行きたいと思つている。ぜひとも御

支援をいただきたい。

　古い月本連合学校歯科医会の機関誌〔学校歯科衛生〕

をみていると，本当にがつちりした．その時代の学校歯

科の足あとがくつきりうき出した豊富な内容のあるのに

おどろくとともに，ぜひとも，あの位のものに早くもつ

て行きたいものと思う。会誌の2回発行の意見もかなり

出ているが、現状では一寸無理のようである。しかし．

会の会計状況がゆるすようになれば，それはしたいとこ

ろである。

　学校歯科に関連した文献目録を最近5力年分にっいて

出したいということは，計画していたところであり，す

でに一部のものは整備されているが，今回はのせること

ができなかつた。紙面には別に出ないことではあつたが

それぞれ御尽力を下さつた方々に心からお礼申上げると

ともに，おわびを申上げます。

　何とか大会までには，という念願をこめてこれを書い

ています。（大沢，榊原）
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特別発表

むし歯半減運動実施上の問題点と

じめに

その打開策について＊

井

　むし歯半減運動は，難事業であつたかもしれな

い。しかし過去5力年の歩みを顧りみると，この

運動を推進するため全国でいろいろな企画が進め

られ，これらの地においては未処置のむし歯をも

つ学童が漸次減少しつつあることを確認できる。

　日本学校歯科医会では，全日本よい歯の学校表

彰会を設けて，加盟団体の推薦によつて半減達成

校を表彰したのであるが，この表彰校と今まで自

分が関係した学校の資料を検討すると参考となる

ことが少なくなかつた。今度24回全国学校歯科

医大会で，表題について発表するよう御依頼を受

けたので，以下はそうした材料によつて考察した

ものである。

学校や児童の側から

　‘‘むし歯が放置されている”ということにつ

いて，学校や児童の側から出る理由はいたつて簡

単で，誰もがいつの場合でも聞いているパターン

のようなものである。代表的なものをあげると，

　1．痛まないから

　2．時間がかかる

　3．費用がかかる

即ち，痛まなければ病気でないと考える非文化

性，時間と費用がかかるということも，歯牙疾患

の認識不足にかかつている。いわゆる関心がない

ということで，ことのほか平凡であるが，それだ

けに一応人間の本能がこれを抑制しているという

ところにこの問題のむつかしさがある。

歯科医の側から

児童の診療が行なわれる場合に，受入側である

臼

長

＊第24回全国学校歯科医大会講演

＊＊日本学校歯科医会会長

1

男＊＊

開業歯科医の立場からも問題は少くない。細かい

ことはやめて，重要なものをとりあげると，

　　　一般にいつて子どもは歓迎されていない

　　　現在医療制度の実情から肉体的にも時間的

　　　にも多数の学童を引受けることの困難さ

　3．蠕蝕の蔓延という流行病的な問題

1と2を含めて，一つ一つの説明するまでもな

く，歯科医院における子どもの問題はむつかしい

けれど，現在の運営組織で，ここでつかえたので

はむし歯半減運動が期待できなくなつてしまう。

しかし，実施している地域の実情はそれほどでも

なく，とにかく歯科医の努力によつて一応の成績

を挙げつつある。隆路かも知れないが，突破して

ゆける。

　3は4月の検査の後，集団治療で100％処置完

了しても，9月の検査でまた新しいむし歯が発生

している。指導をするものや児童の立場になる

と，後から後からむし歯に追いかけられては治療

をする意欲が失われる，もつと効果のある予防法

を教えて貰いたい。

　これはある担任教師の声であつた。歯科医のと

ころまで10K以上もある学校の先生で，児童を

引卒して何日も通つたのであつた。こうしたへき

地の先生の熱心な協力にはほんとうに頭がさがる

のである。歯科医としては早く予防のきめ手を教

えてあげたい，という負担を感ぜざるを得ない。

　　　　　　　関心は高められる

　前に述べたように児童や学校からでた答に対し

ての打開は教育の力によるほかない。われわれの

経験する範囲では，啓蒙といいPRといい歯科衛

生のような場合にはどうも限界があるらしいの

で，全幅の信頼がおけないのである。

　ここで私が教育の力と申したのは，学校特に学

級の教育活動を指して述べたい。
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　私は多くの学校の保健活動を見せて貰つている

が，すぐれた担任教師に指導された学級活動を通

してでき上つたことどもの生活態度には驚くほど

立派なものがある。80％，90％もの高率な処置

歯率をだしたこういう学校では，痛まないからと

か時間や費用がかかるといったようなことは解消

して問題にならない。私はいつも‘‘やはり担任

の先生なのだ”ということをしみじみ感じさせ

られるのである。児童1人1人の健康の管理が担

任教師と児童の協力によつて行なわれているので

ある，と同時にこれらの学級の継続的な保健活動

によつて学校教育の効果があげられている。いい

かえれば歯の衛生だけが良いのでなく，なにもか

もよく，例えば上級学級えの進学成績もすぐれて

いるということなのである。

　もう一つ大切なことは，地域に歯科衛生に理解

のある環境を設定することを考えて頂く。申すま

でもなく保健指導が生活として身につくのは当面

の学習だけでなく，後の指導が永くつづくことが

大切であるから，この意味での家庭と学校と歯科

医の間に橋がかかつて連絡が絶えないようにする

ことである。学校は地域文化の中心であるととも

に周辺でもあるから，保健えの関心にしても地域

も学校も共に高まりながら健康を向上させたもの

でないと肉がっかない。学校が地域に働きかける

MediumはPTA，保健委員会，婦人会や部落会

等があるけれど，成績があがつてきたときほんと

うに媒体の役割をはたしているのは児童そのもの

である。このように学校保健から地域の教育一

健康教育が高められてゆくケースは今度の表彰校

を含めて小規模の学校においてみることができ

る。

問題の解決え

　奥村賞が授賞された甲府の富士川小学校のう歯

対策の一つに学校歯科医ということでなくその区

域の歯科医が年に3回打合せを開いて児童の歯科

診療の完壁を期している。これに出席した専門家

ならざる同校校長が“子どもの歯の治療がむつ

かしいことがよくわかつた”といつているのも

面白いし，歯の治療が進むに伴なつて児童が給食

を完全にとり得るようになつて残パンがなくなつ

2

問題点と打開策
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たと語る。私がここで述べたいことは区域の歯科

医によつて，学校歯科が児童の治療を含めて検討

される，ということが歯科医側の問題解決の一つ

の方途であることについてである。事後処理のブ

レーキになつているということで，一般に学校側

から聞くことの中に，歯科医の問で見解の相違が

あつて診断がまちまち一一学校歯科医は治療や抜

歯を指示し，治療に行くと歯科医はそのままでよ

いというようなことがある。これはわれわれ歯科

医にはよくわかる事情であるけれど，学校や父兄

には納得がゆかないのである。また，充填物がと

れたり，窩緑からう蝕が再発したりするというよ

うなことも学校では文句をいうといつたことであ

る。こういう点に対して区域の歯科医が事後処理

にまちまちの考え方をせぬように話合をしたり，

お互に知識を交換しながら小児歯科えの興味や意

欲をもりあげてゆくということは，知らず知らず

のうちに問題を解消していくのではないか。

　診療に対する時間的の問題は当然学校側，受入

側の一般開業医双方にあるけれど，これにこだわ

つていてはらちがあかない，双方とも大切なこと

のためには都合をつけるという以外にない。特別

の方法として広く行なわれているのは夏休（平常

は勉強時間のいる高学年や高度う蝕をもつている

ものに対して）を利用していること，特定日ない

し特定時間（学年によつて時間を配当する方法）

を設けることなどがあるけれど，今度の半減達成

校ではどこでも・時間で問題を起していない。

心の芽生える保健室

　学校保健法の六章十九条に学校には保健室を設

けることが定められてある。また，むし歯半減運

　動実施要項の6（章）実施事項のC（節）学校におけ

　る実施事項のh（項）に保健室の活用を述べて，設

備があつて学童の処置を行なうときは他の同級生

　を見学させて一般歯科医師のところで処置をうけ

ることをいやがらず治療を受けにゆく気持を高め

るよう指導することを説明している。今度，達成

校でも保健室の設備を活用した学校では校外の自

由診療を受けた児童も多く，従つて処置率も高

’L・・。また設備がなくても便宜な方法で，例えば学

校歯科医が簡単な器械を持参してきて特定の児童

に可能の処置をしたというようなことでも校外の

治療が良い成績をあげている。このことは単に学

校で処置をしたから処置数が多いという数字上の

ことでなく，校内で歯を処置したことが児童が歯

について関心を高めるような環境設定の役割を果

しているのである。それだけでなく，いままで関

心のなかつた一般の家庭も理解を持つてきたとい

う報告が少なくない。

　次に治療に対して集団ということの心理であ

る。動機づけられない態度や行動に対して，集団

としての場合の心理作用は常に適度の刺戟となつ

て好い結果を与えている。‘‘学校でみんないつし

よに処置を受ける”‘‘引卒で治療にゆく”‘‘友

達と連れだつて歯科医のところへゆく”という

ケースで今度もこれがたくさんある。以上のよう

に校内の設備を活用することは教育的におおいに

効果をあげ得るのであるけれど，現実の問題とし

ては，法的にも歯科医師側の事情からも円滑にゆ

かぬ点が多く惜しいことである。

学校歯科診療所

　　そこで一寸学校歯科診療所（校内という意味で

　はない）のことに触れて見る。まず学童を学校歯

　科診療所において診療することについて二っの意

義がある。

　　1．学校，学級を統一して治療するため

　　2．児童診療の隆路を打開するため
　3　　前者は前にも述べた通り地域なり学校の教育活

．．動が盛んになれば学校全体に治療を行なうことも

可能であるから必らずしも学校診療所に限らな
＝

1’Xtt　N，しかし診療の統制（例えば組織的診療を実施

㌧｛：する場合）と能率の上から学校診療所がすぐれて

㌻

3

　いる。後者は健康診断事後処理の上ではほんとう

　の難点である。一般的には現在の医療制度の実情

　からして開業歯科医院での児童診療はうまくいつ

　ていないようである。

　　昔，医療の実態が自由でおおらかな時代でも

　一ヱツセンやカンニンガムの早期の児童診療所

　をはじめとしてドイツで学校歯科衛生ドイツ中央

　委員会Deutsche　Zentralkomitee　f直r　Zahnpflege

　in　den　Schulenは組織的診療制Systemat三sche

　Sanierungを目標として学校歯科診療所を普及し

　たり，アメリカにもフオーサイス、ロチエスター

　その他の大規模な児童歯科医院が出現したが，こ

れらはみな子どもは子どもの専門の診療所でとい

　うことで成功したのである，元来が専門制度でや

　らなければならないものなのである。

　　料金の点からも国民皆保の今日では専任歯科医

師と衛生士による学童専門の医療機関の設置が考

えられるし，市町村や歯科医師会が口腔衛生事業

の意図を含めてこうした方向えの運営はできぬも

のであろうか。

　同時に望ましいことは児童歯科衛生に関する法

の整備である。現在行なわれている児童生徒に対

する予防も治療も学校歯科衛生の慣行でよみとし

て容認されており確固たる法的基盤の上にない，

う蝕のような軽視される蔓延病には予防法によつ

て励行を求める以外に方法はないのではないか。

予防を目的とした検診を励行しう歯の早期発見に

努め，少なくとも六歳臼歯C、は全児童国庫の全

額負担で処置をする，これは社会保障の将来えの

経済政策としても面白いと思う。埼玉県羽生市教

育委員会では本年全就学児童のために6歳臼歯う

蝕の治療費を計上して就学時の健康診断の治療勧

告に100％の実績を挙げたのであるが，こうして

こそ次の小学校での指導面も合理性をもつもの

で，現在のように新年度に1年生の健康診断をす

るとむし歯だらけの口腔で，こんな学校歯科衛生

の出発は雨ふりに傘なしで飛びだすような感じに

打たれるのである。

　　　　　　よい歯の学級について

　むし歯半減運動実施要項6（章）C（節）g（項）に

地域との連絡や指導面における実例が示されてV、



るが，これらの活動は今度の調査によつても大方

の学校で行なわれている，そのうち最も成果があ

がると信じられる，よい歯の学級表彰について述

べる。

　これは歯の健康について正しい理解と実行力を

もつた学級活動を表彰する事業で，すぐれた学級

が多ければモデル学校ができる。審査の基準をあ

げると次のようなものがある。

　基準例の1

L

2．

3．

昭和36年4月の定期健康診断の結果1こ基

きう歯率の低いこと

昭和36年4月の定期健康診断の結果に基

き永久歯う歯の処置完了歯率の優良なこと

学級における保健活動が盛んで，特に口腔

衛生えの態度が模範的であること

基準例の2
－
⊥
（
∠

3．

　これらは前Pt－・・’年の実績を表彰し今後の活動を奨

励するもので，別に採点方法を定めねばならぬ，

小，中学校で実施される。

　基準例の3
　1．健康診断のときの1人平均DMF歯数（過

去の口腔衛生の成績を判定する基準）

　2．過去1力年間に増加した1人平均DMF
歯数（前学年中の予防に努力した成果）

　3．健康診断のときの処置歯率（歯科衛生に対

　　　する態度を判定）

　4．過去1力年間の処置歯率（前学年中健康の

回復に努力した成績）

　健康診断時と前学年間（過去1力年）の1人平均

DMF歯数と罹患歯処置歯率の4要素を平均して

順位をみる，即ち口腔衛生の認識と実践を判定す

る，実数は学習として生徒に集計させてよいし，

中学以上高等学校の学級コンクールに適してい

る。この方法はみんなで予防につとめ，学級の

DMF歯を減ずれば次年度には上位になれる。ま

た過去にう歯が多くても治療をよくすれば次年度

は優勝も可能である。これは競争による治療の

永久’歯う歯処置完了歯率80％以上の学級

口腔衛生をよく理解し，．歯牙口腔の清掃状

態のよいもの

担任教師等の指導が徹底し，学級の保健活

動が活発なもの

　　目ず

follow　upとなる。すべて学級全体の努力如何に

よるのである。

　近年このよい歯の学級とよい歯の子・よい歯の

学校（学校の基準は大体学級の場合と同じで設備

状態と学校歯科医の執務が加わつている）を含め

てよい歯の学校運動が埼玉，富山外北陸各県その

他の各地で開催されている。今度の達成校の中で

もよい成績をあげた学校はこういう行事をやつて

いる地域に多い。これらの学校行事は校長や保健

主事ということでなく学校をあげてやらなければ

成果をあげることはできないのであるから，まず

　　　　　むし歯半減達成校の処置率の分布

　　　　　　　　　（著　順　抽　出）
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以つて多少の犠牲を承知して全校一丸となつてや

るという積極的な決心がいる。そこで教育委員会

等が中心となつて力を入れないと大規模には展盟

しない，大津の第6回全国学校保健大会で決めら

れたように学校保健関係者が皆で力を合せてやつ

ていかなければならないものである。

　もう一つ強調したいのは地域社会特に新聞社の

バツクアップであつた。北陸各県では地方の有力

紙福井，北日本，北国，新潟毎日の各新聞はこ

の運動の主催となつている，そして地域のよい歯

の学校運動のために多大の紙面をさいて報導す

る。これによって家庭（公衆）はこの事業の信頼感

を増し一層の協力を示して半減運動は価値を高め

たばかりでなく委員会や学校保健会のような内側

に対してもMotivationの役割を果している。私

は今更ながら学校歯科とMass　Communication

という問題を見直さざるを得なかつたのである。

地球が公転自転しているように新聞という大きな

　　MaSS　mediumの上によい歯の学校運動という学
、lll 校保健のMass　Mediumが乗つて二重に運動した

しも

1！ξわけで地域の共感を得たPRの効果は高く評価さ

　　れると思う。同じ意味で年に1度の学校歯科医大

湊会も学校歯科進展えの有機的な媒体といえるし
墾和歌山県のむし歯半減達成校数が最も多かつたと

い’うことも・本年大会開槻が禾・歌山市であるこ

凋　とによつて県下各学校に善い動機づけの影響を与
認　えたと見られる。

　　　　　　　　　　む　す　び
ゑ

三　今度むし歯半減達成校を推薦した都県は合計20
蒙　都県で全国183校であつた。その各都県の総小学

　　校に対しての達成校（表彰校）率は最高、和歌山の

、．8．4％，富山の8．0％である。自分の知る範囲で

ii‘三鍵灘灘謙顯眞讐劣？婁弊評茎蕪
【－4

噛「

　　学校が処置者率で集計しているために処置歯率に

　　集計の修正をしなければならなかつたり、その他
’、地域の対内事情からであつた。私は終始この事業

先に関与してきた立場から8％という成績は大へん

ξ・な努力だということを知つている。とにかく全国

　　の学校の先生はじめ関係の方がいろいろな隆路を

　　打開しながら熱心に協力して下さつていることが

ぎよくわかる。それにも拘らずこの保健活動が遅々

fとしているかにもみえる盲点はなにか。

　　　いろいろあろうが表彰校の罹患歯処置率

（繋磯数X…）の分布からもうかカ・える

ことがある。処置率度数表は非対称分布で，M＝

62．59，Md＝61．28である。

　むし歯半減でなくて全滅運動をやつた学校もで

きたことがわかつた。しかしこの分布図で説明す

れば，向つて右辺からは間断なく新生う蝕の発生

という強力な低気圧が左辺の方向へ押しまくつて

くる。健康診断のときの事後処置が完壁に行なわ

れても一事後処置は名実共に事後処置であるか

ら　　これに対しては予防という高気圧を張出し

て右辺の方向へと押し返すようにしなければこの

データーは当然低下する。また実際に50％以上

処置を完了した学校がこの度数表に現われている

以上にあつたはずであるが，予防えの努力の不足

から左辺の限界線外に脱落した学校がたくさんあ

つたと見られる。事実優秀な成績をあげた学校で

は年3回学校歯科医が健康診断をやつて注意して

いるし，むし歯半減運動実施要項C（節）d（項）に

は‘‘歯の健康診断はできれば秋季にも行なうよ

うにする”と示してある。（学校保健法第六条第

二項，学校においては，必要があるときは臨時

に，児童，生徒，学生又は幼児の健康診断を行な

うものとする）そしてむしろ健康診断の事前処理

に全員を潜在罹患者として毎日の予防にカを入れ

ていただかなければならない。むし歯を早く処置

するという実践活動とともに．むだのない保健指

導を高めてゆくということが大切な点であると思

う。

・
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歯の健康診断の事後措置に関連した教科学習＊

森

　健康診断の事後措置については，学校保健法施行規則

第七条に規定されている。その中で，歯の検査の事後措

置としては，疾病の予防処置，疾病の医療指示，保健指

導の三つの分聾が考えられるので，それらについて，指

導すべき知識・態度・習慣を具体化したのが表1であ

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　表1

茂　一　郎＊＊

る。すなわち，自分の健康生活を創る自主的な実践力

や，社会生活改善えの行動力酒養を目指して行われてい

る。

　しかし，こういつた保健学習を継続的に展開して行こ

うとする学習時問は，小学校においては規定されておら

ず，各教科．特に理科・家庭科・道徳・体育科等の関連

歯の健康診断の事後措置

誌門霧病の予防処置を行刈1②　必要な医療を受けるよう指示すること

知

識

態

度

・鯖歯の起こるわけ

・ 翻蝕の程度と進み方

・ 鵬歯の予防

・ 歯牙交換と乳歯の役目

・ すみやかに予防処置をう
ける

・ 鵬歯になつた原因を考え
反省する

・ 乳歯の編歯について関心
　を深める

・ 鯖蝕の程度と進み方

・ 鎚歯に起因する全身的疾病

・ うしがひどくなつた原因を考え反省する

・ 途中で止めないで終るまで治療を受ける

・ 治療を受ける時静かに順番を待つ

③
　発育，健康状態に応じ適当な保
　健指導を行うこと

・ 歯の発生，構造，形，数

・ 歯によい食物

・ 歯と食物の消化吸収

・不正咬合になるわけ

・ 歯ブラシ，歯磨粉の適否

・ よい習慣を持続する根気がある

・ 自分で自分の健康を維持する

・ 自分以外の人々の口腔衛生につい

ても関心をもつ

習

慣

r

l・年3回口腔検査をうける ・ 年3回口腔検査をうける

　一般に，教科学習といえば，知的理解といつた知識面

のみをさすように考えられ易いが保健学習においては，

単なる知識の理解に留まることなく，態度・習慢の徹底

が望まれている。すなわち，学校保健の目的は，健康的

な良習慣を形成し，自己および社会の健康維持に務める

とともに，将来の生活改善を目指している。わけても，

小学校においては，習慣形成が大きな課題である。した

がつて，保健字習も単なる知識の教授附与に終ることな

く，健康えの実践的態度を養うことに主眼を置いてい

＊第24回全国学校歯科医大会で要旨を発表した

＊＊大阪市立曾根崎小学校教諭

6

！・食事のあと歯をみがくか，うがい

　をする

・ 食物の好き嫌いをいわない

1・ 食物をよくかむ
・ 指や爪や鉛筆をかまない
1

教科において，単に理解に止まることなく，健康生活上

の好ましい習慣態度が育成されるよう。努力せねばなら

ないと，わずかに指導上の位置づけが規定されでいるの

みである。

　次に関連教科における保健学習について述べると，口

腔衛生に関する知的理解の直接記述は第2表に示すよう

に2年および4年の理科と5年の家庭科に見られ，他の

学年および他教科においては，強いて，意図的に学習

させればできる程度の関連内容が示されているのみであ

る。

　理科学習においては，主として歯の構造機能の理解を

堅
＃1，‘

1
き：

表2　理科教科書（大阪書籍）の口腔衛生に関する記述

学年1頁 主 題1 教　科書　よ　り　抜　葦

2　　　12～13　　　4．　よ　V・歯

4 36～41

104～107

5．わたしたち

　のからだ

17．食物とえい

　　ようそ

9 PU2

はをかがみにうつしてみましよう。みんなよいはですか。

むしばはありませんか。

小さい時のははいちどぬけかわります。はえかわつた歯はぬけ

るともうはえません。まえばとおくばの大きさや，かたちをく

らぺましよう。

よいははたべものをよくかみくだきます。むしばにならないよ

うにはをたいせつにしましよう。

3．口・目などをせいけつにすること。

　食事のあと口の中をきれいにしておかないと，食物のくずが

　のこりそれがもとになつてむし歯になることがあります。む

　し歯がすすむと，食物をじゆうぶんかむことができなくなり

　こなれが悪くなります。むし歯にならないように気をつけま

　しよう。

　まとめ　むし歯やトラホームは歯や目をふけつにするために

　おこります。

（4）　鉄，カルシウムやビタミン

・… カルシウムはほねや歯になくてはならないものです。

　　（2）口胃腸のはたらき

…・食物をかみくだいたり，それにふくまれている栄養素を，

　　口・胃・腸の中で別なものに変えたりすることを消化とい

　　います。

　　栄養を消化するのは，口・胃腸などのかべから出るだ液・

　　胃液・腸液と，すいぞうから出てくるすい液などの消化液

　　のはたらきです。

　主目的とした学習が展開される。それと，保健学習との

　内容を比べると，素材の点では同じであつても，取り上

　げる角度が異つている。すなわち，理科学習では系統的

　な知的理解がなされれば一応理科教育の目標が達成され
’ たことになる。しかし，保健学習の学習形態は飽くまで

　生活学習であり，単なる知的理解に留まつては，保健学

　習の目標は達成できない。したがつて，保健学習である

　ためには，理科における自然科学の成果や，理科学習の

　系続的知識を利用し，それらを素材として，自己の生活

　改善えと深化発展させなければならない。保健学習は，
美　健康生活えの問題解決であり，単なる知的理解に留まつ

象
葦ては，所期の目的は達成できない。

　　表2の，教科書抜葦においても，保健学習の素材であ

　る系統的知識すなわち口腔衛生に関する学習内容は，6

や力年間を通じ散発的に現われるのみで，保健学習で目指
；”

す望ましい習慣態度の育成はおろか，歯に関する系統的

　知識の内容の記述さえ，不十分であり，教科書通りの指

　導で満足するならば，知識の理解さえ満足でない。
宵

’

7

　保健学習としては，前述の関連教科にのせて行う学習

の外に，保健教育を強調し，より強く印象づけ，実践意

欲をより高めるための保健科を特設して行う方法があ

る。この方向に向かいっつあつたところ，これに先んじ

て道徳の時間特設が優先した。

　では，道徳の時間における保健学習は，どう考えられ

るだろうか。文部省の「道徳実施要綱」には指導内容と

して，36項目を挙げ，その第1項目に『生命を尊び，健

康を増進し，安全の保持に努める』と挙げている。この

「健康安全を含んだ36項目を学習指導に展開するため

の主題例が要綱中に示されているが，その中に第3表に

示す保健的内容を持つ主題例が，数多く含まれている。

　道徳教育の趣旨にも，　「道徳の時間においては，児童

の心身の発達に応じ，その経験や関心を考慮し，なるべ

く児童の具体的な生活に即しながら指導すべきであっ

て，教師の一方的な教授や単なる徳目の解説に終つては

ならない。」と述べられている。このことからいつて

も，道徳教育の学習形態も保健学習と同じく，生活学習
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表3道徳主題中の保健関係主題　大阪市 （）は配当時間

k月別1

学年一
1

つ
一 3 4

4

5

がつこうのかえり剃うれし・・な二年生（2）
ち（1）

自分のもちもの（1） みなりをきちんと（1）

l

l　5　　　6
L

癖蚕｝訟r
iつて（3）

わたしたちの教室（・） ，あしたはえんそく（1）
1たのしいえんそく（2）1

I

iそうつととおろう（2）1

　1むし歯
61雨の日のあそび

　1すききらい

（1）

（1）

（1）

7

9

水あそび

なつやすみ

（1）

（1）

からだをきれいに（2） きれいな教室
1あそびの工夫

　
l
i
（
2
）
1
9r）｝

みんなのプール　（1）

もうすぐなつやすみ
（2）

　　　　　　　　　lあんぜんなくらし（2）1夏休みのくらし
esすみになつたら1（3）

わたしの机の中

正しいしせい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（1）1きまりのよいせいか！

（1）1つ（2）　　　1

よりよい生
活（4）

夏休みのく
ふう（2）

　　1－－

10　1うんどうかい

　　1えんそく

　　i

1・｝

・2i

（1）｝よいあそびとわるいiわたしたちのうんど
　　遊び（1）
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形態であり，問題解決学習である。以上述べたように，

道徳教育と保健教育とは，その目標，内容から，学習形

態に至るまで，共通度が高いので，道徳教育において

保健教育が代行せられているという考え方や，道徳教育

即保健教育であるという考え方もある。

　そこで，今かりに，道徳と保健の共通主題である「歯

みがき」について，学習内容の相違を考えてみたい。あ

る道徳副読本における主題名は「はやね，はやおき」で

あり，寝る前に歯をみがき，自分で寝まきに着換え，洋

服をたたんで「おやすみ」をいう。朝は元気に起きて歯

をみがき顔を洗い，「おはよう」という。こういつた

rきまりのよい暮しをするように心がけさせる』のが，道

徳における展開例である。

　しかし，保健学習の内容は，これでは満足できないの

である。就寝前，起床後に歯をみがくことは1年入学前

から知つているが．　「歯みがきごつこ」をさせたり，歯
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ブラシの正しい庚い方を指導し，朝晩，歯を磨くとよい

わけを，直接経験を通じて指導する。それが終れば，む

し歯の治療状況を話し合うのが保健学習である。

　このように，道徳教育では，人間関係が主なねらいと

なつており，対人関係の矛盾の解決に重点が置かれた学

習が展開されている。しかし，保健教育の内容は，これ

では，満足できないのである。なるほど，人間関係の追

求で得られた自他の矛盾の解決は，保健教育にとつても

望ましいことである。しかしそれは，他の教科で得られ

た系統的知識と同様に，保健教育に有効であるに過ぎな

い。唯そういつた解決があつた方が望ましいのである。

しかし，保健学習は、あくまでも，身体という自然科学

の上に立脚した生命維持の生活学習であり，先に生活が

あつて、その生活上の問題を解決していく問題解決学習

ででもある。したがつて，道徳の時間に保健学習を含め

て行うとすれば，教師の保健教育に対する深い認識と，

　事高い指導性が問題となつてくるのである。単に，道徳教

eK育内容中に，口腔衛生に関する内容があるという理由
縫で，口腔衛生指導の展開について，何の工夫も努力もな

薯　されないようでは，成果は期待できない。

墜鮪においては鍵馳生活を営むために腰な保健
騨
　　に関する初歩的な知識を得させるべく，5年6年には，

　　年間10時問～11時間が与えられている（表4）。

表　4

第5学年（10時間）

1．健康な生活（6時間）

2．身体の発育状態や健康状態（4時間♪

第6学年（11時間）

1．病気の予防（6時間）

2．傷害の予防（3時間）

3．各種の運動の特徴と運動競技会（2時間）

　　　更に，5年の指導内容の中に「疾病異常の有無などの

　　腱康状態について知り，すすんで治療を受けたり，健康

　　をそこなわないように注意したりすることの必要に気づ

　　く。」とある。歯の検査の事後措置としての保健学習も，

3　この時間に当然扱われるのであるが，それにしても，そ

p　の指導に費し得る配当時間は，5年，6年を通じ，僅か

　　1時間程度しかない。

　　　以上述べたように，保健学習は，各関連教科・道徳な

　　どで，ばらばらに取り扱われ，したがつて歯の検査の事

　　・後措置も十分に行われ難い現状である。保健科を特設

　　し，適切な保健カリキュラムによつて，計画的に指導す

　　ることは望ましいことであるが，特設を行つていない学

　校でも，特に，歯の事後措置については，ほとんどの児

　童が持つ共通課題として，是非取材し，問題解決がなさ

　れなくてははらない問題である。学校が真剣にこの問題

　　をとり上げ，正しい問題解決に努力するならば，やがて

，学校保健全体の変革向上に，かならず力になることを信

　　じて疑わない．

　　　しかし，現状においては，保健学習の面からする歯の

　健康診断の事後措置えの寄与は，頗る弱体であることを

　思わせる。かえつて，保健指導，特に歯の検査時や健康

　　相談における歯科校医および地域社会の健康教師として

　　の開業歯科医の保健指導が，学校における保健学習より

　効果があることを認めざるを得ない。

、　最後に，特別教育活動であるが，特別教育活動はその

　実践活動を通じて個性の伸張を図り，心身ともに健康な

　生活をすることが，できることを目的としている。そし

　　て、その活動領域と内容は次の通りである。

　　（1）　児童会活動

蓄

凄
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　学校生活に関する諸問題を話し合い，解決し，更に，

　学校内の仕事を分担処理するための自主的活動を行

　う。

　児童保健委員会または奉仕部活動（保健部）として学校

　保健の推進機関である。

（2）　学級会活動

　学級生活に関する諸問題を話し合い，解決し，更に，

　学級内の仕事を分担処理する。歯みがき励行表などの

　記録を司る。（保健係）

（3）　クラブ活動

　保健クラブ・研究クラブなどを組織し，共通の興妹・

　関心を追求する活動を行う。

　この特別教育活動が，学校保健に寄与する点は大き

く，同年齢層または異る年齢層の社会集団自治活動を通

じて話し合い，解決し，更に仕事を分担して，健康生活

に維持向上に務めるのである。

　これらの活動は，一応は学校教育という枠内で，教師

の指導下にはある。しかし児童の自治活動を、通して，

個人の健康から社会の健康え拡充するところに意義があ

り，教科学習の果し得ない分野を，担当しているものと

いえよう。

　児童の組織活動を活発化すると，児童は，自らの問題

について問題意識を持ち，調査研究し，その解決方法に

ついて問題解決する態度が養われる。そして他律的健康

維持から，自律的健康維持えと深化されるのである。

　こういつた自治活動が発展したところに，学校保健委

員会があり，学校保健委員会を中心にして，地域社会の

人々に対し，健康に対する認識を深め，地域社会・家庭

の生活改善えの意欲づけこそ，学校保健の重要な課題で

あD，目標である。

　歯の事後措置の問題は，児童のみならず，家庭を含め

た地域社会の問題にまで高め．啓蒙や口腔衛生教育の手

をさし述べるに足る共通課題なのである。

1．

2．

3，

4．

結　　論

関連教科を通じて行う。歯の保健学習において

は，教師の口腔衛生に対する高い認識と指対性が

要求される。

保健カリキュラムを作成し，その中に口腔衛生に

関する実践指対を十分に織り込むこと。

学校保健委員会を中心とする組織活動によつて，

地域家庭の口腔衛生に対する理解を深めること。

蠣歯対策に重点を置いたとしても、それが，単に

蠕歯対策に終ることなく，学校保健全体の変革向

上に役立つという視野に立つこと。
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高校における健康診断の事後措置＊

一
26年間をふりかえつて＊一

荒　　巻

　学校における健康診断は，法令の規定するところによ

つて学校医，学校歯科医が行なうものであるが，この制

度を真に意義ある制度とするためには，これにもとつく

適切な事後措置が考えられなければならない。

　ともすれば，健康診断の終末を数字一一統計と考えた

り，事後措置は保健担当職員の行なうものだと安易に考

えたりする向きも見受けられるが，事後措置が適切に行

なわれない場合の健康診断は，無意味になる恐れがある

ことに注意しなければならない。

　学校医，学校歯科医は非常勤であり，学校診療に専念

できる制度となつていない今日，いかに効率的に事後措

置を行なうかは，学校当局の協力によらなければならな

いことはいうまでもないことである。

　学校歯科医就任37年，理解ある学校当局の計らいの

もとに実施してきたわが校のささやかな口腔診査，事後

措置の実際を披渥し，大方のご批判とご指導を得たいと

思うものである。

　　　　　　　　　1．そのはじめ

　昭和3年3月本校の前身科田高等女学校学校医として

就任（大正15年科田県令による）以来生徒の口腔衛生を

担当したが，設備の不十分等により適切な処置がなされ

なかつた。

　昭和10年ライオン’歯磨口腔衛生部より診療設備の寄

贈があり，同年11月父兄会の協力のもとにいわゆる学

校診療を開始した。

　以来26年間，理解ある学校当局の計らいにより，設

備を整備し，今日におよんだのである。

　　　　　　　　　2．診療方針

　1．当初の診療方針

　昭和10年11月．当時の沼田平治校長の理解ある計ら

いによりつぎのように決定した。

　（健康診断は，他校と同一であると思うので，ここで

省略する）。

＊ 第24回全国学校歯科医大会で要旨を発表した
＊＊県立秋田北高等学校・学校歯科医

　ユー一＿＿‘．＿一一＿．一＿圃＿＿，一一一・一一一一一一　一一一一一一

　　　　「

広　政＊＊

　（1）　診療の日時

診療は毎週2回火曜，金曜第一時限に実施すること。

　（2）　受診の申し込み

受診生徒は，あらかじめ本人および保護者の連署で申

し込むこと。

　（3）診療料金

診療料金は無料とする。

　（4）診療の種目はつぎのとおりとする。

（イ）

（ロ）

（ハ）

（二）

（ホ）

初期翻蝕の充填

残存乳’歯の抜去

歯牙の清掃

応急処置

衛生相談

　以上の診療方針によつて実施したのであるが，予想以

上の申込数となつたため，診療対象を限定しなければな

らなくなつた。すなわち

　1．診療は1年生を対象とする。

　2．最上級生徒は，卒業期の第3学期にさらに診療を

行なうこととした。

　（当時の生徒数は4年制で900名～1000名である）。

　2．診療方針の変更

　　（2）　昭和20年諸般の状況より，診療方針の一部を

　　　変更，ならびに診療項目を附加した。すなわち

　　　1．　1歯完了ごとに実費を徴収する（ただし応急

　　　　処置を除く）。

　　　　　この料金は。学校の別途積立金として学校の

　　　　診療設備の改善に充当する。

　　　2．第学期に臨時口腔検査を実施する。対象は，

　　　　学校においてとり扱い得ない範囲の翻蝕の治療

　　　　を夏季休暇中に校外において実施することを指

　　　　示し，その結果の者を対象とする。

　　（2）　昭和28年，歯槽膿漏の検査を行なつた結果，

　　　つぎの項目を追加した。

　　L　歯槽膿漏の診療

　　　　歯石除去，洗蘇等がこれと同時に行なわれるこ

　　　とになつた。
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3．歯科疾患の概要

　　1．編蝕の罹患状況
ダ

．　本校生徒の鰯蝕罹患の状況を，はじめて口腔検査を行

　なった昭和3年度から同34年度までを概観すると第1

　表のようになる。

第1表　各年度融蝕罹患率

年　度

r，
°
愚

昭3年度

〃　5〃

〃13〃

〃23〃

〃34〃

叢
㈱鹸率殉

患
ー

罹

84，5

86．1

83．6

80．2

84．5

3．5

4．2

4．1

3．3

3．6

夢L

　　　この表に示す罹患率の中には，未処置歯および処置さ

　　れて完全に回復したものも含まれている。

　　　なお，100分率は検査人員数（在校生徒数）に対するも

　　のである。

　　　昭和23年度に減少しているのは，当時食糧事情とく

　　に砂糖の摂取の少なかつたことによるものと考えられる

　　点がある。

籔　　註　（口腔検査の基準が昭和3年と現在では相当変つ

肇　ているが・この罹患率には変化カミない・基準の変つ

謬　　　た例をあげると，当初の蠕蝕の程度について，第1

．

芝　　度から第3度にその進行を区分して記録したが，昭

　　　　和30年からは，保険診療の場合における匹分と同様
婁　にして四度にわける方式になつたこと，および歯槽

　　　　膿漏でもP1からP、と四段階にその病状区分をす

　　　　ることになつた等。）

叢　　2．歯槽膿漏罹患の状況

鞍　　本校生徒に歯槽膿漏の罹患者のあることは，かなりま

綾魏量説膿懲』鰐こ隻：鴇巽拙4

1｛｛，年1，535名，31年1，508名，34年1，641名，合計5，684

寧　名である。その年齢は，定期制を含み15歳から20歳で

　　ある。
銀
　　　この調査により，歯槽膿漏と判定した者233名で，
kt’

　　4．1％にすぎないが，歯牙にこの原因となる沈着物ある

　　者616名の11％，また歯齪に炎症があつて，膿漏の前

　　提とみるべき者382名の6．7％，合計1，231名の21．7

1－／96，すなわち全生徒の大体5分の1は，膿漏およびこれ

誰におちいり易すい状態であることがわかつた（第2表）。

　　　この状態は，学校歯科医1人では到底処理し得ない数

　　であつて，このような面についても，当局の善処が望ま

至　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
｝
躍
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第2表 歯槽膿漏罹患数調
（昭28． 31． 34年検査分）

1
検

　「

査歯齪縁炎 沈着 物噛槽膿漏 計
年齢 　

峠数↓駿 篭難1 篭馨姦【 率
％
馨釧 率

％

　1151　800
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6．0

8．5
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0
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4．11 ・・2311

21．71

れるのである。

参考として、 本疾病の治療， 口腔診査および予防処置

のために出勤した日数をあげる と， 第3表のようにな
る。

第3表 執 務 日 数

年 度 階 劉 年 度 階 勤数
昭和15年度

〃　16〃 「
45

46 1

1昭和25鞭　　　　　　　　〃26〃

…
↑

69

75

〃　17〃

〃　18〃 i
1

51

54
1
〃27〃

〃28〃

65

63

〃　19〃 … 65 〃29〃 57

〃20〃 45 iI 〃30〃 57

〃21ノノ

〃22〃
i
｝

52

66
；
i
〃31〃

〃32〃
！
i

59

52

〃23〃 1 60
i
l

〃33〃 65

〃24〃
1

61 〃34〃 1 40

平 均 1
1
55日睡 均 60日

一 一 一『
全平均 57．3日

この宇数は， 学校歯科医執務日誌よ り調査

したものである。

出勤の状態は， 夏季および冬季， 年度末の休暇に加え

て． 学校行事等があり， 相当制約された期間のものとな

る，

昭和10年からの 10年間は， 少ない年が45 日， 多い

年が66日、 平均55 日で， 昭和25年からの 10年間は，

平均60日 となつている。 歯科衛生知識の普及と ともに，

その要請が強くなつているこ とがわかる。
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4．診　　療
第5表（1）各年度診療内訳

　1．各年度の診療人員
　診療時間は、第1時限内であるので，大体5（｝分程度，

したがつて取り扱う人員はそれほど多くない。

　昭和15年からの，10年間の診療実人員の平均は97人

で，診療延人員の平均は165人，昭和25年からの10年

1間は、前者が104人後者が205人と増加している席4

表）。

　　　　　　第4表　各年度別診療人員

年

応

急

昭18飼
“／9ノノ1
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　2．診療内容別件数（歯数）

　予防処置としてもつとも重点的に行なつた○は．初期

1踊蝕のアマ’レガム充填であるが，前歯部においては、

硅酸セメントを用い，燐酸セメントは臼歯部においても

なるべく避けるようにした。

　なお，最初10年間は，初期鯖蝕にても窩洞形成消毒

後，次回にアマルガム充填を行なう方針であったが、第

1度の浅在齢蝕については第1回に充填し，次回に研磨

する方法をとり，きわめK態率的に行なつたのである。

第2度等のものは，窩洞消毒を1回に限ることのないよ

うにした。

　註　昭和17年までは、処置数の記録でなく人員数で

　　は，処置数の記録でなく人員数であるので省いた

（第5表の（1））。

　この表にみるように，昭和27年まではアマJレガム充

填の割合に窩洞消毒の数が相当多いが・昭和28年から

アマ1レガム充填の数が増加して窩洞消毒が滅少してい

る。これは，初期において治療する者がふえてきたこと

を示している（充填の研磨は表にだしていない）。（第5

表の（2）。

　3．鵡蝕処置の状況
　昭和5年斐の検査において，翻蝕の処置された歯は全

計13，6・gl・・2　i　24・1・・71

第5表（2）診療内容の比較

昭和18年～24年の年平均数

　アマルガム充填

　燐酸セメント充填

　硅酸セメント充填

　窩洞消毒

昭和25年一・・34年の年平均数

　アマルガム充填

　燐酸セメント充填

　硅酸セメント充填

　窩洞消毒

　歯石除去

　洗　　溝

175

　9

18

143

240

　3

15

48

11

　5

儲蝕のわずか26．2％にすぎなかつたのであるが，昭和

10年学校において診療を開拾した関係で，その処置率は

急に上昇して．昭和13年度には31％となり，昭和23

年度35．2％，さらに昭和34年度57％という数字を示

すにいたつた。

　第1表でのべたように，昭和34年度罹患率は84．5％

であるがこの中には所有醜蝕を全部処置して完全に回復

した者が17．4％ふくまれている。したがつて実際未処

置蜻蝕を持つている者は67．2％に過ぎないわけである。

　未処置歯と処置歯とが，どのようにその数において変

化したかを，現在昭和35年度の生徒についてみると第

一 12一

豊

峯
第6表齢蝕の処置状況

勲
学T・・F一人員賑処劉処齢
　　　　　　S36　E　1．189
1　年
　　　　1人平均　　　2．21
　　　　　　　　1

729

1．36

して完全に回復した者が235名で1796，また一一部ある’

いは大部を回復した者は771名で57％それらをあわせ

ると1，600名で人員による処置率は実に74．7％の数と

なつている。

2年、人鋤 932

1．781
　　1

964

1，84

3年L人鍔、llli∵ll
　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

表のようになる。

　この表に示すように1年生では1人平均2．21の未処

置の歯蝕をもつてV・るが，2年生は1。78に減じ，3年

生では1．43に減少している。

　一方処置歯は，1年生では1入平均1．36しかないが，

2年生では1．84に増加，さらに3年生では2．25と，未

処置歯と処置の数がちようど逆になつている。

　未処置歯および処置歯’をあわせた編蝕歯は、1人平均

で1年生3．57、2年生で3．62，3年生では3．70に経過

する年月にしたがつて増加することは事実である。

　現在の3年生のみについて考えてみると，2年前の入

学当時の検査において未処置歯1人平均2．2であつたも

のが，現在では1．43に減少し，一方処置歯は一1生当

時0．85しかなかつたものが，現在2．25に処置歯が増加

している。もちろん齢蝕の数においてもさきには3．07

であつたのが，　3年生になつて3．70と，　2年間に増加

したことも事実である。

　全校生徒1，575名中未処置および処置鯖蝕歯の所有者

は1，346名，85．5％の罹患である。そのうち全部処置

む　す　び

　以上，本校の歯科診療の実際を述べたのであるが，む

すびとして学校における歯科診療を行なうについて，つ

ぎのようなことが考えられなければならないと思う。

　1．学校歯科医による口腔検査の，衛生普及や統計の

作成ということは，その目的の一部であつて，事後措置

を推進しなければ校医としての責務を果し得ないもので

↓　t　s－　L・

めOL．Lo
　2．学校歯科診療は予防処置の範囲を逸脱してはなら

ない、応急処置は1回にかぎるべきであること。

　3．学校診療は週3回程度として，その1回の取扱い

人員は．少数でもよいが，年間を通じて行なうようにす

ること。

　4．診療は保健教育の一環として，授業時間中でさし

つかえない。むしろそうすべきであること。

　5．生徒の診療には，父兄保護者の承認を得ることが

適当と思われる。

　6．初期齢蝕の充填，残存乳歯の抜去，応急処置等に

加えて．高等学校では．歯槽膿漏の治療も加えること。

　7．事後措置の徹底を期するために，専門職員の充実

等が研究されなければならない。たとえば歯科衛生士の

設置等。

　おわりに，歴代校長ならびに職員の理解ある計らいに

深甚の敬意を表するものである。

↓

レ

起

［亙コ

歯歯ブラシについてのいろいろな考え方

Lancet誌

　　英国のLancet誌は昨年7月に2回にわたつて，歯ブラシの使用について新しい考え方の

導入が必要であるとのべ，歯牙はがつちり骨に植つているのでなく弾性のある組織に植立して

　いるので，食片の介入などが起るが，これには歯刷子よりも歯揚子の方がいいということにな

　るのだ。そこで，どうしてもいろいろ工夫する必要があるということをのべ，B．L．　Arcner

匹どが提案した噺型ブラシなどを糸召介した・

（Lencet　No．7142：142，7144；267，　1960）
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歯の健康診断の事後措置として

の校外治療＊

大沢三武郎＊＊

　う歯治療率をいかにして向上させるかについては，多

くの学校歯科医が苦心し，研究努力されているところで

あるが，その大多数は校外治療に委ねられている現状で

ある。

　埼玉県においても，小中学校87校中，校内処置を実

施している学校は僅かに12校に過ぎない。植竹小も同

様の例である。

　学校としてう歯半減運動に取組んでから満3年余りで

あるため，何らまとまつたデータを持つていないが，幸

いに関係者の理解と協力を得て，短期ながらある程度そ

の効果を挙げっっあるので，その方針の大要を述べ御批

’判を仰ぎたい。

　現在多くの場合，校外治療は検査者以外の歯科によつ

て行われる場合が多い。そこに検査者との見解の差が生

じ易く隆路となり易い。

校外治療が充分なる成果を挙げることは，児童生徒の

自主的活動によるものであるが，これに反映する教師の

，認織度はさらに大きなウェイトを持つている。

　さらに処置に関しては主治医の治療完了証明によつて

処置完了と認め、その現実の内容にっいては追求されて

‘いない。ために折角児童生徒が自己のためとはいえ，彼

らにとつて楽しからざる時間と費用を費して処置を受け

：た歯が次回再び未処置歯として取扱われるような場合が

しばしばある。

　このために処置率の向上が阻害され，さらに児童生徒

は勿論，保護者，学校側においても歯科治療に対する不

信感を抱かしめる危険を包含して，う歯半減運動の大き

な障害となりっっある。

　勿論自然発生的二次う蝕による場合も可成りあると思

われるが，われわれ歯科医の手で解決できる問題は直ち

に実行してこの障害を取り除かねばならぬ。

　こうした意味合のもとに，これらの問題の解決による

処置率の向上を取上げた。

　そしてその方法として次の項目を実施した。

　＊第24回全国学校歯科医大会で要旨を発表した

　＊＊植竹小学校学校歯科医

14

1．検査基準の設定

　幸に大宮市においては33年から地区における児童生

徒の歯の検査基準をスライドにより製作し，その指示す

るところに統一された。

　この内容の一部は第22回全国学校歯科医大会に発表

したが，その基準により，学校の検査がスクリーニング

の意味のものであることから「着色あるいは小窩裂溝の

深いと思われるもので探針の入らぬものをC、とし，目

下のところ，充填の対照とせず要観察期のものとする」

として，校内における薬物塗布（鍍銀法）による予防処置

を実施している。これにより予防処置実施とともに，児

童に対して早期予防処置がいかに苦痛のないものである

かという心理的効果をねらい，さらに自主的受診態度え

の移行をはかつた。また父母に対しても関心度を増加さ

せる資料とした。

　前年度のCiが予防処置後本年度にC・に進行したも

のは25．2％であった。

　次に探針の嵌入するものをC・と判定し，充填の対照

とし，C3　C4とともに校外処置にゆだねた。

2．教職員の検査及指導の実施

　学校保健法第8条第1項の規定により職員の定期の健

康診断は検査項目の全部について行うものであり，これ

らの措置は単に職員の能率増進または厚生のためばかり

でなく，児童生徒等に対する保健上および教育上の影響

をも考慮して行うものであるとされている。

　自己の健康に関心を持たない教師がどうして児童生徒

の健康に関心を持つであろうか。

　そこで33年から教師の検査と指導を実施したが，昨

年度の各級の処置率とこれらの担任教師の口腔衛生状態

とを比較して見た。

　その結果次のように正相関を示したので，教員の関心

度を向上させるべく個別指導及全体的な話し合い指導の

機会を持つようにした。
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第21日以内に通知することになり，児童も競走して早

く処置完了に努力するようになったため，以前の夏休み

利用者が6A頃に一度に殺到し，時間的にも夕方にまと

まるので，開業医の方が悲鳴を挙げる仕末で，これでは

充分な処置は望めず乱療に落入り易い。

　そこで打合せ会において学級別の受診期調整指導を行

うこととした。

　但し高度う蝕のものは直ちに受診させた。

3．勧告（前準備及整理）

穿　勧告前準備として，地城社会の充分なる理解を得るた

　め，

門　（a）　保護者に対する歯の衛生関心度調査を行い，そ

；Sの集計成績を通知した。
ll（b）歯につ・・ての児童より父母えの手紙を書馳

淘読後捺印して返させた。

写　（c）歯に関する児童のアチーブを実施した。

　　（d）　各保健委員会及PTA会合等機会ある毎に歯の

く、問題を取上げた。

鼻勧告票は大宮市における検査基準｝、より教育委員会が

．．製作した統一された用紙である。

ξ第・回は白色のまま，第2回は緑色第3回以後は赤

∫色の線をつけた。

き　　なお，この勧告票には疾病の部位と終末処置を記入す
1ト

。ることとして，検査者と術者の責任を明確にすることに
『してある。

も　さらに，これの整理については，横浜市で製作された

　勧告整理票を見本として製作使用した。また級別の治癒

、，表を作成した。

4．受入態勢の整備

ヒ

　　最も重要な問題として受入態勢の整備を行つた。

　　その第1は学区内開業医との打合せである。これが充

　分できていないと，その後種々なるトラブルの原因とな

　り，校外処置の障害となるばかりでなく，お互に傷つけ

　合うような事情を醸成する。そのために学校側が主催者

　となり，学校歯科医とこれらの先生方と3者の打合せ会゜

　を持った。この中には学校歯科医でない開業医もいる。

　　そして了解のもとにお互に勧告票の記入に異議ある場

　合はその意見を記入して返すこととし，お互に再検討す

　ることとした。

　　次に受診期の問題であるが，学校保健法施行後は検診

ズ
㍉
画

5．治療内容の検討

　以上のようにして治療完了して勧告票が返つてきた場

合，第2回の検査において，若し不完全充境と思われる

場合は，その勧告票の該当部位に（例えば頬面小窩とか

裂溝追求をお願い致します等）記入して再度受診させ

た。

　本年度の6年生について見ると，次表の様に33年度

において最も多く約43．9％もあつたが，其後幸いに減

少を来たし，本年度は約13．2％になつた。

　山田茂氏の発表によると，アマルガム脱落は平均5．95

％となつているが，本校においては充填物の離脱は意外

に少なく約0．014％に過ぎなかつた。

　頬舌面の小窩裂溝と咬合面各裂溝の追求不備のものが

大部分であった。

　この中，前者に関しては，あるいは33年科より社会

保険において，2，3面窩洞が認められたことも，不完全

充填の減少に幸した原因に挙げられるかも知れぬ。

　ともあれ，それは全部ではないと思う。

　これらの場合，勧告票に記載して再度の受診をさせた
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が、これを気持よく引受けられた地区の関業医の先生方

の協力によるものである。

　この打合せのできていない地区においては，最近しば

しば不完全充填の問題が好ましからざる方向にまで，進

展してきていることを見聞している。　　　　　　　，

　いわゆる「ダンゴ充填の排撃」により，数字による半

減運動から実質的な半減運動に進展すべきであろう。

　　　　　　　　　6．表　　彰

　以上のようにして処置を完了した者について，本校で

は個人表彰はせず，級単位の表彰をしている。

　その内容は，清掃状態の最もよい級（主として3年以

下）を最も歯のきれいな級とし，処置率の最もよい級を

（主として4年以上）歯の治療に最も努力した級として表

彰している。

　以上のようにして本校のう歯処置率の向上を計った結

果，次表のような成績を得たので報告し，さらに諸先生

の御指導をいただきたいと思う。
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第　3　表

鶏、13Z　33・牛3写（昇度）

匡コ
砂糖摂取と子供のむしば

Lanterstein＆Mass】er

　子供の幼時と現在，その母親の妊娠時と現在の砂糖摂取の関係をしらべるために，90人の

4～14歳の白人の子供について，その両親，同胞などの調査を行つたところ，次のような結果

がそ尋られた。

　1）両親のむしばの状態と子供のそれとはあまり関係がみられなかつたが，同胞とはきわめ

　　てよく似ていた。

　2）その子供たちの，幼時および現在の砂糖摂取とむしば羅患状態との間には有意な関係は

　　みられなかつた。母親の妊娠時および現在の砂糖摂取についても同様であつた。

　3）食物の自浄性，刷掃習慣，および唾液の量とむしばの関係もみられなかつた。

　4）　きれいな歯』とむしば低羅患状態との間には関係がありそうにみえた。

　5）唾液の稠度とむしばには多少関係がありそうであつた。

　こういうことから砂糖摂取，刷掃．などとむしばの関係を否定する，ということではなく，

むしばの原因が多元的なものであつて，決してそれらの一つだけに限られるのでないことを示

唆するのである。とのべた。

　　　　　　　　（Sugar　intake　and　caaies　in　childen．　D．　Progress　1：100，1961）
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学校歯科保健における歯科指導について

榎　本

　さきに私達が都内九段小学校に於て学校歯科保健の一

環として行つた，治療勧告による，歯科指導に就いての

成績より良好な結果を得られる自信を得たので，今回は

第1大臼歯のみを対照とし，且つ此れが翻歯に対し治療

勧告を行ひ，治療を完了するまで執抱に追求した成果に

っいて報告する。

　昭和31年5月現在学児在籍者は1年91名，2年100

名，3年117名，4年88名，5年75名，6年101名，

計572名である（表1）．

　同年5月全任箱中毒故者を除き529名の口腔検査を実

施した（表2）。

　検査人員中第一大臼歯の現在歯数は1年250，　2年

370，3年410，4年322，5年280．6年370，計2．002

である（表3）。

　第一大臼歯の罹患者は529名中、　1年12名，2年26

名・3年35名，4年30名，5年23名，6年32名，計

ユ58であを（表4）。此等の者に対し治療勧告を行なっ

た。

　尚治療勧告者158名の第一大臼歯現在歯数は1年44．2

年，104，3年140，4年120，5年92，6年128，計
526であり（表5）。

　更にその罹患歯数に1年20，2年54，3年78，4年

71，5年58，6年66，計347であつた（表6）。

　歯科指導の方法としては治療勧告者を各個人別にカー

ドを作成し，之れを学校に保管し記録した（表7）。之

の記録にもとずき（表8）の如き治療勧告文を学級担任

教論より学童を通じ保護者に交付し勧告した。而して歯

科医師の署名捺印のある，治療証明書の返還をまつて，

再び学校に於て口腔検査を行ない，その該歯治療の確認

をなし，治療完了者とみました。

　口腔検査は約1カ月間隔に未処置者について上記の勧

告を続けながら，1回の勧告で処置しないものは2回、

2回でも処置しない者は3回というように7回まで追求

した。その成績は（表9）の如く，1回目の勧告による

処置完了者は159名中45名であり。2回目は残余の113

名中28名，3回目は85名中1名、4回目は84名中15

名，5回目は69名中3名．　6回目は66名中14名，　7

回目は52名中11名であつた。即ち7回の治療勧告によ

　＊東京都九段小学校歯科医

正　　義＊

り，158名中117名の全治者を得た。以上の結果1，2回

の治療勧告により約半数の学童は治療を完了したわけで

あるがその後の口腔検査に於て少数ではあるが治療に無

関心のものもみられたので4回以後は厳重に治療勧告こ

るような文書を出すと同時に学校長をはじめ．学級担任

教論，保健関係職員からも強く勧告を行なった。尚残余

の41名にっいては経済的理由による者9名に対しては

学校治療にて処置完了し治療途中にあるものは20名で

あつた。

　然し7回の治療勧告にも拘わらずこれに応じず無関心

と思われるもの12名であった（表10）。

　更に之等12名について原因を調査した結果によると

家庭，本人に関心のないもの10名，生来臆病と思われ

るもの2名であった（表11）。

　以上の成績を按ずるに。

　（1）　1，2回の治療勧告により約半数以上の処置完了

表1　在箱者
（昭和31．5．現在）

表2　検査人員

学年i男　女1計

50　41i　91
　　　　　
45　　　　55i　　100

61　　56　　117

52　　36　　88

37　38；　75
53　　　　48i　　101

輯馴剥計

1
2
3
4
5
6

・…4q　41187
　　　40i　53i　9321
　　　　　　　r3　1　　　55　　　　48　　　103

4　　　　　48，　　　33　　　　81

513si　361 71
61Sll　43「94
　　　　r　　　　　　　　　l

計｝2gsl　2741572

表3　検査人員第　大

　　　臼歯現在歯数

学年i男　刻計

計【2751254！529

表4　第一大臼歯

　　　罹患歯数

学年湧　女　計

1　　120、
　　　　12　　　163

3　　　218

4　　　190

5　幽　140

6　　　204
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表5　治療勧告者の第一
　　　大臼歯現在歯数

輔剃女隔

9
0
6
2
2
6

1
4
5
7
5
5

25　　44

64　　104

84　　140

48　　120

40　　92

72　　128

表6　治療勧告者の第一
　　　大臼歯罹患歯数

表9勧告による治療状況

学年ゆ！列計

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

7
7
1
2
4
Q
ゾ

　
ー
6
δ
4
’
り
0
（
乙

3
7
・
7
・
Q
ゾ
4
7
・

1
3
4
2
2
3

0
4
8
1
8
6

2
5
7
7
9
ハ
り

言＋1・gsl　3331628

　　　　f

指導回蜘指導年月日

　　　　1

編蝕人員　　　処置完了者

陽女別1計i男女別1計

・13・．926［劉1＄・58屡lll　45

2i3・，・・．31屡l　lll・13｛婁iヨ28

3i3・．・1・21屡陽ll　85屡｝1 1

4i3・，12・2・屡隠1團劉1劉・5

計｝・6・1・・713・7 532・…7屡llll66屡l　ll・4

表　7

61　3・・2・7屡隠ll　66屡1裂・4

氏名

7132・3・・51婁陽II　52屡1 6
　　115

歯科治療勧告票
　　　　千代用区立九段小学校

学年組

第1回検診　　月 日

ハ
0
ア

0

ρ

〇
一
6

第2回検診　　月 日÷
第3回検診　　月

6
ハ
0

日暑1
第4回検診　　月 日÷1
第5回検診　　月 日÷÷
第6回検診　　月 日÷屠
第7回検診　　月 日÷1

賭完了者劇lll・i71

表10　治療勧告者　185名の治療成績

全治者
学校治療者（完了）

治療中の者

勧告に応じない者

117名

　9名

20名

12名

158名

表11未治療者12名の原因

表　8
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お
出
し
下
さ
い
）

［

（1）　家庭，本人の関心なし

（2）生来臆病

10名

2名

者をみた事は少し注意すれば処置するものと思う。たS“

日常自らの子弟の学校教育に熱心である保護者の学童に

多い事はみのがせない。

　（2）　3回以上の勧告を要する者に対しては更に一層

強い勧告を必要とする。幸い本校においては学校長のま

れにみる積極的な指導があつたのでよい結果を得られた

と思う。

　（3）再三，再四の勧告にもかかわらず処置しない者

に対しては少数ではあるが如何なる方法を講ず可きか学

校歯科医としての一つの課題であると思う。

一 18一
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本校が使用している「歯の記録」について

榎　　本 正　義＊＊

k

　　32年度より本校で使用している「歯の記録」につ1（・て

　これを使用するに至つた目的，その使用法，効果等にっ

棲いて述べてみたいと存じます。

　　（1）　『歯の記録』創案の目的

　　学校歯科衛生を担当する私共が，学童の鯖歯を如何に

　して少くするかという問題について考え，対処してきた

　結果，学校は学童の歯科治療をする場ではなく，如何に

　早期にこれを発見し・よりよく治療されるように，又健

　康な歯を持つ学童は如何にしてこれを守るかという事に

　注意し管理する場であるという結論に達したわけであり

　ます。

　　このような理由に基づいて麹町地区の五区立小学校で

　は，地区衝科医師会の協力を得て，学校に於いては，学

　校歯科医はその精力を治療の勧告に専念するように決定

i：’し，本校に於いてもそのよき成績を期待し得る確信をも

　って，この方式の実施にあたつているのであります。治

ill．一療勧告を行うについては，どのような点を重視するかに

　っいて，いろいろ問題があると思うので本校では一応，

∵（1）乳歯及び永久歯の問題，（2）保護者の歯科衛生えの

季関心の昂揚という点に絞つてみたのであります．

　　先ず乳歯と永久歯については，乳歯は母子衛生の分野

了にゆずり，学校歯科衛生の立場からは，永久歯特に第一

｝大臼歯に重点をおく事を取り上げたのであります。

1本校での・かつての朧罹患者の実態をみると，乳歯

・4では，1年91％，2年89％，3年89％，4年81％，

♂5年59％，6年33％という下向線を辿り，永久歯で

もは・1年20　°／6・2年24％，3年37％，4年87％、5

1年45％昨4°％という上昇線を示す傾向をみたので
：，あります。

言乳齢下向線は，舗の早期治療季L歯の抜去処置，

ヒ或は自然脱落等の実状で大いに自然淘汰的要素を含んで

1いるものと思われるが，永久歯については何等かの歯科

紳処置醜さない限り瀦する宿命1・あると考えられる

勿で洗ず就学期に酬してくる第一プa　tiiに重点をお

き，これを監視しっづけながらそのあとに萌出する他の

永久歯の管理に努めているのであります。治療勧告によ

．鍾成果にっいては，直接に歯科衛生を担当する学校歯科

！’＊東京都麹町小学校歯科医

　＊＊東京都麹町小学校養護教諭

7・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－19一

先　　崎 タ　　　キ

医，養護教諭，及び学校長，組担当教諭，保護者，本人

である学童等の密接な学校歯科衛生への携ゆまない関心、

がなくてはその効果をあげることはむずかしいと思うの

であります。

　学校歯科医，養護教諭は余り多くの時間を裂くことな

く，学童の口腔状況を知り，その上全校学童のそれを総

覧出来る様に，又保護者へは学童の口腔状況の実態がわ

かり易く、その上興味をおこすような資料を示すことに

よりその効果的な目的を達成することが出来るものと思

い。以上のような観点から私共は本校の創案したカルテ

『歯の記録』を非常に便利な効果的なものとして使用し

ているのであります。

　（2）　『歯の記録』の記載方法

　r歯の記録』の記載方法については先ず，

　A欄では毎年定期口腔検査の口腔状況の実態をそのま

ま転記する。

　B欄ではその口腔状況を棒グラフにして，乳歯，永久

歯に分けて鯖歯の数を赤線で記入する。その検査する毎

に増減推移の変化を同様に記入してゆく。又保護者印は

保護者の確実な歯科衛生への関心を期待する意味で必ず

その都度押印して貰うようにした。更に

　C欄では諸種の通知事項にあて，新しく鑛歯を発生し

た時は勿論一度処置した歯牙が二次編蝕になった時，乳

歯の要抜，口腔清掃の状況，歯列矯正の注意等々，諸般

の注意事項の連絡に便利なようにした。

　（3）　r歯の記録』使用の効果

以上r歯の記録』を用いた成績を考えてみると，

　（イ）学童の口腔状況とその時間的ずれによる変化の

　推移を容易に知ることが出来る。

　（ロ）　保護者に対しては．赤線で示した棒グラフによ

　　りわかり易く学童の口腔状況を知って貰うことが出

　来る。

　（ハ）　学校歯科医は全校学童の総括集計が容易で、又

　勧告の重点を容易に探し得るに便利である。終りに

　　この『歯の記録』を創案し，使用するについて、学

　校長始め，関係職員の大きな協力があつて実現出来

　た事を申し添え，このr歯の記録』について大方各

　位のご批判を賜われば幸甚に存じます。
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　　　　　　　（！己号）
　　　　　　　／　健康な歯
　　　　　　　x　嫁かねばならないM
　　　　　　　Q　なおしてある歯
　　　　　　　△　失なはれている歯
　　　　　　　C1（或は一）’1・さいむしra
　　　　　　　O2（或lt二）中泣のむし宙
　　　　　　　C3（或it三）索きいむし歯
　　　　　　　u4（或は四》根だけになつ
　　　　　　　　たもの
千畑z立解1小職　　本機美助　　　学「唱ξ1巴

篇塁至．．．

◎　特，＝6才臼自hを大駝1

　にしましよう

桓　太　乏　鞭

　　　　　　　　　　Ransas市学童の歯肉疾患の疫学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Will副J雛瓠11s　l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　1956～57年にKansas市の6～12歳29，500の学童についてPMA指数による検査が行わ

れた．歯肉炎患都6鰭の3796カ・ら・・繍の57？6嘩囲にわたつて存在してv’た・これi

は大体年齢を追つて増えて行くようである。8歳までは男子よi）女子が多く，それ以後では反　！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
対であつた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　PMA指数のうち，乳頭の数値は，　6歳の子供の1から12歳のものの2．5までにわたつて　i

1魚諜嚥惚灘瀦膿∵＿＿＿。　1
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事後措置の指示　結果の通知並びに促進策不

石　　田

　1．本校の実態

　　工員，共稼ぎなどの労働者多く保護者の歯に対ナる関

　心が薄いり児童のう歯羅患率昨年度9L3％て高率であ

　る。1
，

　2．指導の経過

　　］．健康診断時前後の指導

　　　○歯と健康の関係の理解　○う歯及び手入れの癒人

　　　　的指導等

　　2．結果の血理

尊
　
争
㌧

、

浄

　◎口腔受診票の発行　◎健康相談及び治擦勧告

　◎夏．冬季前の再度治療勧告

　◎諸記録簿の活用（学級う歯一覧表、疾患早見表そ

　　の他1　◎治療票の回収

3．学校における保健指導
　◎治豪促進自治活動，児童会　挙鐘三寝澆Jr！

　　　　　　　　　　　　　　　　　－・・tt　スヨ　き
　　保健部，調査統計部の調査　　　　　　　l　T

　　活動及び各学級別治療成績

　の校内展示

　◎治療優秀学級表彰

　◎毎遍1時間の特設保健学習

　　つ時間に理解面の指導

　◎児童会．職員保健協議会，

　　学校保健委員会，PTA保

　　健委員会でう歯罹患，治療

　　予防等を討議対策を立て実

　　践する。

　◎う歯予防強調旬間の設定に

　　よP歯に対する関心を深め

　　る・　　　　　　　　　Oう逸麺養のノ、数

　　（歯に関する作文ポスター　　e）d環しk人数

　　・3募集、掲示発表及表彰）

　§歯みがき励行指導（歯みがき訓漂、清潔検査実

　　雍1

　◎食後の口すすぎの励行

　◎歯を丈夫にする実践（学校給食痔こ）よくかむ、偏

　　食矯正指導等）

4．家庭における保健指導

三燕撚購濾驚綴旨を発表
妄

該

2ユ

順　平＊＊
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健
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　　◎家庭生活指導表によ1’）基準を定め指導

　　◎家庭啓蒙及び連絡

　　◎夏季冬季の家庭健康生活表により児童に自己評

　　　価をさせる。

3．習慣形式の現状

　1．過去3年間の歯みがき状態の推移

　2．永久歯治療率

　3．指導反省．児童う歯末処置の原因として，O経済

　　的，○治療に日時を要する，○付添う保護者が忙し

　　い。○長い時間待っ等理由多く，診療時間設

　　置協力，治療奨励等あゆる而で指導を重ねたが期待

　　する程の成果が見られなかった。

4．校内予防処置対策

　1．昨年度児童保健部に未処置の理由調査を指導研究

　　させ，その問題解決を学校保健委員会に提示，保健

　　者の賛同を得て児童要望達成を目指し本年6月校内

　2，校内予防処置にっいての協力援助

　◎大阪市教委学校保健課より同市歯科校医会に更に支

　　部の大淀区歯科校医会に実施についての趣旨方法を

　　理解、協力を得る。

　◎ライオン爾磨口腔南生部より2名の歯科衛生士によ
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　る技術援助

3。施設，歯科室の新設

　歯科治療ユニット，照明器具，配線動力コンセント

　給水設備その他

4．予防処置，軽易な予防的治療に限る
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歯科室を設置

渠ド奄

四｛一　四

十「三
口

　◎歯牙の清掃，7月10日より実施，現在6年全員上

　　歯終了

　◎C1の充填，口腔再診により選出，現在7月21日，

　　24日，6年児童43名充填実施

　◎乳歯の抜去，2学期に実施予定

　5．児童経費，無料

5．結　論

　校下に歯科医少なく，早期処置が十分でなかつたが當

科室設置により今後の成果が期待される。幸い2人の歯

科衛生士の技術援助による予防的処置実施により，う歯

半減運動の現実的な突破口になるものと考えられる。
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1．　口腔診査の状況

　定期健康診断，全校一斉に期問を定めて実施する。

　臨時健康診断，年間輪番に学年学級を臨時に実施する。

2．児童保健簿の発行

　定期健康診断後その結果を直ちに保健簿によつて家庭

　に通知する。

3．父兄会の開催

　疾病異常者の父兄会を開催し各専問医の疾病に対する

　説明と質疑応答，学校医，学校歯科医．眼科医，耳鼻

　咽喉科医，（区の嘱託）

4．治療券の発行

　治療を要する者には治療を勧告する。

5．児童保健委員会の活動

　5，6年の各学級男女各1名つつ選出さる。

　　開催，毎週行う。

議題，学校保健行事と併行して行う、学校保健行事とは

　　例えば4月は正しい姿勢　6月は口腔衛生とか月別

　　に特に強調事項を指導す。

　　歯の治療に関しては，定期，臨時の健康診断の後に

　　発行する治療券を活用するよう討議される。

　　学級によつて異なるが要治療者の氏名を一覧表で表

　　わし治療を完了した者を逐次消すとか，或は又色紙

　　を貼つたりして，勧告を自主的に行つている。例年

　　行われる芝学校歯科医会，港教育委員会，共催の口

　　腔衛生週間中良い歯の学級コンクールにも関心を有

　　し高率のむし歯保有者の治療に重点をおいている学

　　級も見受けられる。

6．学校保健委員会の活動

組織校内保健委員（職員，学校医，学校歯科医，学校

　　薬剤師）児童

　　地城保健委員（父兄代表，学級1名）地城団体代表

開催，毎月1回例会を開く

議題緊急のものを除く外，学校保健行事と併行して行

　　われる。

　　学校歯科医としてムシ歯は痛くならない間に治療す

　　ることが最も望ましいことを説明して父兄の協力を

　　求める。

　＊第24回全国学校歯科医大会で要旨を発表
＊＊東京都学校歯科医会
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昨年の児童委員の発言の内容

開業医のところえ行くと，後から来た大人の人が

先にやる。

待合室に子供向の本をそろえてほしい。

学校がひけてから行くとこみ合うから時間がほし

い。

　　　　　33年度歯科治療成績

　　　（定期健康診断によるもの）

学 年1・12131415161計
検査人員 12・Sl　2631316i　324142513221・858

むしばある者i・Sl・2・2111222i　3261256｝・183
（永久歯）

　％
123・・1　4・・61　66・7i　68．5；7而．Sl　63．6

32年度％
12…147・・1　・．　5・・17・．・1　71．・1　67．・1　S・．・

治療完了者

　　％

4・ig4166h81i278i・83；9・3

85・・i8…i　79・・i　8・・51　85・21　7・・Sl　79．7

32年度％

末処置者

　％

1　6…レ…t3・oL－｛｝…1　74・・178・・1・7s・6，

712645i・・14sl 73　24（〉
・4・6i　2…1　21・・1・8・5i・4・8i　28・Sl　2・．3

鷲捲ば！・41・912ii・・i　25｝241・27

昭和34年度，6年に在学している児童の過去
における永久歯の治療成績

ぱ126 30 31 32 33

学　　年，　1
ワ
臼 3 4 5

性別男女園女男1女男、娚1女
検醐2・q・1　2341・・22341217122712・・［・7・li…123・

処置を完
了した者1
（永久歯）

5i・6i13i3・36154
7495 1　8° 106

痴
虫

一 23一

27 3・陣3176 76i63国75i65

（スライド使用）
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7．地区歯科医師会の協力

　地区開業の歯科医院は健康保険料金に準じて児童の治

療にあたる。

　現在は健保及び国民保険によつて診療，

　口腔衛生間中，区教育委員会，地区学校歯科医会と共

催の良い歯の学級コンクールを開催し優秀学級には賞品

を送る。

8．結　果

　1．永久歯のう歯と乳歯の抜去に重点をおいて校外治

　　i療をしている。

　2．ほとんど校外治療を行つているが，何回かの治療

　　雰の発行，勧告により治療率が上つている。

　3．早期発見，早期治療をモットーとしているので

　　C，，C・のような深在う蝕が少ない。

健康相談日の適切な利用と運営にっいて＊

t

後　　藤

　「健康相談日の適切な利用と運営について」、学校保

健法第2章・第10条に依る健康相談日について、京都

市貞教小学校に於いて実施しつyある。状況の一端を報

告し，御批判を希うものである。

1．実施の方法

　1．学校に於ける，定期の歯の健康診断後これを各家

　　庭に知知し，処置の徹底を期するともに．毎週月曜

　　日午後　時30分給食終了後の最も学習に支障の少

　　い時間を利用して実施するものであつて。

　2．予め家庭よりの申込みを受け，保健主事と養護教

　　諭に依つて，一学級毎に名簿順により，順次保健室

　　に招致し，養護教諭の同席を求めて実施し，記録を

　　保存する。

2．実施の事項

　1．儲歯予防の相談と指導

　　イ　歯石除去の実施と適正な口腔清掃に対する具体

　　　的な指導

　　ロ　浅在隔蝕（C、，C，）のアマルガム充填に依る予

　　　防処置と深在蠕蝕（C、，C、）に対する処置につい

　　　ての指導

　　ハ　歯質と強化すべき栄養食の指導と，間食に対す

＊第24回全国学校歯科医大会で要旨を発表

＄＊京都市学校医科医会

宮　　治＊＊

　　　る適切な啓蒙指導

　　二　完全咀囑の指対と具の必要性に対する啓蒙

2．歯槽膿漏の予防

　　イ　歯石除去の実施

　　ロ　歯牙清掃時に於ける歯齪に対する処置方法の指

　　　導

　3．歯列不正の予防

　　イ　乳歯の適正な時期に於ける抜歯

　　ロ　歯列矯正に対する指示啓蒙

　4．　う蝕発生原理の平易な説明と全身魯疾病の関連に

　　ついて啓蒙

3．実施上の問題点

　L　健康相談日は，一定の期日と定め年間を通じて定

　　時定に実施し，児童及保護者との連繋を密にするこ

　　とに依り．相互に親近感を深くする。

　2．低学年の児童に対しては，理解困難にて不徹底の

　　憾みがあるので，保護者殊に母親の同席を求め，直

　　接に指対することの必要を痛感するものである。

　3　学習に支障の少ない時間を，学校当局と協議して

　　決定するべきである。

　4　反復実施することにより，其の本県は一一一層大なる

　　を期待すべきである，
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本校の学校歯科保健

海草郡下津小学校＊

　1．うし対策についての本校の歴史

　昭和24年度に始めて学校歯科医をおき従来学校医に

ょって検診されていたのが学校歯科医による検診の結

果，う歯は云うに及ばず，乳歯の早く抜歯しなければな

らないものが放置されているのが非常に多いことを発見

した。

　こうした現状の中にもかかわらず父母及び児童の歯科

・衛生知識が非常に低く，歯は痛くなればなおすもの，

　乳歯は自然に抜けるまで放つておくもの，こうした考

え方の中で早期治療の必要性を呼びかけても夢物語リに

過ぎなかつたが10年計画で徐々に，う歯の予防並に治

療対策をすすめて来た，以下年次を追つてその経過を述

べると

1．昭和24年度（保護者の啓蒙）

　始めて学校歯科医による検診をうけるう歯の被患者は

　勿論，乳歯要の抜去歯の多い事に驚く、しかし保護者

　も子供も教師自身も歯に対する関心度は極めてうす

　く，歯は痛くなれば歯医者に行けばよい，乳歯はほつ

　ておいても自然にぬけるものと云つた考え方であつた

　ので，家庭通信、PTA総会，学校だより等を通じて

　保護者の啓蒙につとめてきた。

2．昭和25年度（予防処置器械購入）

　　前年度の反省の上に立つて啓蒙だけではなかなか治

　療しないことがわかつたので，先づ学校に予防処置設

　備をして，永久歯の早期充填と乳歯の抜歯をしてはと

　考え，町主催の公聴会の席上でその必要性をといて，

　治療椅子，抜歯及び充填用器具器械，足ふみエンジン

　を買つていただく。

3．昭和26年度（県歯科衛生研究指定校）

　　県の歯科衛生研究校に指定され，治療だけでなく予

　　防にも重点をおきその第一段階として3．4年生の

　　特定のクラス2学級に尿素を使用。

4．昭和27年度（校医異動）

　　折角の施設も学校歯科医が病気がちのため利用出来

　ず、県教委の川口技師に平均月1回の来校を仰ぎ処置

　をうけるような状態で，それさえも足ふみエンジンで

　は思うように充填も出来ず、もつばら歯みがき指導に

　＊第24回全国学校歯科医大会視察校

　重点をおく，この年の終りに前学校歯科医病気退職し

　現学校歯科医任命される。

5．昭和28年度（電気エンジン購入，給食後の歯みがき

　実施，保健体育研究発表会）

　　学校歯科医の熱意により，月2回予防処置に来て下

　さることになる。又電気エンジンを購入，いよいよ本

　格的に処置出来るようになる。又この年から給食後全

　校一斉に歯みがき指導を行うための施設（歯ブラシか

　け，水道の増設等）を作り給食後音楽にあわせて歯み

　がきを実施するようになる。この年度に歯科衛生を中

　心とした保健体育の研究発表会をもつ

6．昭和29年度（歯みがきの習慣化）

　　家庭での歯みがきの習慣化に重点をおきそのため実

　態調査も度々行うと共に児童保健委員会．学校保健委

　員会の問題としてしばしば取上げられるようになつ

　た。

7．昭和30年度～31年度（歯みがき指導及び習慣化未

　処置歯追放）

　　引きつづき歯みがき指導及びこれらの習慣前に努力

　して来たDそれと共に永久歯の未処置歯追放を目ざし

　て治療に努力して来たが、C2以上のう歯の治療の困

　難牲をようやく痛感するようになつた。即ち子供自信

　の自覚にもとついた治療がまだまだ困難であることが

　わかつた。

8．昭和32年～33年度（家庭と結びつきによる予防及

　び治療）

　　家庭の責任に於ての治療，子供自身の自覚にもとつ

　いた治療を行うための指導に重点をおき，その隆路の

　発見のために作文をかかせると共に家庭環境の調査等

　をも行い，その原因の追求につとめた。又早期発見す

　るために検診の回数を多くするようにした。

9．昭和34年度（う歯の原因調査と早期発見）

　　あらゆる調査の結果から原因を究明しそれの除去出

　来るもの，指導を要するものには、それぞれ個別に原

　因排除につとめ．それと同時に前年度に引きつづき検

　診の回数を多くするようにして来た又この年から偏食

　とむし歯予防の指導も行つてきた。

10　昭和35年度（健康相談とう歯の完金処置）
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　C，及び乳歯の抜歯する者の数が非常に少なくなつ

　たため，本年度は倹診と検診の間隔を更にちぢめ毎学

期2回とし今後新たにC2以上のものを出さないよう

　に努力すると共に現在まだ残つているC，以上のう歯

　をもつている児童の保護者を呼んで，個々健康相談を

　行い永久歯の未処置歯の絶滅を期している。

　　尚ここ二年間程は偏食の矯正指導及びG2以上の治

　療に重点をおき忘れられがちとなつて来た歯みがきの

　習慣化の指導及び正しい歯のみがき方の指導について

　も本年度は重点をおいている。

2．う歯被患状況と治療状況

　被患者率が年々増加しているが処置歯率も年々高くな

り特に学校からなんら勧告をうけていない乳歯の処置率

が年々高くなつて来ている事は保護者の関心度と比例し

ているのではないかと思う，又C1の未処置者が非常に

少なくなつて来ている事は校内処置の成果だと思う。

学年別被患者率（％）

ぽi2627
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　　　（未処置者＋処置者・　・乳歯を含む）

3．実態調査

1．　う歯と食べ物の好ききらい

　（1）調査の対象　　　5，6年生

　（2）調査の方法　　　無記名　質問用紙

　（3）　実施についての問題点

　・歯を丈夫にする食物を栄養学上の6つの基礎食品に

　　類別したもので調査したが同一類の中にも好ききら

　　いがあつて全く偏つて必要な栄養が欠けるというこ

　　とにはならない。

　・好ききらいといつても調理の仕方や程度の差がある

　　のではつきり言いきれない場合もある。

　（4）　調査集計（別表A）

　（5）調査の結果（別表B）

　・う歯がある，ないということと食べ物に好ききらい

　　があるないということにそれ程の関連性が認められ

　　ない。しいて言えば好ききらいがない者にはう歯の

　　ない者が比較的多いといえる。
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2．児童のう歯と両親のう歯との相関性

　（1）　実施上の問題点

16％

7％

12％

0％

11％

＼、子供のう

　＼萄と率
　　　＼　　ない者
う歯のな＼　・
い両親の率＼1

者るあ

本
上4
以

本3本
つ
一本1

計

・ 親のう歯については正確な把排はむつかしい。

・ たとえ相関があつても体質的な遺伝によるものか，

　妊娠時の栄養摂取の影響等によるものかの区別がは

　つきりつけられない。

（2）集　計

・う歯のない親の子供のう歯被患率（C表）

（3）結　果

　調査数が少いという点もあるがこの結果では父母の

歯と子供の歯との相関は深くは認め難い。ただ両親と

母親36％

父親43％

両親26％

　　　　　　　　　　　

15go／o　‘14％　114％

　　　　　1

［　69％i10％・10％

70％　1　9％　　　7％

8％5％141％

5％　　　6％　’31％

7％　　　7「）／6　　30％

　もよい歯を持つている場合の子供はよい歯を持つてい

　るということが或る程度言えるのではなかろうか。

4．給食献立とう歯予防

　本校では給食献立作成に当りう歯予防のため次のよう

なことを考え作成している。

1．材　料

　児童の嗜好要求に応じた献立の中に強い骨，歯を作る

栄養素の含まれている材料を考慮している。

例　脱脂紛乳，濃緑色の葉菜，大豆、その他の豆類，み

　そ．こんぶ，ひじき，わかめ，ゴマ，煮干，など。

　（1）家庭に於ける食生活の欠点特にたん白質脂肪，カ
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2．栄養素の基準

栄養素i　基湯量（1食）
熱　　　　 量　　　　　 600カロリー

た　ん　白　質　　259（その中，動物性109）
　　　　　　　　1脂　　　　　肪　　　79

カルシウム　 0．6g
　　　鉄　　　　1　6mg
　　　　　　　　b

　～レシウム，ビタミン類の不足を学校給食で補い児童

　の健全な発育をはかつている。

’2．）脱脂粉乳（1日1人22g）…・毎日給食に：ま欠が

　なないミルクは一人家庭の食事に不足しがちなしか

　i、児童の発育に大切なアミノ酸をもつ良質のたん臼

　眞や、消化しやすい形のカルシウム．ビタミンBな

　どを特に含んでいる。

　　脱脂粉乳はこの他すいとん，みそしる，シチュウ

　　などにも加えている。

’3）動物性食品

　　魚肉類たまご等の児童1人1食当1）の使用基湯量

　は20g～25　g程度で新鮮なもの，、又それが7、手困

　難なときは調理の形態によつてはかんづめ，干物冷

　凍等も使用している。

〈41大　二

　　大豆は栄養価値が高く優秀な食品であるが普通の

　調理では消化がわるいから利用方法に十分注意して

　煮豆の場合は普通のかまで4時間以上煮ている，又

　パン食にあう，みそや大豆の加工方法を研究してい

　る。

『：5〕野菜果実

　　有色の野菜，かんきつをなるぺく沢山使うよう努

　力している。特に偏食矯正としてにんじんを殆んど

　毎回使うようつとめている。

（6）海藻類

　　ひじきは毎月1回又は2回献立に入れ，わかめは

　みそ汁に，こんぶ，干し魚（いりじゃこ）は煮だし

　汁に使つている。

献立例

　（．1＞ひじきの煮つけ，パン，マーガリン，ミルク

　　材料一一ひじき，ごぼう，にんじん．大豆ちくわズ

　　　　　はひき肉あげ。

　2）みそ汁、パン，ミルク，ジヤム

　　材料一白ドウフ，あげ，なつぱ，ブタ肉，わかめ。

　3i，豆の甘煮、ゴマあえ，パン，ミ’レク．ジヤム，，

　　材料一一金時豆，キャペツ，もやし，菜葉　ゴマ，か

　　　　　まぼこ。

　（4）わかめあえ、パン，ミルク，マーガリン。

　　材料・・わかめ、しらす（又はちりめんじやこ）

　（5）シチュー，パン，ミルク，白ジャム。

　　材料：豚肉，馬鈴薯、にんじん，玉ねぎ，もやし。

　（6）パン，ミルク，コロッケ，みつ旦。

　　材料一一ひき肉，馬鈴薯，玉ねぎ，きゆうり，マヨネ

　　　　　ーズ，かん天，みかん（かんづめ）リンゴ（又

　　　　　は西瓜）白玉粉。

5．実践記緑
1．学習の中でどのようにとりくんでいるか

　　各教科の中で歯めがき時に、給食時にその都度う歯

　の予防並に治療について指導して来たが，特にむしば

　予防週間を中心として，歯の役目とう歯の予防にっい

　て児童と共に教師自身も再認識をするために特に道室

　教育と時間をさいて指導を行つている。

　　そのために左記の様な教材資料をプリントして各担

　任に配布している。その実践の記録を抽出し2，3目

　を後記する。

　　　　　　　　　　　　記

　　　　　6月の保健学習参考資料，下津小

教材　　歯の衛生について

指導の要点

　6月4日は，むしば予防デー，この日を中心としてむ

　しば予防週問とされている。

1．歯のみがき方

　　歯のみがき方を指導するときは，その順序と歯ブラ

　シの使用方法について正確に指導することが必要であ

　る。

歯ブラシの使い方

　上の歯は上から下へ，下の歯は下から上え力を入れ

　る。

　奥のかみ合せは．みぞがきれいになるように前後にみ

　がく。

　みめがく順序番号の順にみがく。

2．歯ブラシの選択

　よいブラシとは

・ 柄は外側に幾分そつているもの，そして竹又はセルロ

　イドのような強力のあるもの

・ 歯ブラシの毛は，あまりやわらかすぎず又かたすぎな

　いもの

　・毛束と毛束の問がすいているもの

　・ブラシの先の方の毛束は他より長いもの。

　・毛の植え方が歯列に一致しているもの。
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・子どもは子どもに適した子ども用歯ブラシを使用する

　こと。

3．歯みがき粉の選択

　粉末は細かい粒の硬くないもの。出来れば粉末より半

　練がよい。

4．歯の萌出

　乳歯及永久歯の繭出時期

（年齢は数え年）

＼
＼＼

、＼
歯
期
　
出
乳
萌

、
、

、
覧

5．　亡rしノ）機有旨

　イ．食物のそしやく，いわゆる口腔内消化のための役

　　　割

　ロ，言語，発育を明瞭にする

　ハ．頂の容姿をととのえる

きれいな歯は美人に見えます

歯
期
久
出
永
繭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　6～8歳1中切歯i6～8カ月幽乳中切歯
7－9歳；側切歯i9－9胡、乳側切歯
　10～12歳i犬　歯』16～20カ月1乳犬歯
・・一・・歳i第・小晒1・2－16カ月第・乳晒

　11～12歳1第2小臼歯　20～30力肩i第2乳臼歯

　6～7蜘第1小臼歯　　　／
12－・3剰第2小曄、　　／
　19～25歳1第3小臼歯1　　　　／
　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　［

　第一大臼歯は6歳臼歯といつて永久歯では最も早くji

出するためにむし歯になる率が最も高い、故にこの歯を

大切にしなければならないことについて特に1年生での

指導が望ましい。

6．歯を丈失にするにはどうすればよいか

　イ，カルシュム，燐等の無機質やビタミンを多く含λ、

　　で食品を食べる

　ロ，朝晩歯をみがいて歯を清潔に保持しておく

　ハ，よくかんで食べる

　二，1年に2回以上歯の検査をうける

7．むし歯の原因

　イ，直接的な原因となるもの

　・歯の構造が不完全にできていてエナメル質の発育が

　　不完全であるもの，これは母体にある時の母親の栄三

　　養や先天徽毒等が原因となるといわれている。

　・歯の形が口腔内の清掃に適さぬため食片がつまりゃ

　　すく除きにくく出来ている者

　・食後の歯みがきゃうがいをしないために歯牙脱灰菌’

　　や歯牙溶解菌の働きをうけやすい状態にしているも

　　の

　ロ．間接的な原因となるもの

　・歯の主成分となる燐…酸カルシュウム摂取量が不足を

　　きたし充分歯を養うことが出来ない時

　・健康状態の異常によつて起る唾液の異常をきたした．

　　とき

8．治　療

　・むしばにかかつたら早期に治療をうける，痛くなつ

　　てからする治療は既に手おくれである，

　・乳歯の按かなければならない歯は早く抜かなければ

　　歯列が悪くなり容姿に関係する。

9．参考資料

　昨年1年間歯をなおしなさいと云われていたのに治療三

　しなかつた人
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実践例その1　　　　　　　　　　　1年生B組

　始業のチヤイムと共に次のようなむし
ばの絵を黙つて黒板一か・・てみる・子供〔三＃

達は「なんなあ」　「なんの絵なあ」口々

に云いつつ頭をかしげている。少しして「むしばよ」

「歯よ」の声がまじる『そうです，今日はこれから歯の

お勉強です』と始める「わたしむし歯3本よ」「僕7本

ロへ指をもつていき乍ら盛んに話すrむし歯つてどんな

のか知つている』の問いに「黒くなつちやうもん，わか

らあ」　「いたならあ」　「お母ちやんでも痛なるでしよ

う」「わたし鏡でみたら穴あいちやつとう」等々まだま

だ続くむし歯に痛められた経験児は非常に多い。

　5月初旬給食実施と共に食後の歯磨きを始め歯につい

てのお話もしているので，むし歯予防デーの今日は、特

，に6歳臼歯といわれて1年生に縁深い第1大臼歯につい

て説明をする。丁度わたしたち1年生頃に生える歯で生

．えかわらないのにむし歯になり易い。わたしたちが始め

て入学してみんなから大切にしてもらつたと同様に，こ

の歯をだいじにだいじにするために三度の食後すぐ磨く

こと，たべものの好き嫌いをなくし日光浴をすることを

；むし歯の予防として話してみる。「わたし，そんなん生

えちうか」と席をたつてくるM子r口をあけてごらんう

．んうん下の2本が生えてるよ，大じにしてあげて，きれ

いに磨こうね』の答えにぼくも，わたしもと押しかけて

くる。検査票に目を通しつつ○○さんは4本××さんは

．

なし，と1人1人50人に知らせてやる。全員にこにこ

して聞いていた。その後「先生わたしむし歯ないで」と

発言する1子と共にむし歯のなY・O，M，Sの4人を前に

出しみんなから拍手をおくつて終業とする。三限の図工

　「歯をみがきましよう」の絵が楽しみである。

その2

す。あさおきて，歯をみがいてから，ママに「ママ，き

れいになつた」とききますと，ママは「しんじゆみたい

よ」といいます。わたしが，まいにちきくと，いつも，

いつしよのことばかりいいますが，わたしは，そうい

われるとうれしく思います。そして，ばん，ねるとき，

はをみがいてねています。みがくのをわすれたときは，

ばいきんが，はをほつているようなきがします。1回で

も，はのみがくのをわすれると，歯がいたくなります。

うちのしんるいの子のは，むしばだらけです。歯をたい

せっにするのは，ほんとにだいじだとおもいます。

2．治療及予防の問題点と成果について

　治療については検診を行う度に左記のような通知を出

して父母に認識してもらうと共に児童1人々々が進んで

治療をうけるような指導を行つている。

　検診後治療が大体終つたら再検診を行い。なおしてい

ない者については更に個別指導を行つている。

　各学級の教室の児童のもつとも目につきやすい所に別

記のようなプリントを提示し，治療がずんだら担任の判

をもらうようにしている。こうしておくと治療をうけな

いものがはつきりわかり児童に対して無言の督促となつ

ている。

記

隠る噛は早くなおしましよう
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私　の　歯 2B　岩　井　　睦

　わたしは，あおきせんせいに，はをたいせつにしまし

ようといわれたので，あさ，ひる，ばんとみがいていま

予防については

先づ第一に正しい歯のみがき方を身につけさすために給

食後兎校一斉に担任の指導のもとに歯みがきを行つてい

る。又朝晩の歯みがきの習慣化をめざし担任は時々児童
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甕　i先日歯の検査をしましたところ，お子様は左記の歯i
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lic2，C3深くむしくつている歯（早く治医者に行つて下

　　；　　さいほつておくとだんだん悪くなりぬかなければ’

肩　なりません）

　　iC4根だけ残つている歯（痛くなれば抜かなければなり！

1；ません，あとの歯はこのようにならな・・ように餌

　　1　夕，歯をみがき偏食しないようにして下さい。そ｝
　　1　して少しでも悪い時は早く歯医者さんに行つて下1

“illさの　　　　　　　　；
　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（

　　備考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　；歯医者さんに行く時は別紙治療票に，歯科医の治療！

　　）
　　；済の判をもらつて学校に提出するようにして下さ
　，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　1　い。
　’＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

・

製

の口中をのぞいて歯の清潔度の検査を行つたりして，み

がかない者についてはその原因を作文や家庭通信によつ

て知りできるだけ原因の除去にっとめている。又学校給

食を通じて偏食の矯正を行い，家庭の食生活の改善につ

いても子供を通じて啓蒙している。

　以上う歯の予防治療についての各学校級に於ける実践

例を次に記す

実践例

その1

6年C組

　本校においては，う歯の予防とその治療には学校保健

の他の分野におけると同様非常に重要視し，歯科検診

前，検診後の道徳指導時に於て歯の衛生，う歯予防につ

いての指導をしている。6年C組に於ても学校保健指導

の立場にたつて指導を行つている。学校に於て指導する

場合，次の三つの領城に分けて指導を行つている。

　1．歯についての知識

　2．’歯の衛生

　3．　う歯の治療

　これらの各領域の指導を行つていく中で私の感じたこ

とは，生徒達は意外に歯に対する認識のうすいこと，う

歯に対して恐怖感を抱いていない点であつた。この中で

特に強く感じたことは，目常の食生活における歯の果た

している重要性をほとんどの生徒が考えてみた経験がな

いことであつた。以上のべた様子から考えて，う歯の治

療には今までより以上の努力が必要であると感じた。

　家庭においても以上のような考え方であると判断した

ので，いかに家庭から歯科医へ生徒を通院させるかとい

うことがこの指導の中心となつた。4月の検診の結果う

歯があると診断されたものは9名いた。その結果を各家

庭へ連絡した，そして歯科医へ行くようお願いしたが，

この連絡で直ちに通院したもの3名その他の者は行くよ

うな気配もないので，その理由を質してみると次のよう

な答を得た。

1．

2．

3．

4．

5．

医者という者えのいけいの念

歯科医の用いる器具への恐怖

1日で治療が完了しないため

家庭の無理解

児童自身のう歯に対する認識不足

　私は児童家庭と私の認耐くらべだと思つた。一週の中

2～3度その児童えの啓蒙を行うことにした，1カ月を経

過すると2人を残すのみとなつた。この2人について昨

年度も通院をせずにすませてしまつた者であるので，き

びしく注意すると共に通院をうながした。そしてこの時
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期から治療完了の者には教室内に掲示して印をおすこと

にした。そして4月以降7月にいたり遂に全員治療を完

了することができた。この時の私の喜びは例えようがな

かつた。

その2

3年B組

現在担任している3年3組の実態調査をもとに，考察

してみたいと思う．

調査人員　　　　37名

④歯をみがくのがきらい　　　　　　3名

　　　普通　　　　　　　　　　　　　4名

　　　歯をみがくのがすき　　　　　　　30名

　すきな理由

　・歯磨きがバナナのにおいがするので，みがくと気持

　　がよい

　・口の中がよいにおいがする

　・うがいをするときもちがよい

　・ねむけがさめるので気持がよい

きらいな理由

　・ハミガキ粉がにがい，からい

　④の結果から考えられることは，大体に於て学校での

給食後の歯みがき指導が，家庭の中にも入りこんで好ま

しい結果をもたらしていると考えられるが又一方未だに

家庭に於て実行していない者があるのは残念なことであ

る。しかしその理由が．味覚的な方面からであるので，

家庭でそれぞれの味覚に合うようなものを購入使用さる

ことによつて百パーセント歯みがきを好むようにできる

と思う。

　◎家で自分の歯ブラシのない者　　　2名

　　家で自分の歯ブラシのある者　　　35名

　問題になるのは，上記の2名であるがこれを家庭的に

　考えてみれば貧困と衛生観念に欠けているものであ

　る。

　◎洗面所が家の中にある者　　　　　19名

　　　〃〃家の外にある者　　　　　　18名

　　18名中毎晩みがく者　　　　　　10名

　◎から考えられることは，洗面所が家の外にあるもの

　　18名中10名が夜もみがいている。残！）の8名の中に

　　　ははみがかない理由として「恐ろしいから」と云う

　　　ものが多かつた。

　㊤二毎朝みがく　　　　　　　　　　2◎名

　　　毎晩みがく　　　　　　　　　　　5名

　　　朝晩みがかない　　　　　　　　　2名

　朝時ンみがく

　朝晩時々みがく

みがかない理由

・ ねすごした時

・ 洗面所が遠いのが面倒だ

・洗面所が外にあるので夜はこわい

名
名
∩
J
Q
U

これ等の反対に毎朝晩家の人と一しよにみがくので外

でもこわくない，と云う者もあつた。

㊧歯医者に治療に行かなければならない者，4名中1

　名治療ずみ

治療に行かない理由

　・ジーンとすののがこわい

　・かんしでぬくのがこわい

　・「歯より鼻を先になおせ」と家の人が云うから（現

　　在耳鼻科へ通院中」

　この3名の家庭通信及び訪問を行つて歯の大切なこと

　を子どもは勿論保護者にもよく理解していただくよ

　う努力している。

3．保健委員会を通じての盛上り

　本校の保健委員会は学校保健委員会と児童保健委員

会，それに教員の保健委員会が組織されている。児童保

健委員会は各学級から選出された保健委員を主体とし

子供会の役員が加わり更に部落の子供会（之を仲よし子

供会と称している）の代表者も参加する事がある。児童

保健委員会で問題になつた事で児童の間で解決出来る事

は学校の児童委員会に提案し討議し，決定した事は各学

級におろされて実行にうつされるわけである。

　例えば最近給食後の歯磨きの実行がおろそかになつて

来たと言うような問題が出されれば児童保健委員会で研

究なP調査がなされ児童委員会に提案される。そして全

校的な問題となつて「歯磨きをなまけないようにしまし

よう」と言うような週目標が立てられるわけである。勿

論週目標が立てられるだけで終るのではなく目標通り実

行出来ているかどうかは学級の保健委員によつて調査さ

れるし指導もなされるのである。又部落子供会代表者と

して児童委員会に参加した児童は主として児童の校外生

活の保健に関した問題をとりあげるわけである。教員の

保健委員会は指導者としての立場より学校生活全体に於

て保健指導上の問題となる点や児童保健委員会の指導な

ど又学校保健委員会との間にあつて連繋を保つてゆくよ

　うに協議されている。学校保健委員会は児童保健委員

会s教員保健委員会又はその母体のPTA委員会で問題

なとつたものでこの委員会にかける必要のあるものを協

議したり又父兄への啓蒙のよい場所となつている。過去

32一

　　の本校の父兄は但任の先生に会つて第一番に聞く事は学

　’習成績のことであつた。

　量　昭和28年に学校保健委員会が出来て，部落毎に1名づ

　一’っ参加しているPTA保健委員は学校保健員での題問

　　点を各部落にもち帰り部落の父兄につたえ又学校保健委

　1一員会の問題を部落のPTAとしてどうするかなど協議し

　一懇談しているうちに先づ健康でなければならぬと言う考

　　え方が学習成績第一の考え方，過去の考え方を追いやっ

　　てしまつた。そして最近では「うちの子は歯医者に喜ん

要でんで行くようになりました，とか「夏休みの部落の子

　供会でやつているラジオ体操をやつてごらんなさい1日

　　中頭がすつとして腰もいたみませんよ」といつた話題が

　PTA委員会や授業参観日などに聞かれるようになつ
，tSTた。最近夏休みともなれば毎年のように毎辺でありよが

　　ら海水の汚染のため泳げない子供達をつれて美しい水の
9：

　海水浴場に行つたり又プール建設運動をおこして立派な

、プールの完成を見たり，胸囲のせまい本校児童のために

il．鉄棒改増設を行つて来たのも学校保健委員会でとりあげ

薯られて学校と父兄が協加て・これカ・らの問題にあたつ

｝tkたからであり又学校保健委員会に参加してよく希望を聞

1霧謙教育委員会の欄当局の絶大撫

iさ4．鯨相談の状況

肇永久歯の噛の繍をめざして瀕の勧告を行つてV、

コるが課在う歯のものでどうしても瀕しな、・もの課

　護者を対象にして行つている。その結果治療しない原因

ξを左の六項目にわけてみた。
蔚

　　①貧困によるもの

　　②保護者の無関心

r③子ども自身の恐怖感のため父兄もこれに同調

　　　④　親子共に歯を軽視している場合

腰⑤親の忙しさのため低（学年の場合は1人で歯医者

　　　　に行けない）

漸

　⑥歯の大切なことはわかり，早く治療せねぱならぬ

　　と知りつy何んとなくおつくうだ。

　　以上の中で①項は殆どなく，又これは学校保健法，

　　その他の適用で解決出来る。又②～⑤までは，こち

　　らの熱意によつてわかつてもらえるが，

　⑥の場合は最初の一回は治療に行つても完成するまで

つSかないので一ばん指導に困難なケースまである。最

後に折角眼談日を設けても，家庭通信だけで理解しても

らえない位に衛生知識の低い，歯ぐらいと云つた観念の

保護者には，わざわざ相談に来るものも少く，この点に

ついても問題が残されている。

6．今後の進み方と問題点

1．被患者を少くしていくための予防教育をどのように

　したらよいか．乳歯のう歯については入学前の罹患は

　殆んどで，これは入学前の子供をもつ保護者の啓蒙，

　さては妊娠にまでも及ぼさなくてはならない。これは

　社会問題として取り上げるべきで学校では到底手がつ

　けられない問題であるが，永久歯の被患者について

　は，今後一層その予防対策に努力して行きたい。

2．歯みがきの習慣化

　　学校で努力しても家庭に帰るとこわされる原因につ

　いては．貧困により環境の不備のために，こわされる

　問題は私達では到底手のほどこしようもないがその他

　の原因については出来るだけの努力を．繰返し繰返し

　の指導を，行つてゆかねばならぬ。

3．治療について

　　残根歯の処置については，現段階では痛くなれば抜

　歯してその後を補綴するように指導しているが問題は

　残根歯にならないように今後児童の歯を見守つてやら

　なければならない。

　最後に学校で全然治療しなくても，う歯の連絡があれ

　　家庭が、子どもが，自主的に早期に治療を行うようば，

な態度を全児童にうえつけられるようになることを念願

しを，今後もう歯対策つをゴけて行きたい。

一 33一



蹴i
／l：｝

ill，

　

葺
5
唖
　
ー

鑑

腰

噂
詮
ー
触
ー
，

・

議
触
康
毒
華

　　1｝

l！

本校歯科衛生の実際

和歌山県邦賀郡岩出町立　岩　出　中　学　校＊

　〔1〕本校歯科衛生の実際

　本校は創立以来教育努力目標の一つに「保健教育の充

実」をとりあげ，保健教育，保健管理の方面に亘つて，

さ））Lやかな実践を積んで参りましたが幸い結核予防蛆

虫駆除，トラホーム等の対策に於て，かなりの成功をお

さめる事が出来たが，ひとり‘‘むし歯”の問題は，こ

れと逆行する様相を呈し現在では罹患者率，70％を越

える状態で，これが対策は一日もゆるがせにすることが

出来ず学校家庭が緊密な連絡のもとに，予防治療に当ら

ざるを得なくなりました。

　その方法については，過去幾度かくり返されて来た反

省の上に立つての実践から老え早期発見と校内予防処置

が喫緊のものとなりましたが，そのため当然起つて参り

ました設備の問題，歯科医師間の問題，予防処置に要す

る経費等の種々の問題も，育友会，町内歯科医師の理解

と協力によつて解決出来たことは喜ばしい限りでありま

す。

　申すまでもなく，‘‘むし歯”は只歯みがきの励行だけ

で予防出来るものでなく各方面の研究と対策を講ぜねば

ならず又一度罹患すると自然に治癒することは奉く，必

ず専門医の治療を要するもので最も困難な疾病でありま

して，母体の妊娠時から栄養対策を要するが講ぜられる

は勿論，幼時から正しい認識と，よい生活習慣をつけ予

防に当当らねばならぬ事は明白で，

　自らの健康は自からの手で管理せねばならぬ。

という鉄則に従つて自律的な健康生活を営むことが欠く

ことの出来ないもので，本校に於ては，歯科衛生指導，

管理両面に亘つて計画的な実践を積み重ねているのも実

はこの点からであります。

　以下創立以来歩んで来たむし歯対策の足跡と現在の実

践状況を略迷し御批判をいただきたいと存じます。

〔2〕本校保健活動組織

1．生徒保健委員会（各学級より男女各1名　計30名）

2．職員保側委問会（校長，教頭（保健主事）

　　　　　　　　　　体育科教諭，養護教諭，生徒部長

　＊第24回全国学校歯科医大会視察校

　　　　　　　　　　渉外部長，校医学校歯科医）

3．育友会保側委員会（育友会々長，副会長及各小学校

　　　　　　　　　　地区から2名選ばれた保健委員）

4．学校保側協議会（上記各委員会の代表者

　　　　　　　　　　即ち，

　　　　　　　　　学校側（1蝶ll懇

　　　　　　　　　育友会（会長，副会長，保健委員

　　　　　　　　　指導委員（蕪欝灘即

　　　　　　　　　生徒会灘饗鰹藷

5．各委員会の活動関係表

計　　　画

検　　診

結果処蓮

　　　療

学

校

保
儂
協

〔3〕　むし歯対策の足跡

1．創立から昭和28年度まで・・…・…・・…一一・…　（第

　一期）創立当初の生徒は戦時中戦後の食事精の関係で

　か，う歯罹患者が僅少であつた上当時は結核対策姻

　虫駆除，トラホーム全治運動等が急務で歯片対策に特

　別な考慮を払うに至らなかつたのが正直な姿でしたが

　年一年と罹患者が急増し全国的にむし歯半減運動の声

　が起つた昭和29年度本校に於ても保健教育上第一の問

　題として取上げ真劔にむし歯予防に乗P出した次第で

　あります。

一 34一

勲

縄

霧
嚢

謂

や

藤
藩
毒

亙
璽
∵
糞
壷

｛
’

2．　昭和29年度～30年度〔計画的実践〕……　（第二期）

　年度はじめ実施した実態調査の上に立つてむし歯半

　減を目ざして計画的な実践活動に入つたが先づ自分の

　歯片の実態を認識し予防治療への意欲を昂める事を目

　標に次の様な実践活動と取Pくんだのであbます。

　イ　歯牙，口腔に関する知識，習慣，態度にっいての

　　実態調査によg地域に即した保健問題の把握

’口

ノ、

反　省

指導計画の再検討

歯牙特別検診と早期治療の勧告

基本的な習慣形成に努力させろ

・ 食後の口す〉ぎ。

・ 朝晩の歯磨き励行。

・ 偏食の矯正。

イ　実態調査の結果から見て指導計画樹立に当つて手

　近かな面に重点をおいて基本的な習慣形成に努力し

　た結果或る程度の成果をおさめる事が出来た。

ロ　早期治療を勧告したが積極的な家庭の協力を得る

　に至らなかつた。これは農村家庭の多忙さと農家

　（殊に主婦）に健康な’歯の保持者が多く歯の病害につ

　いて充分の理解が得られないためであろうと思われ’

　たc

ハ　保健教育は保健室よP外に出なかった。

　あらゆる機会朝会（H．R会食時，等）あらゆる機能

　（校内放送掲示，発表会）あらゆる場所で全校化し

　て取り組んで行かねばならないはずである。養護教

　員のみの問題ではなく、学校全職員のものにしなけ

　ればならない。

．3．昭和31年度～32年度〔計画的な実践〕（第三期）

　県教委より三年間の研究委託を受けていた保健体育

　の発表の年で校の内外に保健活動への意欲が盛り上

　り，かなりの前進を見ることが出来たが，この2年

　間は前期の反省の上に立って

　　・保健行事への積極的な参加

　　・むし歯予防と早期治療へ積極的な意欲を燃やす

ことを目標にし前期に引き続いて基本的な習慣形成に

努力する外，町内歯科医の協力を得て生徒特別診療日

を設定し（毎週水曜日．土曜日の午後｝て早期治療の

徹底を期した。尚治療に当つて，ま下記のように生徒に

治療票を渡し、各家庭へ治療勧告書，歯科医へ協力要

請書を提出する事にした。

過日の歯科特別検診の結果　　　　　　さんは別

紙歯式中註記ある部位の治療を要しますので歯科

医の診療を受けられるよう，お勤めいたします。

尚治療完了の節は医師の証明を受け学校へ提出下

さるようお願いします。

　昭和　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　岩出中学校長　山本信夫

　　　　　　　殿

反　省

イ　年一回の検診だけでは早期発見は出来にくい少なく

　　とも春秋二回必要と思う。

ロ　校外治療にっいて生徒の声

ハ　治療の勧告には遠慮気がねは不要で，ある程度‘‘強

　制的”な線までのばし真劔に生徒の健建を考えた受情

　ある保健指導並びに管理を行わねばならぬ，然し効を

・ 歯の治療期間が長くその上歯科医宅で長時間待

　たされる。

・クラブ，チームの活動の関係で治療に行く時間

　がない。

・ 痛くなるまで行く気が起こらない。

・ 家の仕事に追われて長続きしない。

・お金がかかるので行きにくい。

・ 母の協力が得られない。

◎要　望
，「　A－pm　－w　－n．Nv一’t－’N＾av’bA－／v－A－’”A－一

　校内に歯の治療台を設置してほしいトラホー　l

lムの洗眼と同じように歯の方も器械を設えつ1
う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t，
　けて時々歯科医さんに来てもらい処置してほ1

（しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（

一
35

1　　　　連　　　絡
　歯牙特別検診の結果お宅の　　　　　　さんは別

　紙歯牙治療票の歯式中，註記のある部位の治療を

　要しますので夏期休暇中に歯科医の治療を受けら
1れますからお勧めします。

　このうちCi，×（乳歯の抜去）印は校内で処置

　しますから御承知下さい。

　　　　　　昭釦　　年　　月　　日

　　　　　　　　　岩出中学校長山本信夫
1　　　　殿
L一

　あせらず絶えず努力を積んで行く根気強さを持っこと

　が大切である。

二　家庭の啓蒙にっくすべきであつた。
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学徒歯牙特別治療票 ＿＿，

岩　　出　　中　　学　　校 年

生　　徒　　名

4
D
5
E

679
上

1
A
2
B
3
C

組

月
［
　
左

∬
年

8

一

7
和
6

刀
ロ
一」

5
E

　

4
D

一

3
C
2
B
l
A

日生．．

右 　　　　　　　　EDCBA］ABCDE
下8765432・　・2345678下

部 位　1歯 数i料 金1 備 考

　抜
t一

歯1 本

銃 充　剣
セメント充劇
1歯　・清掃1
膿　漏　治　療l
　　　　　　　　　　l

「　
l
」

初 開1

処 置

関 係 者i 氏 名 ロド

校 長

学　級　担　倒
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保 護 者

歯科医師i
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5
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年
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＿目L

▲　実　　施　　の　　結　　果 （）の中は人数
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年　　　　組 昭和　　　年　　　月　　　日生
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｝氏　　　名　1印｝　担当齢舐名印及齢額

一

学校劇　山本信夫　｝　［
学校酬医i天野勝一　i　l
学級担任1　　　　　　　｝

」i｝　　　　　氏名　　　　　　　印生

1除護者i　　　　　　【

一 丁

一』一 一｝1 一一　『一一一 一幽一一一一一一 一一一一一
一 7

　備1考1一　一一　一

ホ　保育所，
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　　去，としC2

一一一一『

〔計画的実践〕

　　のよう

う歯対策

（4月，9，月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一｝一
　　　　　　小学校に於ける歯牙対策と中学校のそれと　　　　家庭え連絡し承誠を得た上で実施する。

　　　もつと緊密なものにしなければならない。　　　　　　・検診並に予防処置は校医の職務として行い，これに

4．昭和33年度～現在　　　　　　　（第四期）　　　　　　　要する経費は原則として育友会保健費で負担する。

　前期の反省の上に立つて次　　　　に実践を積んでい　　　　・予防処置を受けるには教師側から強要せず生徒保健

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員を中心に生徒の自主性にうつたえる。

　・保健管理としての，　　　　　　　　　　　　　　　　▲校内予防処置を実施した結果生徒及び保護者に与えた

　　　　定期健康診断　　　　　　　　　　　　　　　　　　影響。

　　　　歯牙特別診断　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　歯科に対する関心が高まった。

　　　検診の結果歯牙異常者を校内予防処置の該当者と　　　ロ　積極的に校外治療に当るようになつた。

　　　校外治療を要する者とに分け，健康相談の上，家　　　ハ　生徒を通じて父兄にも保健の重要性が理解されて

　　　庭の了解を得て実施する。　　　　　　　　　　　　　　来た。

　　　　校内予防処置　　　　　　　　　　　　　　　　　二　校外治療

　・早期予防処置を実施するのが目的であるから校内処　　　・歯科医師の協力を得て毎週水曜土曜の午後生徒特別診

　　　　　　のアマルガム充填抜歯　歯石，歯垢除　　　療日と定めている。

　　　　　　　　以上は校外に於て治療する。　　　　　　・校外治療勧告者覧一表を作成し保健室前廊下に掲示し

　・校内予防処置をするに当つては前もつては前もつて　　　　保護者くも連給する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿37＿

『　

『
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夏期休暇中学徒歯牙特別治療票 暑　出　中　学　校

年 組

検

査

の

結

果

昭和　　　年 月 日生

1
A
2
B
3
C
4
D
5
E

678

［王

A
1B
2
C
3
D
4
E
5

　
6
　
7
　
8

右

S76

5
E
4
D
3
C
2
B
l
A

下

左

　
8

　
弓
’　
6
£
5

r14

4C
3
B
2

A
1

　　重
歯

要　治　療　歯

し並ゴ 歯 永

合
　
　
計

未
処
置
歯

処

置

歯

至
度
G

処

置
歯

　　久
未　　処　　置　　歯

合 乳

第
二
度
G
．

第
三
度
G

第
四
度
G

十曽三
ロ

　　　i

計　1歯

永 司
久

歯　　計

1
金冒F日誕置名部 ＝ifi

日匹置名部 位　　料 位　　料 金

／｝ 『／i
一円

1／i
171

円1／1 L

一「一’
円i／【

円1

円

／
i－一一一1 円i／1

氏　　　　　　　　名 Pドヒ。

円

担当歯科医氏名印及連絡事項

長校学 山　　本　　信　　夫

学校歯科医t　　天　野　勝

学級担任！
　　　　　　　1保　　護　　者 氏　名 PF

備
考

・ 該当者も地区別に割当て医師宅での混雑をさける。

・ 歯科医へも該当生徒名簿並に治療要請書．歯牙特別検

診票を費付し協力を願う。

・ 治療完了に当つて医師から生徒各臨の治療票に治癒証

明を受け学校に提出する。

ホ　保健指導

・ 歯みがき訓練

家庭に於ける朝晩の歯磨きの励行並に食後の口すンぎ

は各自の自主性にまかせているが校内に於ては昼食後

下記の通り実施している。

＼＼曜泊し（水
項目　　＼＼1

木 金　　土

A
BB
A

A
BB
A

A
B

ぎ
き
ン
が

す

み
口
歯

設備の都含で全校生徒をA，B二班に分け週交替に

実施。

へ　保健環境

・ 歯科治療器械及び附属品

・ 処置に必要な薬品，材料。

・ 歯牙の模型，

・むし歯の歯型（罹患生徒のもの）

・統計図表，写真。

　ト　保健生活

・ 生徒保健委員を中心として自律的な保健生活を営むよ

　う努力する。

　私たちは長期休暇をこう利用した。

　　　　　（夏体みの疾病治療）

前迷のように平常授業日は種々の都合で生徒の疾病治療

は困難なため長期休暇を利用することにした。幸い学校

一 38一

　　には田植時に農繁休暇があり，この時期には，どの医者

　　も比較的関散なため，非農家の生徒に治療をすyめた

r，が，全校的には夏休暇を利用して治療の徹底を期した。

．これについて，7月中旬，生徒保健委員会学校保健協議

L会を開き，対策を練り。

　　・先づ養護教諭，担任教員で治療を要する生徒を調べ，

　　その疾病の状況を保護者に通知するとともに治療票を

it一　渡し。

嚢　・全校的に見て医師の割当てを行い。

　　・むし歯の治療票に基いて，歯科治療要請書に患者名簿
翼
　　を添えて歯科医師へ提出。

　　・最後に学校長より，該当者に注意と希望を迷べる。

　　・治療完了の時は，治療票を学校に提出する。

　　・治療票又は治療証明書の提出期日を8月15日とする。
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　　　　　　　本年度の疾病治療状況

治療をす￥めたもの　　　　　　35年7A　15日

＼＼学年（性）1

種別

1－一男「女i二男1二女

en　劇36128
　　　　　ト　　　　　　　トラホーム、　2　1　4

町檸栓塞1・2　5

中耳炎i213
蓄　膿　症i　4　　5
　　　　　　扁挑腺肥大1・7・5i
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中間調査と治療状況

　　第一回　　　 （7月31日）

　i38！223名

1i　15名
sl　28名
31　14名
　　
6　　24名
・16・名

　　　　　夏休み前保護者へ送つた手紙

拝啓　本格的な暑さが訪れて参りました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
御一同様には御壮健で除草，消毒と農事に御多忙な

日を重ねられていることy存じます。　　　　　！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋さて学校では例年通り本月24日から夏期休暇に入りi

ますが，40日近い休暇を利用して，生徒のむし歯，　［

トラホーム，耳鼻疾病，その他の疾病を治してもら

いたいと存じ協力をお願いする次第です。　　　　1

本日生徒に健康個人カード及疾病治療票を配布いた

しましたから，御覧いただければ，おわかりの事で

すがお宅の　　　　さんは　　　　と診断されてい

ますので，専門医にかyり是非治療を受けられます

ようお勧めいたします。なお治療ずみの節は主治医

の証明書を貰つて学校へ御提出下さるようお願いし

ます。

　　　　　　　　　7月15日　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　岩出中学校長　山本信夫

＼物性）L男i一女」男i二女』男』女1計
種別　　＼＼　　　　　　　　l　　　t　　l　　l　　i　　｝

鯖

爺孟灘1

中　耳　炎1

蓄　膿　症
扁挑腺肥知

　　　　　t

3
1
5
2
3
3

1歯 1
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⊥
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∠
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9
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9
一

1
9
臼
1
1
1
「
0

1

9
3
2
2
3
4

1 gIIS　91
111　　　9
！3　・3

ii鴉1
31　1　　　18

註　編歯及町檸栓塞扁桃線肥大については，それぞれ処

　　置完了した証明書を提出した人数を示す。

　　トラホーム，中耳炎，蓄膿症については目下通院治

　　療中の証明書を提出した人数を示す。第二回，第三

　　回も同じ。

第2回　　8月13日

しく御願い申し上げます。尚御面倒乍ら，処置完了

の節は，治療票に御記入の上生徒を通じ学校まで御

提出下さいますようお願いします。

　　昭和35年7月

　　　　　　　　　　岩出中学校長　山本信夫

　　　　　　　　　殿

　　　　　　歯科医師への要請書　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざいま一9’・夏期休暇中に治療に通わせますからよ列

㌶響甲国一娚咽三男

歯118
トラホーム

町檸栓塞i
中　耳　炎【

蓄　膿　症

扁挑腺肥大1
　　　　　，

1
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三女i計
　　：

13

（
∠

ー
ム
9
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100

　5

13

　4

　8

31

この間保健部より署中御見舞をかねて，治療への激励

はがきを発送。

う歯罹患者一覧表

1年1組
1年2組

l
i

　拝啓　うだるような暑さにも負けずに元気にすごし

　ていられる事と思います。

　さて　　　　　の治療の方　いかがですか，暑い

　中医者通いも大儀な事でしようが，自分の健康のた

　めがんばつて早くなおして下さい。

　　　　　　　　　8月1日

1　　　　　岩出中学校保儲

一 39一
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　以上のように，疾病治療が徹底して行われた理由を考

察して見ると。

1．歯科治療台の購入によつて，はじめた校内処置に刺

　激されて，生徒の疾病治遜への意欲が高まつたことが

　証明されるもので，これに加えて。

2．校長以下全職員の生徒父兄への勧告。

3．生徒保健委員の激励，育友会，保健委員の御尽力更

　に。

　　　第3回　　　8月15日より20日まで

＼学年（性）

種別＼
歯

ム

塞

炎
症
炎

誌
耳
轟

鯖

ト
町
中
蓄
扁

寓一女
　　1
2 1

1

二男ト女ト制計

4 3

2

1

44

夏休暇中の疾症治療状況を一まとめにして見ると

18

大きい。学級は学校における家庭であり，学級担任は両

親ことに母親としての立場にある。心身共に健康な生徒

を育成するために，学校保健計画によつて実施されたい

ろいろなことがらの中で，特に学校保健事業の結果など

は，学級生徒の健康確保と増進のために生かされなけれ

ばならない。学級生徒の健康は学級担任の健康の重要性

の認識如何にかかつている。

　保健管理の実際

①保健管理簿の作製

　学校保健事業の結果，発見された疾病異常は（下表）の

保健管理簿

項目鱒者畷 それに対する処置

9
】

り
θ

　　　r－　

栄養
要注意｝

1偏食をやめる，食物はよくかんでた
1べる，検便，駆虫薬服用，　　　　　　　　　　　　まさつ等
｝島行つて抵抗力をつける・医師の診

　　　1
せき柱1
　　　1

正しい姿勢の保持，筋肉の均斉な発
達矯正運動，医師の診断

す》め
た者
瞥瞬者隣書塞

酬232名i2・9名
トラホーム

耳丁瞭栓塞

中　耳　炎

蓄　膿　症

扁挑腺肥大

　　5

15名1

28名1

14名1
24剰
6・名i

14名

28名

14名

24名

49名

14名

1名

11名

なおう歯の治療状況を詳迷すると下表の通り

93．7％

　93％

100％

100％

100％

81．6％

1処置歯 Cl C2 C3

1・月一r・月14則8月i・中刷・刷8月

男
女
男
女
男
女

一

一

二

二

三

三

163

204

162

195

95

299　152

312

245

281

147
1691232
　　j

56

34i
2gl

30

34t

　　i32　1

・314513244
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4．医師，歯科医師の協力に負うところが大きかつたと

　思う。

　〔4〕ホームルームにおける健康管理

　学校保健のの運営において，学級担任の果たす役割は

胸馴　　　i

保健管理簿にも転記されて日々の指導や管理に役立てら

れる。

②　家庭への連絡

　個々の生徒の疾病異常は，それぞれの健康カードに記

入されると共に通知書によつて各家庭に周知徹底させ，

直ちに治保を始めるべき事を要請する。治療に時間を要

するものについては長期休暇に入る前に通知書によつて

再度その治療を要請し，又学校新聞によつても広く全本

に呼びかけている。

　③　治療状況の調査

　疾病の治療が完全に実施されるよう，督励するために

機会ある毎にその状況を調査する。

④疾病異常の別による管理

　肢体不自由者，弱視，難聴，吃音者の管理

　ツ反応陽転者，呼呼器疾患者

　結核要注意者，心臓疾患者

　栄養要注意者，トラホーム患者…

例　耳鼻科疾患眼疾と共に学習能力に甚大な影響のある

　　ことを知らせる。

　　水泳は禁止する。

⑤　H．Rに於ける保健指導

　口腔衛生のための学年別指導計画（他の指導も大体こ

　のような形で取i）扱つている）
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趣 旨 目 標

歯科検査の大切なわけ　1①歯を清潔にする習慣態度を養う

と歯を通しての口腔衛　i②甘いものを食べすぎない習慣態度

生の習慣とその態度を　｛　を養う

主なる指導事項

年

知らしめると共に自分

からすすんで口腔衛生

に協力するように指導

する。

③食物をよく咀しゃくする習慣態度

　を養う

④むし歯を早く治療する習慣態度を

　養う

⑤歯ぶらしの使用

⑥うがいの方法

むし歯の原因を知らし

め且つ予防態度を養う

と共に歯の構造やむし

歯の原因を更に深めて

予防法の習慣を身につ

ける

①歯を丈夫にする方法を理解させる

②歯みがきやうがいは何時どんな方

　法でするかを理解させる

③よく味しゃくする習慣態度を養う

④むし歯のすすみ方を理解させる

⑤異物をかまない態度を養う

⑥色々な歯の形とその働きを理解さ

　せる

⑦歯の生え方を理解させ

⑧るむし歯の原因を理解させる

⑨むし歯の予防法を理解させる

⑩歯と健康

①丈夫な歯にするにはどうしたらよい

　か

②食後のうがいはなぜ必要か

③歯のみがき方

④食べ物の注意

⑤歯の検査の結果むし歯の治療をどう

　したらよいか

⑥自分のむし歯を知るにはどうすれば

　よいか

⑦口腔を清潔にすることはむし歯を防

　ぐ一っの方法である

⑧口腔衛生週間に協力するにはどうし

　たらよいか

年

年

食物と歯の健康との関

係を理解し，食生活へ

の関心を高め且つ予防

思想への協力

歯と健康との関係を理

解して予防思想を研究

し種々な統計，計画発

表等を指導する

　①歯をいつも清潔にする態度

　②朝晩の歯みがきとうがいの励行

　③偏食の害

　④平均に歯を使う態度
I

I⑤異物をかまない態度

　⑥歯の構造はどうか

　⑦歯の形による咀しゃくの役目

　⑧乳歯，永久歯，六歳臼歯などについ
　　　　　　　　ノ

l　　　L

　⑨むし歯になる原因

　⑩むし歯の予防

　⑪歯と健康

　⑫行事への積極的な参加

1⑬保健委員会に協力

①咀しゃくの効果を知らしめる

②歯を丈夫にする食物

③偏食とむし歯について

④予防思想の研究

⑤歯の働きと胃腸の関係

⑥消化器の重要性を理解

⑦歯疾についての理解

⑧生徒会の運営指導

42

①咀しゃくと胃腸機能

②唾液と咀しゃく

③身体の発育と咀しゃく

④歯をっくる食物

⑤歯疾（歯ぎん炎，歯そうのうろう〉

⑥統計，標語，作文等の作成

⑦母子衛生

陪騒
瞭
路
聴
・
跨
涛
甲

轟

虫歯半減五力年計画　実践記録

は　じ　め　に

甲府市立富士川小学校’”t

　昭和31年度に全国むし歯半減運動が展開された機会に，本校は学校保健委員会の協力を得て5ガ

年計画を立て，強力にこの運動を進めることとなつた。

　この運動を展展する目標は長年に亘る実態を検討し、活溌なる教育活動によって児童自身に自主

的な健庶生活を身につけさせる点であった。

　即ち従来の口腔衛生に対し，学校まかせの観念を改めて積極的にむし歯の予防，治療に父兄も児

童も当るべきであるとの自覚のもとに．毎日の保健指導、保健学習を通じてその実践に務めてきた。

　以来，小川歯科校医の御奉仕と平行して、地区内歯科開業医全員の御協力を得て，年間を通じて

むし歯の早期発見，早期治療に日夜努力をっゴけ本年はその第5年目を迎えるに至つた。

　今回その経過の概況を発表することになつたがこの機会関係各位より御批判御指導を仰ぎ，また

この歩みがいさSかなりとも御参考になるならば幸甚の至りである。（校長　中山寮）

虫歯半減5力年計画実施について

　本校は虫歯治療にっいては40年に渉る実績を有し．

．ント川先生御父子二代にわたる献身的御努力はその成果を

内外に実証し，その治療の必要性は所属も父兄も児童も

痛切に理解している好ましい環境を作つて来た次第で学

．校歯科治療の先達となリ，全国の範ともして他の人々の

ヒの仕事についての認識を深めて来た次第でした。

’学校教育が健康な生活を基盤としておこなわれる必要

性から，保健法も制定され特に児童の健康管理に重点が

おかれ，病気の早期発見とその治療にあらゆる努力が払

われ，着々と子供達から病気の駆除に効果をあらわした

のであるが，学校病ともいわれる，う歯の治療は中々に

その初期の成果が期待出来ぬ一般の現状から，昭和31

年全国むし歯半減運動が提唱され．本校においては従来

の実績の下に立つてこの運動に参加することにきめ．

○予防教育の徹底，○早期発見、○早期治療を眼目に，

5力年計画を立てた次第である。

　なお，過去の経験からじつくり計画の実施にふみ切

り，下記の如き経過をとつて，こsに5力年間の実績を

まとめたものである。

｝
一

　　　　むし歯半減運動5力年計画実施内容

　　1．昭和31年度

　1．戦中戦後当初は砂糖消費の激減からかウ歯，患者

が比較的すくなかつたが，貿易もはじまり生活物資のゆ

とりも生じ，生活安定からか再びウ歯，患者の数がふえ

　＊第2回奥村賞受賞校

た。

　この時全国むし歯半減運動が提唱され．本校に於ても．

学校保健委員会でこの問題をとりあげ強力に実施をする

ことに決定。

il簿徹底匿郵轡勤

一 43一

2．実施状況

　（1）　口膣検査

　　イ実施期4．9．12月の年3回
　　ロ　実施方法

　　　○口腔検査表を使用し4月青，9月赤，12月

　　　　月黒で記入、区別

　　　○検査前に必らずうがいさせ手拭をもたせる。

　　　○検査表は各児童にもたせる。

　　ハ　結果の処理

　　　○低学年にはウ歯の本数を，高学年には検査表

　　　　中心の口腔の話合をさせる。

　　　○児童会保健部児童により「むし歯しらペー覧

　　　　表」を作製する。

　　　　むし歯は「つぼみ」治療歯は「花」印をおさ

　　　　せる。

　　　09月の口腔検査の結果は県学校保健会の「口

　　　　腔検査のおしらせ」を使用し，家庭に通知す

　　　　る。

　　　09．月，12月の検査結果は本校の「口腔検査の

　　　　おしらせ」及び「治療表」を使用し家庭通信
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　　　　を行う。

（2）　歯科治療

　学校治療は特殊例（貧困，医者嫌い）を除き家庭の責

　任においてさせる様従来の立場をとる様指導する。

（3）　地区歯科医の協カ

　イ　懇談会の開催一定期口腔審査終了後，地区歯

　　科医との懇談会をひらき下記の事項について協議

　　する。

　　○昨年度の反省

　　○診療日時を決定し各学年毎の日割を定める。

　　○治療方針一料金は保険料金，済んだ後は治療

　　　済印をおす。

　　・○治療内容一ウ歯の程度により校医を中心に話

　　　しあう。

　ロ　依頼状発送一9，12月には学校長から各歯科

　　医に。

く4）　父兄会の開催

　受持教師と父兄とでむし歯しらべ一覧表中心　｝境

　談，学年総会の際小川校医先生の講演をきく。

〈6）

　本校健康教育計画に基き各学級で興味深く取つてい

　る。

’○歯の構造及び作用について

　○乳歯と永久歯について

　○咀咽について

　C虫歯はどうしてできるか

　○虫歯を予防するにはどうしたらよいか

　○歯の正しいみがき方，うがいの仕方について

　○歯の治療をうけるにはどんなことに注意したらよ

　　いか

く7）　むし歯予防強調週間の実施

　◎6A2日まで一ポスター作製提出，掲示

　　6月4日一一caブラシ訓練，講話優良児表彰

　　6月5日一スライド映写童話会

く8）　よい歯の子表彰

　イ　むし歯のない児童表彰

　　06月4日のむし歯予防日に定期口腔検査の結

　　　果，むし歯のない児童を表彰し賞状及び賞品を

〈5）学校治療

　イ　毎日午前8時半より10時まで実施，特に本年

　　　は経済的理由による未治療者に重点をおく．

　・n　6力年使用出来る治療カードを備え詳細に記録

　　　しておく。

　ハ　歯科治療の状況はその都度容家庭に通知し理解

　　　を深める。

　　健康学習
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　　　あたえる。

　　010月14日学校記念日に第2回口腔検査の結果

　　　により表彰し，同様賞品をあたえる。

　ロ　処置を完了した児童の表彰

　　06月4日・14月4日・それぞれ処置完了者に

　　　賞状をあたえる。

（9）　よい歯の学級コンクール

　「みんなよい歯になりましよう」との目標のもとに

　低，高学年二つの表彰クラスを出し，表彰状並にた

　てをおくる。

之も年3回とし6月4日・10月4日・1A下旬に表

彰日を設定。

（10）　治療内容一一時的処置ではなく完全に処置す

　る。

　○乳歯一抜去，混合充填，セメント交換

　○永久歯一治療，アマルガム充填，インレイ

　○簡単な歯列矯正

　○外傷による前歯の破折処置等

（11）・入学児童に対して

02月7日，8日の身体検査の際，口腔検査を実施

　　し要治療歯には赤インキにて○印をつけ，その場

　　で治療表を渡す，治療表は前記の通り本校独自の

　　ものを使用する。

　03月15日に再検査を実施し治療済証を提出させ

　　る。30年度も実施したが余り成果をあげること

　　が出来なかつた。しかし31年度は在常児童及び

　　父兄に対し，むし歯半減運動の趣旨がよく徹底し

　　たために，入学児童186名中，未処置ウ歯がある

　　もの145名1カ月後の再検査によると治療済者

　　72％というよい結果であつた。

（12）予防処置

　低学年児童を主として年3回20％硝酸銀塗布の予

　定で実施，現在は学校に於て治療の際，塗銀を実施

　している。

（13）　年間反省

　むし歯半減運動第1年の実施状況の概略をあげ，そ

　の大いなる成果を収め得た次第であるが，その間以

　下列記する様な幾多の問題点もあつた。

　f　経済的治療困難児のあること。

　　之に対しては治療重点をこE・・において実施した》

　　めいち早く治療済の成果をあげることができた。

　ロ　治療をおそれる児童がある。

　　　特に低学年児童に多く家庭治療が困難のため，

　　　学校における適切な健康指導と学校治療になれ

　　　させるために特殊な児童をのぞき，ある程度の

　　　　恐怖心をなくすことができた。

　　ハ　家庭の無関心によるもの。

　　　　父兄会，健康相談，家庭通信等により度々家庭

　　　　の協力を求め順次成果をあげつ》あるが，まだ

　　　　父兄の歯に対する知識が不充分のため充分でな

　　　　く，今後一層留意しなくてはならない。

　　2．32年度

　　　○治療充填したものがとれてしまう場合が多く発

　　　　見されたので，9月の診査の結果，再び地区歯

　　　　科医との懇談を行う。（乳歯に特に多し）

，　3．33年度

　　　○低学年を対象に，学年別，歯科健康相談を行

　　　　い，小川先生より幼児の歯科生にっいて講議を

　　　　うけ質疑応答を行う。

　　　○従来は要抜去歯を未処置歯として取扱つたが診

　　　　査後小川先生により抜去し処置を完了する。

　　4．34年度

　　　○家族のウ状況について調査

　　　0毎年4月入学する児童が9096のウ歯をもって

　　　　入学するので，各幼稚園を訪問し入学前に治療

　　　　を完了するよう依頼する。

　　5　35年度

　　　○経済的事情その他で，未治療の原因などについ

　　　　て話し合い，今後の指導の参考ととる。

　　　○学級における個別指導に重点をおく。
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　図表1，2による，当初31年次第1回診査における未二

処置表は3500本（全校児童の総本数）で処置歯数は1900・

本であつたが，第2回（10月）．第3回（1月）と診査を

進める毎に，処置歯数は漸増し1000本以上まし，逆に

未処置歯数は1450本と激減してV・て。

　しかし32年4月になると新入児童による数的変化の

ため未処置歯数が急激にふえ前途に一沫のさびしさを感一

じたが，しかし之の為に入学前の処置をどの様にしたら

という方策を講じ得たのは幸であった。年次がす5むに

っれて虫歯の処置数は激増し未処置数はぐんぐん減少

し，35年の第2回検査には処置完了学級2，第3回の最

終検査には実にクラス数10という驚異的成果を収め，

10人で1本という未処置歯数で5力年計画を有終な成，

果で幕をひいた次第である。

　図表34、4は31年度と35年度のう歯罹患の他校比較
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をしたものであり，他5校は市内の治療優秀をあげたも

のである。当初本校におけるう歯罹患者数と35年度と

を比較して治療の成果の如実にあがつている点を続みと

つていただきたい。

　　う歯処置者数と県及び甲府市百分率との比較

　1．県との比較

　　　　本校のう歯状況調査（昭和35年4月）

類 別　1性別
　　1

子

子

男
女

者了完置処

　　　　　　　1　　　　　　　　男　子
未処置歯ある者
　　　　　　　i女　子
　　　　　　　1

県 本 校

3．9％149．0％1296人
4．7％1　55．・％i292ノ＼

　　　エ84．99る　143．09る

84．296！38，096
262人

205人

検定1・本校児童男子601名中う歯処置完了者296名で

　　　　あつた。県百分率3．9％と比較して有意の差あ

　　　　りや

　　　解・－6・1K’296・一、器。・一、lll

　　　　　n1＝2（N－K十1）＝2（601　一一　296十1）＝612

　　　　　n2＝2K＝592

　　　　　ト器一1器1≒2・・9

　　　　　Fの1％の分布表で自由度（500，400）のら

　　　　　んを見ると

　　　　　　pr｛F＞Fo｝＝0．01　F。＝1．19

　　　　　故に極めてすぐれており著しく有意である。

検定2・本校女子527名中う歯処置完了者292名で，県

　　　　百分率4．7％有意差ありや

　　　解・－527K－292　P－、ll。・一、器l

　　　　　n1＝＝2　（529－292十1）十472

　　　　　n2：＝22×292＝584

　　　　　　　584×953　　　　　Fo＝　　　　　　　　　　　　÷25
　　　　　　　472×47

　　　　Fの1％の分布表の自由度（200，400）のらん

　　　　を見ると

　　　　　pr｛F＞Fo｝＝0．01　Fo＝1．32

　　　　著しく有意の差がある。

検定3．本校男子601名中未処置歯あるもの262名。県

　　　　84。9％差ありや

　　　解・－6・・K－262P－、器1・一、1器

　　　　　nl＝2（K十1）・＝526　n2＝2（N－K）＝678

　　　　　F。＝．堕＝678×849÷72
　　　　　　　niq　　　　　526×151

　　　　　　pr｛F＞F。｝＝0．01　自由度（500，400）の

　　　　　　　とき，

　　　　　F。＝1．19故に著しく差あり。

上記の表を帯グラフで示すと下のようになる。

富士川小男子 ％鰺考踊避’暉鵡避Nう歯なし
＿　＿　一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

100％

蝦平均曵子

富土州小女早1
県平均女子

100％

処置完了者／ 処置歯ある者
　　　　　、

ψ
．
‘

EllWt；；sss；gsssssssssS

一 47一

日召禾035年度
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う歯実態調査（昭和35年度）
100％

富士川小 処置完了者 未処置歯ある者

　ノ
ノ

’

lsssssssssssss：gssssst＝
100％

嶽
脳
h
湛
ー

市　平　均

検定4．本校女子52名中未処置歯あるもの205名。県

　　　　2％差ありや

　　　　　　　　　　　　　　　　842　　　　　158
　　　解N＝527Kニ202　pニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　q＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1000　　　　　　　　　　　　　　　　1000

　　　　　n1＝2（205十1）＝412　n2＝2（527　一　205）＝644

　　　　　　　644×842　　　　　　　　　　　　÷83　　　　　F。＝
　　　　　　　412×158

　　　　　　pr｛F＞F。｝＝0，01　自由度（500～400）の

　　　　　　　とき

　　　　　　F＝1．19故に著しい差あり。

検定5．本校児童112名中う歯のないもの73名6．5％，

　　　　県11．2％と比較して劣つているか。

　　　解N－・128K－73P一煮・－1器l

　　　　　n1＝2　（73十1）＝144　n2＝2（1128－73）＝2110

　　　　　F・一欄磁一・・63

　　　　　　pr｛F＞F。｝＝0．01　自由度（100，1000）の

　　　　　　　とき

　　　　　　F二1．38故に劣つている。

○甲府市平均との比較

　検定は略すが結果だけのべる。

　　治療成績は有意の差がある。

　　　う歯のない子供の数は甲府市と平均して少なく有

　　　意の差あり。

本校ロ腔衛生のあゆみ

大正12．4．　　甲府市小学校歯科医親定設立さる

　　　　　　　歯科医小川祐心氏本校歯科医に嘱託さる

　　〃　7．2　小川祐心氏寄付にかかる治療台及び付属

　　　　　　　一式を理科機械室の一隅に備へ付く

　　〃　7．10　歯牙優良児24名に銀メタル，197名には

　　　　　　　みがきを賞与，小川先生寄付

　　〃　　19　本日よリロ腔の治療を間始す。歯磨作業

　　　　　　　普及の目的をもつて小川氏より200円の

　　　　　　　寄付あり

　　14．1．26看護婦助手として加はる

　　　　4．　小川祐心氏より新入学児童歯磨用具の寄

　　　　　　　付あり（はぶらし，コップ，袋）

　　　　7．20　含漱用流し場を中廊下に増設す

　　　11．9　小川嘱託医，本校同窓会及び保護者会よ

　　　　　　　り感謝状を贈られる。

　　　　　　　小川祐心氏は本校口腔衛生の為専心せら

　　　　　　　れ，治療機械器具，其の他薬品，控席用

　　　　　　　腰掛まで寄付され爾来消耗品の購入破損

　　　　　　　品の修繕等一切を私費に購入寄付さる。

大正15．3．23　小川祐心氏より金19円98銭（口腔衛生

　　　　　　　医としての年手当）の寄付あり

　　　　5．4　山梨県主催児童愛護展覧会場に本校口腔

　　　　　　　治療室を移し，市内連合歯科医主催にし

　　　　　　　て一般観覧者の治療に従事す。

　　　　5．26　赤十字社支部より看護婦出張口腔衛生の

　　　　　　　救護をなすの指令あり。（毎月．水，

　　　　　　　金の三日一名づy）

　　　1029　関東連台医師会より16名来校視察さる。

昭和2．　6　市に於て本校に治療室を新設す。

　　10．　　　本校口腔衛生の施設と成績を雑誌山梨教

　　　　　　　育に発表す。

　　2．11．11　北区学博士，佐野県視学校せられ本校粛

　　　　　　　科施設を視察す。

　　　3．5．10　小川祐心氏県教育会長より総集会場に於

　　　　　　　て別記の通り表彰せらる。

　　　　7．22　夏季休暇中の歯科治療開始毎朝7時よリ

　　　　　　　9時迄

　　　　8．5　鎌倉海岸甲府市主催夏季聚落に本校治療

　　　　　　　部の一部を移動出張し，16日迄滞在．各

　　　　　　　小学校う歯児童136名の治療をなす。

　　　　9．24　健康状態と学業成績との関係調査

　　　4．5．1　小川校医より歯の知識を児童に1部づs

　　　　　　　寄購さる。

　　　　　　　本校講堂に口腔衛生活動写真会を開催す

　　　　　　　る。

　　　　5．23　学業成績と健康状態を統計して掲示す

　　　　　　　　る。

　　　　　25　山梨県学校歯科医師創立総会を本校講堂

　　　　　　　　に開催し，知事，学務部長臨席す。

　　　5．3．11小川校医私費を以て．学校看護婦津佐多
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　　　　無医師児童の表彰式を行う，賞品は小川

　　　　氏の寄付

　6．7　6月2日より本日6迄日間教師指導下に

　　　　給水場に於て歯ブラシ教練を行う。

　6．19本日より1週間衛生週間につき、はみが

　　　　きの状態及びはぶらし用其の検査を行

　　　　う。

　6．23　東歯教援風間又四郎氏以下5名来校「コ腔

　　　　衛生に関する講話をはなす。

5．7，25本日より1ケ月夏季休暇に付き午前6時

　　　　より午前8時半まで治療を開始す。

6．4．17本日より6年度の歯科治療を開始す。

　　　　根津佐多氏本校学校看護婦に市より任命

　　　　さる。

　5．28教職員の口腔の診査を行う。

　6．1　小川氏歯科治療用鉄骨昇降椅子1台を寄

　　　　付さる。

　6．4無ウ歯児童の表彰及び小川氏の歯科に関

　　　　する講話あり。

7．1．15　昭和6年4月入学児童（甲府市全校）の6

　　　　歳臼歯萌出と乳ウ歯の関係表を作れり。

　3．7来る4月入学すべき児童の口腔検査を行

　　　　へり。

　3．15　3月末卒業すべき児童の口腔診査を行

　　　　　う。

　4．18　児童の口腔診診を行う。

　　6．5　本校講堂に於て口腔衛生映画会を開催し

　　　　　児童及び父兄に供す。

　　6．10小川氏電気エヤーコンフ゜レソサー1台を

　　　　　寄付さる。

　10．10　日本口腔衛生社より歯科施設及び昭和6

　　　　　年度歯科治療実績優良のため表彰さる。

　　　　　尚同社よりスポットライト1台を受く。

　10．17　小川氏甲府市より表彰される。

8．3．3　山梨県初等教育研究会体操科実施授業を

　　　　　本校にて開催せり．同日歯科治療及び歯

　　　　　ブラシ教練の実際を見学せり。

　　9．30　増築校舎落成噴水式洗口場設備完了す。

　　　　　（72個）

　　　氏を本日より派遣さる。

4．16　山梨県庁舎落成展覧会に「学業成績と歯

　　　牙との関係」及び「健康状態と歯牙との

　　　関係」の二表を出品す。

4・茎1｝児童の・鰍査を行う・

6．4

　これより．昭24．

等あり戦中戦後の困乱が続き貴重な資料等の散快なども

あつた。

　　27．11．1本校歯科校医小川東洋男氏．山梨県教育

　　　　　　　委員会より教育功労者として表彰を受

一 49一

9．4．1　入学挙行新人児童に対し富士川母の会・

　　　　　婦女会よリハブラシ，コップ寄贈

　　7．3　本目より「本校口腔衛生の実際」の映画

　　　　　撮影開始す。

　　7．5　文部省学校衛生官補等来校施設状況視察

　11．29　文部省足達督学官来校視察

10．6．12　6歳臼歯鍍銀法映画の撮影を開始す。

　　7．13　東歯校長血脇守之助氏外4名本校を視察

　　　　　さる。

　10．13　ライオンロ腔部長向井喜男氏外5名来

　　　　　校．本校児童の口腔衛生訓練の実況を映

　　　　　画に撮影す。

　12．27　冬期休暇中の口腔治療を開始す。

11．3，6　来年度新入生の口腔検査開始

　　5．3　全国歯科医師大会に臨場のターナー博士

　　　　　来校し歯科衛生施設を視察した。

　　5．4前記大会出席の会員多数参観口腔衛生

　　　　　施設及び歯科治療の状況歯ブラシ訓練歯

　　　　　齪摩擦の実況を見学した。

　　6．8　本年度入学児童中体力虚弱なものを集め

　　　　　養護学級を編成

13．7．31小川祐心氏令息，小川東洋男氏当校歯科

　　　　　医師として県より嘱託された。

14．3．31歯科校医小川祐心依頼嘱託を解かれた。

　　　　　氏の在職実に16年その間終始一貫児童

　　　　　愛に徹し私費を投じて歯科治療に献げた

　　　　　努力は誠に責いものである。氏の得を継

　　　　　いで小川東洋男氏が歯科治療にあたるこ

　　　　　とになつた。

　　6．5小川祐心氏に対し感謝の式を挙行し，校

　　　　　長挨拶の後児童一同より記念品を贈呈し

　　　　　児童総代より感謝の辞をのべた，

17．12　　河西くに氏寄付による墾井温泉湧出し

　　　　　た。

19．9．1　目黒区油面国民学校児童約160名集団疎

　　　　　開受入。

　　11，12　四谷区第三国民学校児童約90名を受け

　　　　　入れた。

20．7．6空襲による戦災を免かれ歯科室を治療室

　　　　　にあてた。

　　　　　　　3．15日迄湯田中学最後の校舎使用
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30．10．3故小川祐心先生の胸像完成し本校八十三

　　　　　回記念式後，富士川小学校PTA主催に

　　　　　よつて盛大に除幕式が行はれた。胸像は

　　　　　日展審査員多摩美術大学授彫刻家である

　　　　　円鍔勝二先生の作，工事一切は甲府市酒

　　　　　折町小沢吉利氏の寄付。碑文は学校長秋

　　　　　山樹好氏の撰並に書である経費約30万

　　　　　円むし歯半減運動に協力の第一歩を即

　　　　　す。

31．11．13　歯科校医小川東洋男先生が第6回全国学

　　　　　校保健大会（大津市）において文部大臣よ

　　　　　り表彰を受く。

32．9．30　タイ国保健省学校衛生局歯科治療課長ピ

　　　　　ラニービリカヤ女史が文部省事務官竹内

　　　　　光春先生と共に来校（本校の健康教育特

　　　　　に歯科治療の実際について）視察され

　　　　　た。

　10．17市制68週年記念式に於て小川東洋男先

　　　　　生が甲府市長より数育功労者として有功

　　　　　章を受く。

33．6．5NHK放送番組の健康の時間に本校の歯

　　　　　科治療の実際についての録音が全国放送

　　　　　された。

　　　　　1．健康・教育5ケ年計画について

　　　　　　　　　　　　　　　　中山　校長

　　　　　1．給食後の歯の清掃指導

　　　　　　　　　　　　　　　　井上年規教論

　　　　　1．むし歯をなくす運動の実際に

7．6

34．7．19

35．4．1

9．25

36．1

　　ついて　　　　　　菊島養護教諭

1．治療30余年を顧リみて

　　　　　　　　　　　小川歯科校医

口腔衛生優良学校として山梨県教育委員

会，山梨県学校保健会，山梨県歯科医師

会より表彰を受く。

「よい歯をた》える会」が県民会館で開

催され本校音楽部による特別演奏は多数

参会者より賛辞をいただく。

むし歯半減5ケ年計画最後の年とて全面

協力の話しあいをもつ。

奥村賞受賞

むし歯半減5ケ年実施による有終の美を

発揮，治療完了学級10を数える。

む　す　び

　計画の仕事はたやすいけれど計画を実行にうつすこと

はなみたいていのことではない。その上長い期間をかけ

て仕上げる仕事の困難さは筆舌につくしがたいものがあ

る。この5力年計画の仕事ん予定通り，いやそれ以上に

すばらしい成果をおさめ得たことの第一は，歯科治療

40年の歴史の流れにそつてなされたことであり，小川先

生御二代の御力のたまものであることを痛感する。

　尚，校長先生を中心に先生方が卒先努力してくれたこ

と．御父兄も又よく理解の上にたつて協力してくれたこ

と，子供もその必要性をよく理解して喜んで治療したこ

と等のかさなりが，この実践報告にある様な内容をもる

ことが出来たことを信じているものである。
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学校歯科における〔予防処置〕の公衆歯科・衛生的な考え方＊

はじめに

榊原悠紀田郎＊＊

　学校歯科には2つの面がある。教育的な面と公衆歯科

衛生的な面とである。そしてそれらの2つの面はお互に

かちみ合つて発達して来たが，学校という場の中で行わ

れて来たので，教育の考え方によつてそれは大きく左右

され’で来た。

　はじめに学校歯科が教育制度の中に場を占めるまでに

ltま，多くの歯科の先輩が非常な努力を払つた。学校歯科

が現在でも何か野党的な雰囲気をもつているのは，この

ような発生の歴史に深いつながりがある。またいわゆる

口腔衛生普及運動というものの重点が学校歯科に向けら

．れたので，はじめには衛生教育的な面がつよく打出さ

．れ、この面でたくさんの仕事が行われた’）。しかしまた

・一方において，ドイツにはじまつた学童の診療方式とい

う思想も導入されて，各地の学校に診療施設が備えら

れ，StrasburgのEssenの紹介などが盛んに行われた、

このようにして，米国と，ドイツの両方を源泉とする2

つの流れが，昭和6年の学校歯科医令の制定を迎えて，

・学校歯科も1つの形になった。

　学校歯科医の仕事も昭和7年2月，文部省令として出

された〔学校歯科医職務規程〕の中に次のように規定され

：た。

）
　
　
）

「
⊥
　
　
り
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）3

）4

　　5）

　　そして学校歯科の公衆歯科衛生的な面がつよく打出さ

　；れるようになつた。

　　昭和7年r月，日本歯科医師会が調査したものによる

　と，2576名が学校歯科医となり，421の学校が診療設備

？・を備え，437名の学校歯科医がそれによつて学校で診療

　を担当した2［。ということである。

　　＊第24全国学校歯科医大会で要旨を発表
　＊＊横浜市学校歯科医会

と
．
・
者

壕
．
旗
阻

学生，生徒，児童の歯牙検査を行うこと

齢歯その他の歯牙疾患の予防上必要な診査および

処置を行うこと

学生，生徒，児童およびその保護者に歯科衛生に

ついての講話をすること

校長や管理者に歯科衛生上必要とみとめたことに

ついて申告すること

学校歯科医執務日誌をつけること

　しかし教育の面では，多くの人eが努力を払つたにも

かかわらず，時に講話を行う程度で，学校教育の中には

なかなか取入れられなかつた。しかし昭和9年，小学校

2年用の小学国語読本巻3に〔むしば〕という題材がとり

入れられ，当時の人々は大いにこれをよろこんだ。越え

て，昭和17年に，国民学校制度の下で体錬科教授要項

中に〔身体の清潔〕とならんで〔口腔の清潔〕が正科と

して組入れられた。これには東京歯科大学の竹内教授な

どが大変努力した3’。そして戦後は，生活学習という思

想の導入によつて，学校教育の思潮がかなり変つて来る

とともに，学校歯科の面でもむしろ〔学校保健〕という

立場から，保健指導の面がっよく打出され，施設も乏し

かつたことも関連して．公衆歯科衛生的な面はあまり発

達していなかつた。

　しかし，昭和33年学校保健法の施行に伴ういわゆる

学校病としての齪歯の処置の問題，学校安全会法による

医療費給付の問題．社会保険歯科医療とこれらの学校保

健における処置との関連性，国民皆保険の実施に伴う問

題社会保険歯科医療における保存的処置，ことにアマ

ルガム充墳の比重の増加などのいろいろの問題がこの

1～2年の間にひきつづいて起つて．学校歯科におけるこ

のような面についての関心が高められただけではなく，

それらに対してしつかりした考え方をもつことが必要と

されるに至つた。

　この辺で学校歯科における〔予防処置〕ということに

ついて，考え方をまとめておく必要があると思う。

　1）　〔予防処置〕のはじまり

　学校歯科は教育制度の中での仕事であるから，制度と

してのいろいろな制約をうける，従つて，こういうもの

とは直接のかんけいがなく独自に発達して行く公衆歯科

衛生とは少し異つた言葉などか盛に用いられる。とくに

教育関係では新しい言葉や言葉に新しい意味を与える

ことが習慣のようになつている。学校病，健康診断，事

後措置，健康教育などはこの類であつて，それぞれ，学

校保健の立場からは，独特の意味を含めて用いられてい

る。いわば専門語である。

　〔予防処置〕もまたこの1つであつて，公衆歯科衛生で

いうその意味とは必ずしも全く1つではない。後でのべ

るように，公衆歯科衛生では，Preventive　treatmentレ

一 5］一
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いう言葉がこれに対応すると考えられるが，これとは少

し異つた意味がある。やはり教育制度につながる専門語

の1つとして考えた方がよい。

　昭和6年の当時，目本歯科医師会はかなりの熱意を以

て学校歯科医の法制化に努力した。また各地区でそれぞ

れ熱心な人々もたゆまない努力をこれにそそいだ。そし

て，さきにのべたように，学校歯科医令は制定され・学

校内に施設をもつものも多くなつた。

　これとほとんど時期を同じくして、昭和8年に歯科医

師法の改正が行われたが，このとき・学校における診療

施設力・，診療所とみなされるかどうカ・についての議論が

おこつた。当局の見解としては．〔今の状態では診療所

とはみなさない〕ということであつたが，当時の日本連

合学校歯科医会は，各府県の学校歯科医の団体に対して

次のような注意を出している％

　1）　歯科医師法および歯科診療所取締規則の条文によ

　　　ると，当然適用をうけることになるが・この場

　　合，開設者について疑義がある，

2）　この条文を機械的に適用することは．学校歯科の

　　クリニックの設置を躊躇させる。

3）　小学校の歯科クリニックは．その対象が学童にか

　　ぎられること．無報酬であることおよび診療の範

　　囲が予防処置にかぎられることなどの点で一般歯

　　科診療所とは趣を異にしているから同一にはみら

　　れないこと。

4）　警視庁医務課長の見解によれば現在のところは

　　歯科診療所取締規則は適用しないとのべておリ，

　　各地でもそう考えてほしい。

5）以上のようなことから小学校における歯科クリニ

　　ックについては各地でこの立場で当局と話合つて

　　ほしい。しかし中学校以上で有料のものをつくる

　　場合は全くこれとは別である。

　これらの考えは一応そのまま承認され，今日まで及ん

でいるが，この問題はまた最近に至つて別な新しい角度

から注目されるようになつて来た。

　いずれにもせよ．学校の中に歯科施設を設けて，これ

によつて処置を行つて行こうという．いわゆる〔校内処

置〕の方式をとる場合には，このようなことが当然問題

になり，また校内処置方式の場合の処置の内容も問題

となつた。これについて，昭和10年高知県知事は文部

省に対し，学校歯科医職務規程の第2条に示していろ

〔編歯その他の歯牙疾患の予防上必要なる診査ならびに

処置〕の処置はどの範囲のものがそれであるか．および

歯科診療所取締規則の適用をすべきかどうかについて照

会を行つた。これに対して，文部省は．当時の内務省と

折衝して，昭和10年7月に体育課長通牒で各度県に向

つて〔予防処置〕の範囲を知らせた415｝。

　それによると，

）1

）
ワ
一

学校歯科医職務規程第2条の予防上必要な処置の

範囲は，概ね，歯牙の清掃，筆銀法，乳歯の抜

去，初期顛蝕の処置および充愼（材料はアマルガ

ムおよびセメント）等．真に予防上必要なる程度

のものとすること。

学校内において歯科衛生に関する施設を行う場

合，歯科診療所届出の手続が必要かどうかについ

ては実状に応して各地で適宜処理してほしい。

　というような内容のものであるが，これがその後長く

〔予防処置〕についての例規となつた。

　戦後もこの考えはうけつがれ，昭和21年地方に対し

て専任の歯科医師をおき学校歯科予防巡回班を設け，こ

れに対して国庫補助を出すという劃期的な事業が行われ

た場合も，その巡回班の実施範囲として，〔学校歯科予

防施設の振興について〕の次官通牒に示されたものは．

1
2
3
4
5

初期騙蝕の充填

要抜歯乳歯の抜去

歯牙の清掃

歯科衛生思想に関する指導

その他必要とみとめられる事項

　となつており，とくに第1大臼歯に対するアマルガム

充填に主力をおくことが書き加えられている5。

　これらはさきの〔予防処置〕の範囲についての考えと

同しものであるが，さらに．この老え方は，昭和23年

保健所法の改正とともに新たに設置された，保健所歯科

における業務の中にも取入れられた。

　つまリ，昭和23年6月に出された〔保健所における歯

科衛生業務内容について〕の通達の中で，口腔疾患の早

期発見，早期治療に関する事項として次の6つのことを

あげているのがそれである。

1
）

2’1

3
4
5
6

　しかし昭和33年学校保健法が公布されてから，

法についての各種の通達の中では公式に，このようなこ

との見解は出されていないが，学校保健法施行規則第24

条の学校歯科医の職務執行の準則として次の6っのこと

があけられている。

　1．学校保健計画の立案に参与すること
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口腔ならびに歯牙の手術的清掃

弗化物塗布法または鍍銀法

鶴歯の予防充填および早期治療

簡単なる外傷性咬合の除去

歯槽膿漏の早期治療

咬合異常の予防的処置（要抜去乳歯抜歯その他）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この
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　2．健康診断のうちのう歯の検査に従事すること

　3．疾病の予防処置のうち，う歯その他の歯疾の予防

　　　処置に従事し，および保健指導を行うこと

　4．健康相談のうちう歯に関する健康相談に従事する

　　　こと

　5．市町村の教育委員会の求めにより，就学時の健康

　　　診断のうちう歯の検査に従事すること

　6．必要に応じて，学校における保健管理に関する専

　　　門的事項に関する指導に従事すること

　これらはいずれも，昭和7年の〔学校歯科医職務規程〕

の思想の継承であると諒解されるから，その規程の細部

解釈として出された考え方は，とくにそれに対して変更

のないかぎり，生きているものと思つてよいと思う。と

くに，保健所歯科などの他の領域における解釈もそのま

ま継承されているのであるから，この感が深い。しかし

学校保健法では事後措置を重視し，その中で疾病の予防

処置を行うことをあげていることはいうまでもないが，

全体としての法の感覚からいうと，むしろ処置について

の指示，または勧告というような点に重心におかれてい

るように見受けられる6’。

　2．〔予防処置〕の範囲

　いまのべたように，学校歯科における〔予防処置〕の

範囲をどうきめるか，ということは，もちろん，公衆歯

科衛生的な角度からの考え方が重要な資料とはなつてい

ても，主として，歯科医師法，医療法などの歯科医療関

係法規に規定する歯科診療との関係を考察しながらきめ

られているのである。

　これは学校歯科が，制度として，または社会の組織と

してすすめられて行く以上当然のことである。そこで

これらは，その時の社会の事情によって当然異つて来

る。

　たとえばよく学校歯科で引合い出されるNew　Zeal・

andの場合などではこの点，かなり様子が異つている。

この国では，学校歯科看護婦がその学校歯科サービスの

中で行つている業務，または行うことを示されている業

務が歯科診療に対する〔予防処置の範囲〕であるという

ことになるが，これは，竹内教授の視察されたところに

よれば次のとうりであるというP．

－
↓
9
臼
∩
O

4
一
b

児童の検査

歯口清掃

乳歯および永久歯のアマ，レガムおよびにセメント

充填

局所麻酔下の乳永久歯の抜去

水酸化カルシウムまたはユージノールによる露出

歯髄の覆とう

　6．弗化ソーダの局所応用

　7・不正咬合の発見と歯科医師への送附

　8．健康教育

　しかし，これらの業務は12歳までの児童にかぎつて

行われ，しかも学校歯科サービスの中だけでゆるされる

しというものであつて，やはり歯科医療関係法規との関

係から規定されているものと思れる。

　NTew　Zealandにしても直接ここまで来たのではなく，

長い歴史をたどつて来ていることは高麗日出男氏がこま

かに紹介しているとおりであるが，それから2，3ひろ

つてみると次のとうりであるS，。

　歯科看護婦という思想は，1913年にCoxという人に

よつてのべられていたが，さらにRichmond　DunnとV・

う人が1917年に次の仕事をする歯科看護婦をっくつて

国民の歯科保健向上につとめたらよいとのべた8’。

乱

h
α
＆
e．

児童の歯科的必要について両親に注意する

歯口清掃法を指導する

乳歯のむしばの為害性を強調する

学童の歯科検診

必要な場合にその歯の簡単な処置を行う

　しかしこれは実施されたのではなかつた。その後幾度

か，このような考えによる提案が行われ，Thonlas，　A．

Hunterという人がとくに熱心にこれを主張し，1921年

はじめて全国から学校歯科看護婦を募集し，120人の応

募があつたがそのうち30人を採用し，1923年に世界で

はじめてと思われる29人の学校歯科看護婦が世に出

たS）。そしてその後はこの制度はかなり立派な結果を示

したけれども、1944年このサービスを青年にまで拡充

しようとしたとき，歯科医師会はとくに次のようなこと

を甲入れたとs）。

）
）a
l
D
）
）
C
l
d

歯科看護婦の業務範囲を変更しないこと

青年に対するサービスは、保存的処置にかぎるこ

と

歯科医師と患者の間の選択は自由であること

医療報酬は料金制（fee　for　service）であること

　つまり一般歯科診療との接点の問題が出てくるとき，

〔予防処置〕の範囲が問題になって来たのであつて，本質

的に学校歯科におけろ〔予防処置〕の範囲というものが

あるわけではない，

　米国の事鷹については多く話られているがNew　Ze・

alandの場合とは異つているので、〔予防処置〕の範囲と

いうような問題はない。

　イキリスの学校歯科の歴史はドイソとともに古く，

1890年Cambndgeに最初の学校歯科診療所がつくられ

て以来　学校歯科診療所または巡回診療班などを中心
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としてすすめて来た9’。そして戦争中このような公共歯

科保健サービスに働く人々の不足のために．かなりの問

題があつたが，公共事業の中でのみ働らくことをゆるさ

れ，補綴的なことはできないが乳歯の抜歯のみできるよ

うな補助者をみとめたりした。このときやはり〔予防処

置〕の範囲に類する問題があったものと思う，英国にお

ける歯科衛生士は，現在学校歯科ではあまり働らいてい

ないので，同一には考えられないが，大体わが国のもの

と同様な業務内容をもっているようである9”°1。

　英国では〔予防処置〕の範囲という形での問題はあま

りないようにみうけられるTO）。

　ドイツの学校歯科は，1888年、Strassburgで学校歯

科診療所をっくり出して以来，かなリ組織的に発達して

来たが，歯科医師が歯科診療として行つている立場をと

つているためか，〔予防処置〕の範囲というようなことは

ないように思われる。

　ドイツにおける学童歯科疾患の処理の制度は3つの型

に分けられるというIV　12）。

　Bonn式…・専任学校歯科医による統制的な診査と処

　　置の方式

　Mannheim式・…嘱託医制ともいうべきもので，開業

　　歯科医による検診と処置の方式

　Frankfurt式…・検査は専任歯科医によつて行われ，

　　処置は開業歯科医によって行われる。

　どれがいいとか，わるいとかいうことではなく，これ

らはそれぞれのその地域の歴史的な事情や，社会経済的

状態の中で発達し，育成されたものであると思う。

　こういう意味からも，われわれは，わが国の事情をよ

くみきわめて，この国にもつとも適した，もつとも能率

のよい方法をつくリ出して行かなければならないと思

う。

　〔予防処置〕の範囲についても．こういう角度からもう

一度検討を加えたいと思う。

　3）公衆歯科衛生からみた〔予防処置〕

　どんな疾患でも，臨床症状，病理所見というようなも

ので他の疾患と区別される。つまり疾患の特性はこれら

の像によつてきまる。しかし，これような個人の病状の

他に、社会，または集国全体としてその病気のあらわれ

方や，それに対してとり得る手段方法などという立場か

らみると，少し異つた性格をつかむことかできる。

　このようなものを疫学現象というように呼んでいる

が，公衆歯科衛生では歯科疾患をこのような立場からな

がめるのである。

　鯖鯨をこういう角度からみてみると．他の疾患とは少

し異る特性をもつていることがわかるが，一

）
）a
l
D
）
）C
1
0
）
）e
f
1
）9

硬い組織がおかされる疾患である。

本質的には自然治癒という方向をもっていない。

（代謝ということが考えにくい組織の疾患である）

これによる障害は直接死にはつながらない。

この障害は個人に密着していて，他人えの伝播と

いうようなことがない。

罹患率がいちじるしく高い。

発病およびその病状の進行にはかなりいちしるし

い個体差がある。

比較的発見が容易である。

というようなことがあげられる。

また同様にして歯周疾患についても，考えてみると，

）
）
）
）

a

l
D
C
l
d

主として青年期以後において多発する。

罹患率は高い。

全身状態との関連が深い。

治癒という状態が不安定である（再発性が高い）

　などのことがあけられる。

不正咬合というようなものについても，ついでに考え

てみると，

）
）

a

b

）C

）d

障害の程度が確定しにくい。

原因として考えられるもののうちて不可抗的因子

の分量が比較的多い。

不正咬合であることをみとめることは比較的容易

である。

全く伝播は考えられない。

　というようなことがあると思う。

　こういうような集団現象としての疾患の特性に目をつ

けながら，6～15歳という限定された年齢層のものにつ

いて歯科疾患の発生を防止し，またはその病状の進行を

阻止し，個体を歯科的に健康な状態に導いて行くという

方途を，社会，または学校という集団という立場から考

えて行くというのが，公衆歯科衛生からみた学校歯科の

意味だと思われるが，このようにして考えられる〔予防

処置〕は一体どんなものであろうか。

　鯖蝕について考えてみよう。

　鯖蝕の予防という言葉がよく用いられているが，編蝕

の発生を防止する適確なきめ手のようなものをまだわれ

われはもつていない。

　騙蝕の病源論もまだはつきりとつかまれていないこと

が大きな理由の1っであるが，ある個体，またはある歯

牙を，絶対に鯖蝕にかからせない。といい切る自信を歯

学はもつていない。どうしてそれが出来てくるかの機構

のこまかいことに不明なことがいくつかあるからであ

る、
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　　　もちろん部分的には，実験的にも，臨床的にもいろい

，うなことがわかつている。精製された糖分の多量の摂取

1　と，歯牙えの粘着性との関係が編蝕発生にかなり深い関

・係にあることは知られているし，また弗化物その他の薬

　　物が，編蝕の発生をかなり抑止することは事実としてみ

、とめられている。また，歯牙形成期における隣，石灰な

　　との代謝に関係するいろいろな条件が，その歯牙の耐鯖

　　蝕性に関連があるとかいうようなことは，それぞれ，本

　　当であると考えられるが，今のところ，眼の前にいるそ
・’ の児童が一体どんな状態であつて，それに対して適確な

峯予防報端ずるにはどう蜘まよいか，と・・うような

緊　ことはわかっていない。

　　　どんな疾患であつても，かなり効果のある，しかも効

（率の高い予防方法が見出された場合は，それが直ちに公

ぞ輪生の中にもちこまれるけれども．それがな暢合
セ

率は．概念的な指導を行うより他はない。といわれている
蜜
　が．これに近いようなことが餉蝕の予防には考えられ
｝　る．

9結局訟衆歯科衛生的な効率の高噸倉虫予防法として

憂　は．上水道弗素化，含水炭素の摂取制限というような手

轡しかなく・どうしても・個々の臆または，個々の

遭歯牙を対象としたときには施術的な方法に入つて行くよ

；！り他はない。しかもそれにはきめ手がない。

隻このようなことから〔朧の予防〕と・・われる手段も，

重実は真の意味で編蝕の発病を予防する方法だけではな

憂く，鰍の病状の進行の抑制とV・う手段までを含めて、、

警って・・るのである。

ξこう意味からは訟衆歯科衛生の立場からみたとき，

セ

三〔儲蝕の予防処置〕は，編蝕抑制手段というように考えれ

”ばいい。

ミ　わが国では実際の齢蝕の罹患状態，およびそれによる

亀障害はかなりひどい状態にある。と考えられるにもかか

．わらず，全体としては鯖蝕抑制という主題はさほど真剣

；にとりあげられていないのではないか。少なくとも，わ

1が国でのこの方面の研究主題のモーテイフが，このよう

．なところから出ているものは少ないか．または少なかつ

，
Lた、ということはいえそうに思える。
，

、もう少しいえば，国民の鰯蝕抑制をはかるためには，
き

．わらでもつかみたい。というような発想法をした〔研究〕

．は少ないのではないかと思う。

L

　このことが，学校歯科という現実にたくさんの齪歯を

　もつた子供たちをかかえている現場の感覚と，一応それ

　からははなれても結構平気でいられる口腔衛生学．と

　か，歯学とかの〔研究〕というものとのギャップでもあ

憂
＠

　る。

　　こういう意味からいうと，学校歯科でいう〔鯖蝕の予

　防処置〕が公衆歯科衛生の立場では編蝕抑制といわれる

　ものである。というようなことはどうでもいいようなも

のであるが．実は，学校歯科という現場における，〔何

　とかしなければならない〕という目標に，正確に迫つて

行くためには、その本質的な姿をとらえることが大切で

あると思うので．ここにふれたのである。

　　学校歯科という現場で，本当にその目的を果したいと

いうきひしい要求に対して，どれだけのことができ，そ

れがとういう意味をもつているかを示すことが，公衆歯

科衛生の役割なのである。

　わが国の学校歯科では，多くの先輩たちがたくさんの

努力をこれにそそいで来た。そしてまた現在もそれはつ

ついている。しかしそれにもかかわらず，実際には，

学童生徒の歯科疾患の状態が，そのような努力によつて

あまり影響されているとはいえない状態にある。

　局部的にはたしかに，すくれた結果を示しているとこ

ろはあつても．全体としては，やはリ、流した汗には比

例していないように思える。ここに公衆歯科衛生的な考

え方の導入の必要性を強調する1っの理由がある。しか

し局地的にもせよ，よい結果の得られていることは，そ

の仕事の前途の明るさを示唆しているものといえる。

　4）　〔予防処置〕の目標

　〔予防処置〕の目標はいまさらいうまでもなく，国民

の歯科保健状態の向上にあり，このために疾病の発生を

予防しようというのである。しかしいまのべたように，

真の音味での有効な予防処置といえるものはなかなかな

い。一部は疾病の発生を予防するが．一部はその病状の

進行を阻止することまでを含めて〔予防処置〕と呼んで

いるのだという。すると．〔予防処置〕がその目標を達

成したという状態は一体どのようなものを指すかという

ことが当然問題になつて来るはずである。どのような状

態になつたとき．〔予防置処〕は効果があつたといえる

か。というようなことは、すでに先験的に与えられてい

たように考えられているが，これも一応当つておかなけ

ればならない。

　結核対策の目標はいうまでもなく，結核の撲滅である

が，直接的には，その成果は，結核による死亡の減少で

評価できる。さらに，結核で治療を必要とする人々がど

の位減つたかできめられる。

　しかしこれらの結果を得るには，今まて行われている

たくさんの手段方法を充分に用いる必要があつたので

ある。こういう方法を総称して結核予防対築と呼んでい

るのである。
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　国民の歯科的健康を向上する。ということの効果は一

体どのようにして知ることができるか。こういう問題に

まず答えておかなければならない。これは実は，国民の

歯科保健計画を考えて行く上に大切なことである。そし

て，これがきまれば，その目標達成のために，現在，駆

使できるあらゆる手段をこの方向に整頓すればいいわけ

である。

　そこで現実の歯科疾患の罹患状態から考えてみると，

結核の場合で考えたと同様に，段階的にその直接目標が

かわつて来るものと思う。

　それは次のような順序で考えられるものではないかと

思う。

1
／

2）

）3

　4）

　5）

　これでみると〔予防処置〕は正しく，第4段階で目標

とすべきものを目標としていることになる。しかし，現

実の〔予防処置〕はこのような高次のことをねらうもの

ではなく，やはり，1～3）を直接の目標として行われる

ものであることをしっかり老えに入れておかなければな

らない。

　〔予防処置〕の直接の目標は，皮肉なことに．歯牙喪

失の減少，または，歯科喪失を招来するおそれのあるよ

うな状態への進行の阻止にあるということになる。

　逆にいえば，ある集団に対する〔予防処置〕の効果は，

一
定期間後のその集団の喪失歯の状態で評価できるとい

うことであり，また，高度に進行した歯科疾患の罹患状

態で評価できる。ということである。

　このような考えは格別新しいものではない。横浜市一

本松小学校におv・て，昭和13年からBon式一累加的

処置方式一をはじめたとき，その成果の評価に当つて

は，高度幽蝕の状態を有力な指標としてその分析を行っ

た13）11）。

　HaganおよびLookはLouisianaの学校保健を評価

したとき，喪失したものおよび．抜去を要すべきものを

含めたものを一Tooth　mortality（歯牙致命状態）と呼ん

で．これによつて処置の効果を比較するという仕事を行

っている15’。

　また神奈川県では昭和24年以来，県下の小，中学校

を対象として，学校歯科状態のよい学校を表彰するとい

　う行来事〔よい歯の学校〕表彰を行つているが，この場合

歯牙喪失を減少させること。

歯牙が喪失した状態にあるものについてその機能

の回復が行われること。

歯牙喪失に近づくような状態にある歯科疾患の状

態のものを減らすこと。

歯科疾患，そのものを減少すること。

歯科保健状態の増強，

も，学校歯科の健康管理面，とくに歯科保健状態の評価に

は，その学校児童生徒の100人当高度鯖歯数（C3°＋C4°）

を有力な指標の1つとして用いている。

　これは，ある学校において，何らかの積極的な学校歯

科保健の対策を実施したとすれば・それが教育的な方法

であろうと，また処置一本槍の方法であろうと・自主的

な方法であろうと，何にもせよ，その結果は，必ず実質的

な効果となって把握できなければならないし，それは，

少なくとも，発生した翻蝕の進行阻止の効果として明か

に把握できるものであつて，齢歯発生の低下という結果

としてはつかめないものであろう，という考えによつて

いる。

　このことから何らかの施策が行われれば必ず高度の儲

蝕は減少するはずである。という立場でこの指標が用い

られているのである。

　たとえば，弗化物の局所応用または内服と，いうよう

な方法が用いられた場合であつても，もしその趣歯発生

の抑制効果が，ある一定期間ののちには，必ず高度鶴蝕

歯の減少という形であらわれて来るはずである。

　保存処置のみこみのない歯牙を抜去するという習慣

が，比較的よく行きわたっていると思われる米国のよう

な場台には，〔喪失歯数〕は有力なこの種の指標になり得

る，弗化物応用の長期観察としてその集団の〔喪失歯数〕

が用いられている例はいくつも見受けるのであるが，残

根状態やそれに近い状態にあるものを多くのこしている

わが国の場合には，これは正確な指標とはなりにくい。

　むしろ，歯科医療が行きわたらない，たとえば無歯科

医地区のような場合には．抜去すべき歯牙がどの位抜去

　されないで残つているか，というようなことがその地域

の歯科医療需給関係を示す1つの指標にもなるのではな

いかと思われるほどである。

　　とくに小，中学校児童生徒の場合には，喪失’歯数その

　ものよりも，歯髄根管処置の必要な程度までに進んでし

　まつた状態のものおよび，歯牙の保存的処置の可能性を

失つてしまつた歯の数を指標とする方が合理的であると

　考えられるのである。

　　このようなことから高度齢歯数を指標とするという考

　えが出て来るのである。これは，さきのTooth　mortality

　より少しひろい範囲のものを含めた思想である。

　　〔予防処置〕というものが，初期騙蝕の充填までを含

　むというものとすれば，当然その効果は．初期鯖蝕の程

　度以上に進行してしまったものの数の減少としてあらわ

　れるはずであり，もし理想的にそれが行われればそれは

　0になるはずである。

一 56一

　　　そこで，学校歯科における編蝕の〔予防処置〕の目標

　　は，高度編蝕えの進行阻止であると考えることができ

　　る。しかしこれは，高度鯖蝕そのものの処置を学校歯科

　　の直接の作業としてみとめるものでは決してない。

　，　むしろ真の意味での編蝕の予防および初期編蝕の早期

　　発見，早期処置の組合せである〔予防処置〕の結果とし

　　ては当然，高度齢蝕歯の減少という結果が招来されるは

　　ずであるということであり，またこのような結果が得ら

　　れないものとすれば，それらの一連の〔予防処置〕の中
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　　であるがこれらについて少し検討してみよう。
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　　a）歯口清掃

　　b）　鍍銀法または弗化物の局所応用

　　c）　乳歯の抜去

　　d）　初期鯖蝕の充填

a）～c）　はいろいろの意味での歯科疾患の発病予防手

段と考えられるが．d）は明かに翻蝕の進行阻止の手段で

あり，従つて、〔予防処置〕には歯科疾患抑制手段として

老えられるものがあるというわけである。

　しかしこれらの手段を学校歯科という現場で用いて行

くとき，その手段のもつ意味を，つつかみわけてみる必

要があるのではないかと思う。

　a）歯口消掃

　歯をきれいにすることが儲蝕発生防止の有力な手段で

あることは、Mlllerの化学寄生説以来，かたく信しられ

て来たことであり，これを中軸として騙蝕予防対策が展

開して来たといつても過言ではないほどである。また，

柳生教授ものべているように，爾蝕予防に対する歯口清

掃の効用を無視するわけにはゆかない1％しかしま

た，反対に，歯口清掃の状態とはほとんど無関係に齢歯

発生がみとめられることもよく知られているところであ

る。とくに刷掃の蠕蝕発生抑制の機序については．かな

りの問題がある。また、歯牙表面をおおう，細菌膜また

は歯苔の蠕蝕発生との関係については，功罪相半ばする

というように考えられ、むしろこれらの緩衝能がっよく

注目されるという状態である。

　とくに乳歯における前歯または臼歯咬合面の平滑面に

発生する鯖蝕については、かなり歯口清掃の効果がつよ

くみとめられるとしても，永久歯咬合面の小窩裂溝に多

発する鯖蝕発生の阻止が理論的にも．果して刷掃などの

手段でやれるかどうかについては多くの疑問がなけかけ

られている。

　したがつて，学校歯科の現場でも注意ぶかい教師たち

は．この点にすでに注意を向けており，歯口清掃とくに

刷掃の蠕蝕抑制効果に対する疑問をいだいている場合に

ぶつかることはまれではない。

　公衆歯科衛生の立場では，この点についても，も少し

っっこんだ知見を用意しておかなければならない。実は

これには2つの問題が含まれている。1つは齢蝕病源因

子としての酸の役割に対する問題と，もつは，清掃によ

る病源因子除去の効果についての問題である。鯖蝕の病

因がどのようなものによるのであるかについては，今の

ところ最終的には結論が出されていない。大きく分け

て，

i）　内因説

ii）構造説

iii）外因説

　　　酸脱灰説

　　　蛋白溶解説

　というようなものである1°）。

一
体にある疾患の発病およびその病状の程度は、宿主

因子（host　factor），環境因子（environmental　factor）お

よび病源因子（Agent）の間の均衛の如何によつて左右

されるものであることはよく知られているが、騙蝕につ

いても歯牙の条件はみのがすことのできないものであ

る。

　昭和16年横浜市一本松小学校におい℃　全校児童に

対して強制的歯科保健管理を5ケ年つづけたのちに，そ

の中で対象の5．5％は高度餓蝕を所有していたが，その

中の大部分は歯質の側に原因を求めざるを得ないような

ものであったことが報告されている1％

　これらは主として，歯牙形成期における燐酸代謝，石

灰代謝などに関連する条件がかなり密接に関係するよう

に思われており，それにっいての実験的な成績はたくさ

ん出されている。

　しかし，一方において、歯牙萌出後の局所的条件が鯖

蝕発生およその病状の進行に重要な因子となることも，

否定できない。

　その発病の発端が酸による脱灰であるか，蛋白溶解に

よる崩壊によるかは，今のところ決定的にはいえない。

しかし，口の中で含水炭素から比較的短時間に．充分歯

晋を脱灰するに必要な程度の酸を産生させることについ

てはStephan，柳生教授などの実験からみても明かなよ

うである16｝18）。

　そこで歯口清掃については．かなり限定された効果で

はあつても，齢蝕発生の抑制には，現在とり得る有効な

手段の1つであることは云つてもいいと考えられる。と

くに飲食直後の刷掃の効果について、Fosdick，　We1～e一
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nsteinら．が臨床的実験によってもたしかめているし，

われわれの現場の感覚からいっても，それはみとめられ

てもいいと思うlgn°）。

　とくにこれらの問題を学校給食に関連した食事後のう

がいの励行というような形ですすめることは大切なこと

ではないかと思われる。

　Bibbyがたくさんの食品の酸産生量とその停滞量から

導出した潜在脱灰能のIndexによると，リンゴ4，白パ

ン164，などに比べて．ヒ゜一ナツバタ付パンは541．な

どの高い値を示すことからみて，この献立が比較的多く

学校給食で出されることと考え合わせて，食事直後のう

がいの必要などが示唆されるのではないかと思う21’22）。

　従来の歯刷子の使用の強調だけに止らず，歯口清掃に

ついて，もう少し機動的な考え方が導入される必要があ

るということになる。

　また歯口清掃でもう1っ忘れてならないことは，歯周

疾患についての予防効果である。

　従来，学校歯科では比較的歯周疾患は無視されて来た

きらいがあるが，すでに，岡本教授，榊原らが指摘した

ように，学童にもかなりの歯周疾患がみとめられるし，

またその胚芽はこの期に根ざしていると思われるので，

この点についてはもう少し注意を向けなければならな
い23レ24）。

　横浜市では、昭和33年から学校に，歯科衛生士を巡

回させて，学童生徒の歯肉炎の予防を中心にした仕事を

すすめているが，その調査によると，小学校児童の15～

20％中学校生徒の約30％は歯周疾患の予防のため何ら

かの処置を必要とするものであったことがみとめられて

いる。しかもこれらのものに対して，歯科衛生士による

処置を行ったのちに，なお30％近くはまた状態が改善

されないことが明かにされている。

　このような一連の結果からみて，学校歯科における歯

周疾患予防の必要は注意される必要がある。

　この方面には今後次第に注目があっめられることと思

うが，相田孝信氏らは，埼玉県の農村の小学校におい

て．主として歯肉炎の予防を中心とした歯口清掃の徹底

に目標をおいた，学校歯科保健のこころみを行つたとこ

ろ，全くその状態の向上とともに，編歯処置状態が飛躍

的に改善され，教育的にもきわめて、有効な手段であつ

たことを報告している25｝。

　b）　鍍銀法および弗化物の局所応用

　鍍銀法は．Szaboが1902年に提唱して以来編蝕予防

法として注目されて来たが，Howeによリ根管治療およ

び騙窩の処置法として1917年に応用され，これをHyatt

が1923年に鯖－歯予防法として用いた，わが国では．甲

府の故小川祐心氏が昭和のはじめに早くこれに目をつけ

て，富士川小学校の学童に試み，この面における立派な

臨床成績をのこした26’　27’　2S’。

　この方法の主眼とするところは，環元した銀イオンの

olygodynamic　actionと，蛋白銀の形成による抑制効果

とが考えられているが・鵬蝕予防法としては注目すべき

手段である。

　しかし，学校歯科の現場においては，歯牙の硝酸銀に

よる黒い汚染は・実際の場合にはかなりやつかいなこと

である。ことに被服手指などのそれは．この方法の集団

的応用には1つの障害となり得る。その故か〔予防処置〕

の手段としての鍍銀法はあまり多く用いられなかつたよ

うである。

　弗化物の局所応用は，戦後急速に発達したものである

が，これも，わが国の学校歯科の現場ではあまり充分行

われていないのではないかと思う。この方法自体実際に

はかなり時間と手間を必要とするので，現在の嘱託医制

の学校歯科医の下では，行うのにかなりの困難がある．

とくにその実際的な抑制効果が．わが国の学童について

どの位であるかについてはまだ信頼すべきもののない状

態の下では，実施にかなりの躊躇があるというのが現状

ではなかろうか。

　この実施にっいては，歯科医師だけによらずに歯科衛

生士による、しかもそのチームによる術式が効率的であ

るように思われる。

　1っの例として横浜市で試みたものは，歯科衛生士4

人の編成で1名が歯面研磨を行い，他の者が塗布すると

いも組合せで，1時間に22～25名の処置ができること

がたしかめられた。これはある程度の器材と，少しの

訓練を行った場合，ほとんど変らないようであつた，も

しもう少し多数の歯科衛生士集団の協力が得られた場合

は，研磨担当者1，塗布担当者3～4名の割合で器材を

適切に分配して行うことも可能である。この場合単位速

度は多少おそくなる。

　用いる弗化物としては弗化ソーダの他に，Muhlerな

どによつて米国では弗化第1錫の効用が推賞されてお

り．次第に弗化ソーダに代ろうとしておるようにみうけ

られる、その実験室的効果については．石井．岡田らに

よってよくたしかめられているけれども，臨床的効果は

まだわが国では確認されていない2°30」。

　また弗化第1錫の応用には，その溶液の保存に多少面

倒があリ．しかも咬合面小窩型溝に多少の黒染がみとめ

られろ。というような点は，集団応用については考慮の

余地がありそうである。その他の弗化物はまだ．試験の

範囲を出ていない。
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　　弗化物による鯖蝕抑制の臨床的効果についてはまたわ

　が国においてしつかりつかまえられていないようである

が大体20％前後の抑制率と考えればいいのではないか

　と思う。

　弗化物の学校歯科における応用としては、副島らかの

谷ているような含漱の方法がある。これの効果について

はまだ充分確認されていないが，その費される力に比べ

て効率は高いようである31，。また学校給食中に添加する

　ことは，すべての場合に無条件でゆるされることではな

いが，その効果は15～20％程度と確認されている32’33’。

　いずれにもせよ〔予防処置〕として用いられる弗化物

の応用は，学校歯科医の指導の下に，歯科衛生士による

ことが有効なやり方であると思う。

’　c）　乳歯の抜去

　これは主として，歯牙交換の不順による歯列不正の発

現を予防するという目的で行われるという意味であろう

と思われるが，これについては小児歯科学，または矯正

学の方面でいろいろ論議されているが，さきにのべたよ

うに，基礎とする顎顔面の発育の研究の資料が決定的な

藁ことをいうのには欠けているように思われる。
、d）初期爾蝕の充填
さ

ま鯖蝕をその初期の段階で補捉して，これを処理しよう

違という考えは，その考えのうらにその病状の進行という

箋にんしきがひそんでいる。1926～30年代にHyattは有
’妬なP・・phy1…i・Od・・・…myという考えを提唱し，

垂行した．

1これは・不完全な小窩黙醗見し，そのすべてを金

1箔で充填しようというものである。この考えはその後の

評期充填の思想に大きな影響を与えた。ある意味ではわ

騨国の〔予防処置〕としての初期編蝕の充填は今でもこ

le）影響下にあるといえる。っまりすべての初期鯖蝕を捕

捉してこれを充坂しようという点では、基本的にHyatt

の考えである。

　しかし，すべての不完全な小窩裂溝は必ずしもそのま

ま鯖窩に進行するものでもない。このことは正木教授も
｛

　‘‘小窩裂溝は鯖蝕を発生する可能性はもつていても必

ずしもすべてのものに発生するわけではない”　と指摘

している。米国でもJohnson、　Bruckerなどは．深1、・小

窩裂溝であつて少しも齢蝕にならなかった例をあげて，

Prophylactic　Odontotomyの考えに批判を加えた35136，。

　すべての不完全な小窩裂溝が蠕蝕に移行する危険があ

るから早期に充填しようという考えは、すべての初期鯖

蝕は，必ず高度蠕蝕または残根に移行するから処置すべ

きであるという図式的な考えと共通の基盤をもってい

る。8～9歳の間にすべての第1大臼歯は予防的に抜去

した方がよいと主張し．それを実行したというWilki．

nsonという人の考え方も．またほとんど同一の基礎的

な考え方に立つていることになる37’。

　鈴木丈信は，約10．000人の学童の6歳から12歳まで

の連続観察資料から第1大臼歯の蜻蝕発生およびその病

状の進行にはいちじるしい個体差のあること，およびそ

の形を明かにした38。このことから、初期醜蝕の処置

も．適切な時期にその施術対象をよく撰択して行つた場

合には同じカでいちしるしい高度鯖蝕進行阻止の効果を

あげることができることが示唆された。これを適時充填

という言葉で呼んだ方がよいという考えもある141。

　このようにしてみうと，初期編蝕の処置も決して．単

なるそれでなく．鮪蝕予防処置の目的を達するために

は．充分組織的に行われなければならないことが明かと

なるのである。

　さて，以上のようなことから，〔予防処置〕を行うた一

めには，それぞれの疾患にっいて充分その個体差を考え

に入れて行かなければならないことが明かになつたが、

学校歯科の現場のように限られた力で，このようなこと

を果すには，それぞれ適切な手段を講じなければならな

い。個別的な処置方法としてすぐれていても，そのまま

ではここに導入するわけには行かない。

　このような処置の前提としてまず考えられる方法の1

つは，〔ふるい分け検査〕－Screening　examination一てあ

る。学校歯科における口腔検査一（歯の健康診断，の主な

機能はここにある。

　結核の対策の第1歩が．ツベルクリン反応および間接

撮影からはじまることはよく知られているが，これは
‘‘

ふるいわけ試験’LScreening　testなのである。

　鯖歯や歯周疾患のようにきわめてひろく蔓延している

疾患の対策として．〔ふるい分け検査〕の考え方が導入

されなかつたのは不思議であるが．これは，これらの疾

患の予防の問題が．われわれの立場からも真にさしせま

つたこととして受取られていなかったことによるのては

なかろうか。
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　まず集団に対してこのような〔ふるい分け〕を行つて，

それからその対策群別に処置を講じなければならない。

　歯牙のまたは個体の騙蝕罹患性を表示しようとする編

蝕活動性試験法としては，た（さんの方法が提案されて

いるが，これらを〔ふるい分け〕に用いようとすること

は、少なくと学童にっいては無理のようである39）。そこ

で探針と歯鏡による視診および触診より他はない。集団

酌な検診法にっいて多くの粗ろうのあることはしばしふ

れられているし，最近，XVeisensteinらはこのことにっ

いてのべている川。しかし，それにしても，やはりまず

大まかに〔ふるいわける〕ことの必要は予防処置をすす

めて行く上に大切なことである。

　6ノ　〔予防処置〕の問題点

　学校歯科における〔予防処置〕について，いろいろの

角度からながめることはできたと思うのであるが，これ

らをめぐって，2、3の問題となる点があるので，それ

らについてふれてみたい。

　a）　〔予防処置〕の効果はどうであるか

　すでに学校歯科医令が公布されてからでも30年を経

ている。この間大きな変動はあったとはいつても，ここ

でわれわれがすすめて来た〔予防処置〕というものが国

民歯科保健向上という立場からみたとき，どのように影

響を与えたかを省ることは必要なことではないかと思

う。すでに多くの人々によって指摘されたように、齢蝕

を例にとれば．その発病および病状の進行は，人為的な

努力とはほとんど無関係に増減しているようにみうけら

れる。もちろん局地的にはきわめてすぐれた結果を示し

　た場合はあったが，全体としては，こういわないわけに

　は行かない。

　　横浜市内の4つの地区における，小学校児童について

1の永久歯処置歯の状態と．その高度儲蝕の状態との関

係をしらべてみると，永久歯の処置はきわめて増加を

示しているのに高度齪蝕の状態には影響を与えていな

　Tい41）　。

　　このようなことは、そこに行われている処置が，あま

　り組織的に行われていないことを物語つているものと思

　う。処置の増加はまず大切な要件であるこはとたしかで

　あつても，真に国民歯科保健向上に役立つためには，そ

　れが組織的に管理されている必要がある。こういう意味

　では、〔予防処置〕の逐行には公衆歯科衛生的な角度か

　らのきびしい再検討が必要である，

　　また…方過去30年以上にわたる〔予防処置〕を含めた

　保健教育的な効果はどうでkろうか、山田茂氏が指摘し

　ているように，この面についても反省すべき点を多々み

　とめるのてある421．こうしてみると．〔予防処置〕の効果

はむしろ，今日以後，たてられるべき，学校歯科保健推進

のための計画にもとついて考えられるべきものと思う。

　b）　適確な予防手段や方法をきめたい

　学校歯科において用いられる蠕蝕発病予防の手段は鍍

銀法にしても弗化物の応用にしても，全く任意に放置さ

れている。これは1つはこれらの手段の公衆歯科衛生的

意義が充分追及されていないために・他の疾患における

予防手段のように公衆衛生的方法として普遍化しておら

ず，個別的な医療手段の域から出ることができていない

ことによつている。一方このことは，幾度ものべるよう

に，学校歯科における歯科疾患の〔予防処置〕がきびしい

意味で要求されていないことにもよつている。どうでも

よくはないにしても，あまリ重視されていないために，

〔何とかしなければ〕という動機づけがよわい。疫学的

にみても急性伝染病がほとんど処理され，結核にっいて

も大よそのめどが通つた現在，次第に慢性疾患に注目が

向けられようとしているのであるから，直接の生命の脅

威だけではなく，生命の延長という主題にとつて・歯科

疾患のもっ意味は次第に注目される傾向にあるのであ

る。公衆歯科衛生としては、もつともその大きな領域で

ある学校歯科の分野に，適確な手段を提供しなければな

らない。その現場にいる人が勝手に，ある手段を採用し

たり．しなかったりしても結構間に合うようなことは，

少なくとも公衆歯科衛生的には〔予防処置〕とはいえな

いのである。

　　このような手段として現在もつとも注目されるのは弗

化物の応用である。ただ，弗化物をどのような形で．ど

の位のひろがりで応用するかについては基礎歯学はこれ

に対してまた決定的な知見を提供することができないよ

　うであるが，弗化物の応用についてもつと真剣に対決し

　なければならないものと思う。

　　また．初期鵬蝕の充填においても、その充填材料とし

　ては，アマルガムが中心となつているが，この応用に

　つ・r’ても，診療室内で取扱う場合とはかなり異つてい

　る。たとえば，ほとんど同じような形態の窩洞に対し

　て，連続的にアマルガム充填を行うというようなこと

　が，高速切削の導入や，水銀取扱上の問題，アマルガム

　取扱上の問題など新しい形式が生れなければならない。

　この意味で東歯大上田教授の下で行われたアマルガム練

　和の能率化の研究などは注目してよいことではなかろり

　か43＞。

　　C）　尺手の足りないことについて

　　字校歯科は嘱託制の学校歯科医によつて行われている

　が，これは現状にも適合したやり方ではあるとしても，

　学校歯科の予防処置をすナめる。という立場からみたと
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，き，執務についても．責任についても，非常に幅ひろ

　く，学校歯科医自身の手に委ねられており，とれでもい

　いという現状では，少なくとも公衆歯科衛生的な意味で

　歯科保健の向上に有効な施策をすすめて行くには工合の

　悪いことが多い。

　　それは，〔ふるいわけ検査〕とか，弗化物の局所応用

．とか，歯口清掃とかいうような，比較的判断の幅がせま

tく，且，法的にも，他の補助者による処置がみとめられ

　ているものは，それらの補助者の手によつて行う。とい

　うような考え方が積極的に導入されてもいいのではない
一 かと思う。New　Zealandや他の東南アジア地域で盛に

　行われている学校歯科看護婦というところまでおしすす

　めることはさておいても、歯科衛生士の利用はもつと考

　えられてもいいのではないかと思う。

．　わが国の歯科衛生士の現在の教育訓練課程からみて．

　これらに初期騙蝕の充填までを行わせることは、単に

　法的だけでなく，明かに，あやまりである。しかし，そ

　れでなくても充分〔予防処置〕として歯科衛生士が合法

　的に，かつ合理的に行うべき仕事はたくさんある。

　　横浜市学校歯科医会は．昭和33年以来，歯科衛生士の

　この分野における役割を研究するために，字校歯科に対

　する歯科衛生士の巡回処置計画をたてて次第にその規模

s　を拡大して，現在（昭和36年）では5人の歯科衛生士が30

蓄　の学校を巡回し，約41，000の学童生徒を対象として．〔ふ

　るい分け検査〕，〔歯口清掃〕，〔弗化物局所応用〕．など

華の仕事に当つている．そしてこれら1姉糖委員会の強
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力な支援を得て，組織的に系統的にすすめられている。

全市25万に及ぼすには未だ幾多の問題があるとしても，

1っの方向を示唆しているのではなかろうか。横浜市に

おける過去の成績は示すと下の表のとうりである。

　学校歯科看護婦の採用も1つの方向を示唆している

が．これは，学校歯科保健事業全体の計画の策定があっ

てはじめて，その必要が生れて来るのであつて学校歯科

看護婦をつくつて，このままの学校歯科に流しこむとい

う方向は逆立ちであることを考えておかなければならな

い。

　（1）制度や組織には改善を要十るものはないか

　昭和23年教育委員会法の制定にともなって学校歯科

の仕事は，教育行政の中に完全に取込まれた。そして新

しい学校保健という視野からみた教育，ひろい意味での

教育という立場から取扱われるということになつた。

　それ以前には，学校歯科の所管は地区によつては衛生

行政関係機関で取扱われている場合もあつた。現在で

も，New　Zealand，東南アジア諸国，などではこのよラ

なことが行われている。ヨーロッパにおいてもまた，そ

ういう傾向があるようである。しかし米国ではほとんど

教育委員会の中で取扱れるようである。

　どのようであつても全体がうまく運営できればよいの

であるが，わが国では．昭和30年以来，公衆歯科衛生

的側面はや，後退したように思う，しかし学校保健法に

伴つて，健康管理的な面が強調され，この意味制定では

大分変つて来たけれども、全体として，教育の中におけ

る学校保健という基本的な考え方からみて，現実の学童

生徒の健康状態の向上についての有効な手段の応用がや

や緩慢になつていないとはいい切れないように思う。

　学校保健，学校歯科なとは本来，教育，または公衆歯一

科衛生というような組織によつて行われるべきものであ

るにかかわらず，わが国の学校歯科は、個々の学校歯科

医の善意や熱意にかなりの比重をかけている。もちぢ一

ん，現場の個々の人々の熱意は組織や制度をうこかして

行く上に大切なことではあつても，学校歯科が組織とし

て行われるべきものである以上、それの整備なくして

は，その事業は推進されない。

　このような見地からみたとき、学校歯科には多くの問

題がのこされている。まず学校歯科の計画を取扱つてい

る専門の課なり．係なりはあまり多くない。全国でも，

かぞえるほどしかない。

　このようなことは端的に組織としての弱さをものがた

つている。組織で行うということは個々の現場の人々の

善意をのりこえて，それが逐行されることを求めること

である。

　遠い将来の問題はさておいても、学校歯科の分は野、

横浜市歯科衛生士巡回成績

年 度

昭和33年度

昭和34年度

昭和35年度

一
l　　　　l

　　　　　　l対　象歯　科
　　　1学校l
　　　　　　l人員衛生士1

1人　　2校13532人
　　　　　L
2　　　　12　　117325

425、34435

延日数

1825日

326．5

7930

実 数 対象人員に対する％

搬’露防砦膠ヒ黎囎裂搬暮1諜防磐塵化羅裂

4

　5288人

12456

1　43842

一
61

1103入

6221　　　　2901

8996　　　　2094

槻隈陽：器、乙74111：餐

2844　　127．31　　26．12　　6．08　　8．25

　　　　　　　　　　　　　1
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もつと地域の学校歯科の事業全体を統括して管理できる

ような組織をつくることがまず大切である。その上で，

歯科の技師が配置されなければならない。

　e）　無歯科医地区の〔予防処置〕に有効な手を考える

　　　必要はないか

　都市化の傾向が大きくなるとともに，一方において歯

科医療の需給関係が地区によつていちじるしい不均衡を

示し，無歯科医地区の問題は，真剣に取組む必要のある

問題になつて来ているが，学校歯科においてもこのよう

なことは考えられる。

　京都府学校歯科医会は，夏休を利用して会員の好意に

よる，僻地の巡回出張処置を実施しているが，このよう

なことも1っのやり方ではあるが，やはり組織として、

行政としてこれらのことが行われることが必要である。

　ドイツでは自動車，またはトレーラーによる巡回が盛

んに行われているがこの目標も、僻地にあるようであ
る11）12）。

　わが国でも東京都，神奈川県などには、教育委員会に

巡回自動車をもっていて、これによる僻地の巡回が行わ

れている，神奈川県の昭和33、34、35年の状況をみる

、と次のとうりである。

　　　　　　　巡回
　　　　　　　日数

昭和33年度　175日

昭和34年度　195日

昭和35年度　199日

巡回
校数

33

49

56

充填
歯数

4943

5302

5724

抜歯

2332

2167

3143

　これらはいずれも県下の不便な地区に巡回しているも

のであつて、土曜を除いたほとんどの登校日には巡回が

行われていることを示している。

　現在の保健所歯科の実状からみて，この面に，その力

を期待することは無理のようであるが，R型の保健所で

はこのような活動も期待したい。岩手県の保健所には学

校歯科検診や処置をかなりよく行つているようである。

　f）　〔予防処置〕の費用はどうしたらよいか

　〔予防処置〕が全体として徹底しない理由の1つはそ

・の費用の問題である。これは，現在嘱託制の学校歯科医

による〔予防処置〕の実施を中心にて行わなければなら

ない状況下では，そのおのおのの処置に対する医療報酬

の問題として考えられなければならない。局部的にはそ

rれに当る個々の学校歯科医の好意などによつて解決でき

るとしても，組織としての学校歯科としては，このよう

，な形は健全でないことはたしかである。

　New　Zealandの方式のすぐれてV・る1つの点は16歳

以下のすべてのものの学校歯科における処置が無料で行

われる点にある。

　そしてこの計画をすすめて行く上に必要な費用，つま

P医療費を低減するために，学校歯科看護婦の採用が考

え出されたのである。

　学校歯科における〔予防処置〕の医療費について行政

的に考慮されたことはなかつたが，学校保健法の制定に

伴つて・要保護準要保護児童のための初期鯖蝕の処置

の医療費の補助が決定されたことは，学校歯科の歴史の

上に大きな出来事としてのこることである。

　ただ・これらは建前としては，〔予防処置〕の医療費

は各自の負担で行われるべきものであり，それの負担に

対えないものについて補助する。ということであるか

叡　〔予防処置〕の医療費支弁の制度とはいえないこと

と、これの対象となる歯科疾患はただ鯖蝕の，しかも軽

度のものにかぎられる。という2つの制限をもつている

ので，〔予防処置〕の医療費の公費負担というところか

らは，はるかに遠いものである。これも，嘱託制による

学校歯科医の方法によるかぎリ，現在一般的な問題にも

なつている医療報酬と医療費の関係はいつになつても解

決できないことである。公費負担は，医療報酬の考えの

入つて来ないような方法で，というのは，公営の方法で

処理されなければならない。しかし，まだ，それにはた

くさんの問題があるが．将来の形としては，少なくと

も、新しい形の補助者，たとえば公衆歯科衛生士という

ようなものと．歯科医師とから成るチームで一定地域の

予防処置を行い，それらは全部公営のものとするよう

な，国民歯科保健事業という形のものが考慮されなけれ

ばならない。これらの事業については医療費の問題があ

るだけで医療報酬の問題は起らないから，〔予防処理〕は

推進される。

　現在は，医療報酬を各地域で適宜にきめながらこの点

を処理している。この場合基準になるのは現行の社会保

険歯科医療報酬であるが，多くは、その半額というような

形で処置されるのが例である。しかし医療報酬の問題と

してはこのような解決は適切であるとはいえない。歯科

医師の仕事に対する報酬に対しては行政的にはそれを見

合うように支払うという立場をとらなければならない。

こういう意味からも〔予防処置〕の公営がのぞましい。

　7）　医療保険と〔予防処置〕

　最近，医療保険における予防給付ということがやかま

しくいわれ出した。医療というものの中で，治療だけで

なく予防というものを考えなければ，真に国民の保健向

上には役立たないからだ，という考えによるのであるが

実際問題としては，結核対策や成人疾対策などにっいて

このようなことが考えられるようになつて来た。
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d

　　〔予防処置〕を本当にすすめて行こうとすればどうし

　　ても公共の施策による他はないし，現にNew　Zealand

　　なども，このような形のためにきわめて成果があがつて

　　いる。というようなことから，社会保険歯科医療とし

　　て，予防処置まで給付したらというのが1っの考えであ

1る・

　　　しかしここで医療保険というものの本質的な役割にっ

　　いて考えておかなければならな・・．医療保険または疾病妻
　　保険は嫉病にならないこと，または疾病になつてもそ

　　の病状の進行の阻止を保険したりする機能のないことは

蓼　勿論であるが，それは，その疾病に対する医療費の支払

1を保険するだけの制度である．それカ・’現物の形で行わオ’ti

t　るようと，現金で給付されようと，疾病保険の本当の機

　能は医療費の支払の保険である。

｝旛翻搬実難雛磐撫設錨
　にいえぱ保険料Pは，危険率（W）と保険給付費（Z♪との

　積に等しいというレキジスの法則を満足しなければなら

　ない。予防という機能には危険率は少なくとも1に近く

1本質的には曜にのぼる段階でな・・から，真剣には考え

1られていないが・予防鮒とV・うことについてはこのよ

，うに考えなくてはならない。

1しかし・－hこれとは全く逆妨向力・ら，医療保険1こ

，おける予防給付ということが問題となる。

　　それは，保険の自衛手段として，疾病の危険率（W，を

こ引さげる有効な方法として，疾病にカ・からぬようにする

1方向にカをつくすという面がある．これは保健鰍と呼

ξばれ，現在の疾病保険では，かなり重要視され、これの

F充実如何が実際にその対象の罹患率，受診率（Wlを少な

“ からず引下げるのに役立つている。この種のことに有効

　にカをさくことのできる組合管掌保険に，受診率、罹患

率の低下がみとめられ，政府管掌，などではややおと

　り．国保などでは，かなり高いことなど，端的にこのこ

　とを示している。

　そして，この方向から，〔保険給付として保険事故と

締えなければならない・つまり，1まとんど全部の対象に

給付するということが予想されること1・なる．このよう

　な事故が保険として技術的に成立するかどうか、はなは

　だうたがわしい。

　　Wの値が何かの方法である程度小さいものにしぼられ

、る目途がなければそのようなことを保険という方法で

　その費用をまかなうことはできない。

i筋としてはs医療保険の中の鮒として行うのでな

黛く・別個に医療胆ビスとしてtiわれなければならない

　と思う。現在のわが国の状態ではこのようなことはまだ

　考えられる状態に至る前に，その事故を未然に防止する

　ためにとられる措置のための費用を保険で給付する〕と

　いう予防給付の考え方が生れてくるのであるla）。

　　このような予防給付は，かなり現在行われている社会

　保険医療に対する給付とは質のかわつたものとならざる

　を得ない。

　　歯科疾患にっいていうならば，単に，何かの予防処

　置、たとえば鍍銀法や弗化物塗布に対する社会保険医療

　報酬を決定し，それを点数にのせる。というような形だ

　けでは予防給付とはいえないのである。

　　健康管理という思想のない予防というものはないので

　あるから・少なくとも医療料金（fee　for　service）とv・う

立前の医療費を支払うだけでは解決できない。

　　結論をいえば，現在の疾病保険の中には，予防給付に

　向いて行く本質的なものが欠けている。ということであ

　る。

　　予防給付はもう少し異った次元から考えられなければ

ならない。つまり，公衆歯科衛生という方向から何か新

　しい国民歯科保健事業というような形の体系がつくられ

るかまたは，この事業の中え，疾病保険事業の中からま

とめて費用を流しこむというような仕方でなければ，成

立しない。

　　しかしこのようにのべても，現行の社会保険歯科医療

が全く〔予防処置〕に関係がないというのではなく，む

しろ、初期編蝕の充填などの問題としては，重大な関係

があるcことに，国民皆保険下では，その占める比重は

かなり大きいと考えてよい。

　とくにさきのべたような，保健施設は，〔予防処置〕の

立場からもう少しよく検討されるべきであると思う。と

くに，無歯科医地区に対する積極的な〔予防処置〕の実

施などの場合には考慮されるべきである。

　社会保険が出て来たついでにふれておくと，現行の社

会保険の事務担当者が，学校歯科における検査を，〔健

康診断〕とみなして，この行為を，初診料給付に比敵す

るもののように解して．1ケ月以内は同一人が処置を行

う場合にはそれを給付しないということをきめているけ

れども法の事務的な解釈ではその答はいいとしても，
‘‘

ふるいわけ検査”というもの○本質も状態も知らな

いか，故意に知らないことを装つているのが，不可解な

ことである。

　一度きめたことであるから，役所の慣例として急に改

めることはあるまいけれども、公衆歯科衛生の立場から

いうと，奇妙な考え方であることだけはあやまりないか

ら，きつと適当な時期にこっそり改めるに相違ないと思

う。
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　いずれにもせよ，医療保険制制度も，かなりの幅と，

深さをもつて来つつあるおりから，国民の歯科保健向上

という方向からも，光をあてる必要がある。

　社会保険というもので何でもできると思うのもあやま

りであるとともに，真にそれが，国民の福祉に役立つた

めには，もう少し高次の考え方が必要であることも忘れ

てはならない。

　現在の社会保険の仕かけはとうてい新しい風が入りこ

めないほど、がっちり出来上つてしまつているので，こ

こにのべたようなことが実際に理解されるには，たくさ

んの障害があると思うけれども，国民歯科保健の向上を

ねがう者としては，何とかそうしたいものである。

む　す　び

　学校歯科における〔予防処置〕というものは古くから

取扱つて来たものであるし今更これを考えることもな

いようにも見えるけれども，洗つてみると，この簡単な

概念にもいろいろのことが含まれていることにおどろく

のである。われわれは、先輩たちの後にひきつついて，

国民の歯科保健向上のために，力をっくして行きたいと

思うが．それにしても，これだけのことにもこのような

ひろがりがあるとすればなかなか容易でないことに気付

くのである。

　学校歯科における問題でありながら主として，公衆歯

科衛生の方からの見方がつよく，保健指導というような

ことについてもつと．考えられるべきことがたくさんあ

るのにここで，ほとんどふれなかったのは，この面では．

学校教育の専門家たちが，それを考えなければいけない

ことであつて，公衆歯科衛生からのことならわれわれ以

外にはだれもいわないだろうというところから，それに

傾イ’たわけであつて，そういう保健指導の重要性を無視

または軽視したのではないことは断つておかなければな

　らない。

　　いずれもせよ，現場には．目の前にいろいろな問題

　が、いろいろの形であらわれるので，そういう具体的な

　問題を処理するときに．何かよりどころがほしい。とい

　う私自身のねがいをまとめてみたのである。

　　これからも，いろいろ考え．実行して行きたいと思う

　ことであるが，本当の意味で，学童，生徒の，ひいては

　国民の歯科保健の向上をこの目でみたいものである。
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　　　　　　　　　　第24回全国学校歯科医大会

　第24回全国学校歯科医大会は‘‘学校保健法実施上の諸問題並びにむし歯半減運動実施上の問題にっ

いて研究協議を行ない・学校歯科衛生の充実を図りあわせて健康な国民の育成をめざす教育目的達成に

貢献する”という趣旨をかかげて目本学校齢医会，和歌山県学校齢医会，矛・歌山県鞘委員会，和

歌姉鮪委員会主催・文部省・厚生省・H本学校保健会湘歌山県，和歌山市，和歌山県歯科医師会，

和歌山県学校保健連合会後i援のもとに初秋とはいえ南国紀州では残暑なおきひしい9月25，26日の両日

全国各地より1，300余名の参会をえて，和歌山市民会館において盛大に行なわれた、

　本大会では過去数年にわたつて鋭意進められてきたう歯半減運動の成果を検討し、その反省の上にた

つて主儲側において連日その研究の進め方および方途の決定に極論議した．結果，学校における保

健教育との結びつきが少し足りないのではなかろうかということになり，研究の進め方としては保健教

育活動としての基本的な問題を今一度抽象的でなく，具体的にとりあげそれをさらに掘り下げることに

より何らかの方途が見出されることと考え・別紙に示すような‘‘健康診断（歯の検査）についての事後

措置”に関する系統図を作成し，（A）の部では系統（1），（2），（3），（4），（5）の項目についてそれぞれ

実績をあげておられる現場学校の先生および学校歯科医の先生方による研究発表を行ない，（B）の部で

は‘“むし歯半減運動実施上の問題点とその打開策”について教育者代表および歯科関係者代表による

それぞれ専門的な立場からの全般的な特別発表を行ない，なおこれらの発表内容を中心として（A，B）の

演者および各層代表者による討議（パネル形式）を行ない本運動を益々強力に推進させるための新らしい

方途を見出すことができた。

学校保健

◎健康診断（歯の検査）にっいての事後措置の系統図

保

保健指導（1）［事後塑の指示」墾璽騨哩足1墜」

　　　　　　学校行事に即した学校歯科に関する生活指導

保健学習（・）騨撒道徳慧縫勘容をも含む1
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健康診断

予防処置

保健管理

保健環境

保健生活

L’（4）1一

校外治療

！（5）鍵康相一読「

歯科の施設，設備

学校保健行事の設定

＼　　時刻

月日　＼＼

！。。8459。。、。。。

12，0013．00

食1嘲幣1い講

14．00　14．10　　　　15．40　15　50　17．00　17．10　18．00

一一　1付，場凶研轡
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開会式および表彰式

日　時

場　所

昭和35年9月25日　9．00～10．00

和歌山市民会館

式 次 第

開会前演奏　　器楽演奏　　　　　　　　　　　　和歌山県立工業高等学校ブラスバンド

開会宜言　大会委員長　　　　　　　　　　　　　　　　依笠一二
国歌斉唱

開会の辞大会長　　　　　　　　 牧野　隆
挨　 拶　大会名誉会長　　　　　　　　　　　向井喜男

祝辞文部大臣　　　　　荒木万寿男　　　　　　　厚生大臣　　　　　　　　　　　　　中山マサ
　　　　　　　日本歯科医師会長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河　　村　　　弘

　　　　　　　日本学校保健会長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗　山　重　信

　　　　　　　和歌山県知事　　　　　　　　　　　小野真次
　　　　　　　和歌山市長　　　　　　　　　　　高坦善一
国会報告　参議院議員　　　　　　　　　　竹中恒夫
歓迎の辞　和歌山県教育委員長　　　　　　　　　外山秀松
　　　　　　　和歌山市教育委員長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　森　義　雄

表　　　彰

　　（1）　奥村賞受賞

　　　　　　鮪経翻告　　　奮本轟轟晶鑑岡本清縷
　　　　　　賞状・賞金授与　　　　　　　　　　奥村賞管理委員会代表　　山　口　晋　吾

　　　　　　　　　　　　山梨県甲府市立富士川小学校

　（2）全日本よい歯の学校表彰

　　　　　　審査経過報告　　　　 日本学校歯科医会理事長　岡本清縷
　　　　　　賞　状授与　　全日本よい歯の学校表彰会長

　　　　　　　　宮城県練牛小学校ほか182校（被表彰学校一覧表は別掲）

　（3）　和歌山県学校歯科衛生優良学校表彰

　　　　　　審査経過報告　第24回全国学校歯科医大会副会長　村上寅雄

　　　　　　賞状・記念晶授与第24回全国学校歯科医大会々長　牧野　隆
　　　　　　　　　　　　和歌山県海草郡下津小学校

　　　　　　　　　　　　和歌山県橋本市清水小学校

　　　　　　　　　　　　和歌山県那賀郡岩出中学校

　　謝　　　辞　　　山梨県甲府市立富士川小学校長
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（A）歯の健康診断の事後措置に関する研究発表

保健指導面

　事後措置の指示（結果の通知並びに促進策）

　　　　　　大阪市中津小学校教論石田　順平

保健学校面

　教科学習（道徳教育の保健内容を含む），

　クラブ活動，調査研究

　　　　　大阪市曾根崎小学校教論　森茂　一郎

保健事業面

　学校歯科における予防処置

　　　　　　横浜市学校歯科医会　榊原悠紀田郎

　高等学校における予防処置

　　　　　　　　秋田県歯科医師会　荒巻　広政

　校外治療　　東京都学校歯科医会　地挽　鐘雄

　校外治療　　大宮市学校歯科医会　大沢三武郎

健康相談

　健康相談日の適切な利用と運営について

　　　　　　　京都市学校歯科医会　後藤　宮治

　　　　　　　　気各の要旨は別掲）

〈．B）むし歯半減運動実施上の問題点とその打開策

　　についての特別発表

下

（教育関係者）

田

　昭和3年6月、第1回の全国ムシ歯予防デーがおこな

はれて以来，30数年を経ているが，その間，学童のム

ン歯罹患の実状はどんなであろうか。

　昭和30年’1・学校児童のムシ歯は，男女とも6096前後

であつた。しかるに昭和33年には、80％前後になつて

いる。また昭和25年頃は42％程度であった事実を，保

健教育の立場からは、どのように眺めたらよいか。

　自ら好んで，ムシ歯になりたい者はいないし，なれば早

く癒したいと思わない者もい加。誰もが、そう願望し

ているにもかかわらず事実は逆の方向をたどっている。

　ムシ歯になる原因を探し、その原因を排除すれば．そ

れで目的を達する。そこで原因排除の運動を展開して，

実績を挙げればよいということになろう。

　そこに，ムシ歯半威運動というような運動が意義をも

ってくるのであろらが，問題はむしろ，このようなキヤ

ンペインで尭7援できるかどうかということであろう。

　ともあれ．保健教育の立場から．ムシ歯半減運動の中

にもつていると思われる問題を拾いあげ，その対策の方

向をあげてみると、

　1．学校における保健教育参加の限界

　ムシ歯になるという事実、またかからないようにtる

事実は．いろいろの要素が組合わさつてのもので，その

　￥東京都立久留米養護学校長

功＊

中での学校での保健教育（「古める位置とはどんなもので

あり，その限界はどのようであるかを解明しておかねば

ならない。このようなこと；ま、〉リニックのような完全

な技術についてもいえるこであろう。

　私は，学校における保健教育は．学童が歯を丈夫にし

なければならない、むし歯は早く発見して早く癒さなけ

ればならない、歯を丈夫にするには，どうすればよいか

というように、歯にっいての必要は事項について理解を

もたせること，その理駈にもとついて必要な予防事項を

実践しようとする意欲1態度）をもたせるようにするこ

とであろうと思つている，

　学校内での保健教育では、歯の予防事項として必要な

事項の習慣形成のようなことになると、少し限界以上の

ように思われる。

　2．従来の運動1キあンペでン）の効果の反省

　従来の運動を、いま教育活動の分野から眺めたとき

に，理解向上の．予防事項の実践意欲の向上，実際の効

果というようなことにっいて○検討がなされているかと

いう点である；t

　ムシー歯の問題は、0歳から100歳までの問題であり，

かっ46時中の問題で休日がない一ある期間の医院患者

i数．歯ブラシの売上数だけで効果判定ができないことで

あり．滲透，広凡、持続．向上．変化というような教育
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活動としての基本的問題についての反省が必要と思われ

る。

　このところは、運動の実施の中で，教育活動としての

意義をどう認めるかということにもなる。

　3．痛くなつて歯医者にいく，痛くなるとわるいから

　　歯医者にみてもらうという行為の保健教育的検討

　苦痛という刺戟のために，この苦痛からのがれたい感

情のため，医者に行くという行動は，学童のふだんの姿

である。このような行動は衝動的な行為で学童に限つた

ことではない，ところが，痛くなるとこまる，だから医

者にみてもらおうという心情は、理解、意志の過程で，

他の欲求を制止して医者に行く行動で，全く意志的なも

のである。この両行動をみて．保健教育に反省すべき点

がなかろうか。

　4．予防上の基本的な実践項目の徹底

　健康を保持増進していく上で，（ムシ歯予防に限らず）

生物としての基本的な行動様式があろうが、この基本的

な行動様式の習慣化に努力しなければならない。このよ

うな行動の習慣化は．ムシ歯の予防の上からも基本的な

行動であろう。

　5．今後の運動の進め方についての反省

　教育活動としてみるときは，教育社会への滲透をいか

にするか、ある期間の運動であつても．つねに学童に関

心を持たせるにはどうするか、指導したことと実践との

結びつきをどのようにするとよいかということが大きく

取りあげられるが，これらは、運動の実施機構，むし歯

についての教育課程．学校保健における医療費等の問題

となつてこよう。

（歯科関係者）

向　井
　（論　旨

男
）

　

掲

喜

別は

討 議 会（パネル形式）

本大会のメィンプログラムともいうべきパネル形式による討議会は（A），（B）の発表1

内容を中心にして（A），（B）の発表者追加討論希望者および各層代表者を加えた18名

により活澱に行なわれた。

運営組織

　　座長栃原義人
　　連絡係角　孝好
　　連絡係　川口　吉雄

　　記録係　前田　秀夫

討　論　者

　　　　　石田　順平

　　　　　森　　茂一郎

　　　　　榊原悠紀田郎

　　　　　荒巻　広政

　　　　　地挽鐘雄

　　　　　大沢三武郎

　　　　　後藤　宮治

　　　　　下　田　　功

　　　　　向井　喜男

　　　　　丹羽　輝男

　　　　　山　田　　茂

　　　　　亀沢シヅヱ

日本学校歯科医会参与

和歌山県教育庁学校保健係長

和歌山県教育庁学校保健技師

和歌山県学校歯科医会理事

大阪市中津小学校教論

大阪市曾根ケ崎小学校教諭

横浜市学校歯科医会

秋田県歯科医師会

東京都学校歯科医会

大宮市学校歯科医会

京都市学校歯科医会

東京都立久留米養護学校長

日本学校歯科医会長

日本歯科大学教授

日本大学講師

日本学校歯科医会常任理事

　　　　吉田螢一郎青森県教育庁指要主事

以上の諸氏により熱心な討議が行われたが，それをま

とめてみると大体次の通りである。

O小学校における保健学習

　・A氏　本校は環境に恵まれない地区の児童が多く，

　　　　保健に関する知織程度が非常に低かったので

　　　　　一応関係各教科で取扱つている保健の内容を

　　　　　充実して実施してみたがうまくいかず，結局

　　　　　保健学習の時間を特設（年間約35時間）して

　　　　　いる。なお学習内容としては知的理解のみに

　　　　　とどまらず更に自分の健康を保持増進するた

　　　　　めにはいかにすればよいかというところまで

　　　　　延ばすべく努力している。

　　　　　現在校長以下各教員の絶大な協力により効果

　　　　　をあげている。

　・B氏　習慣形成には特に力を入れねばならないので

　　　　　理科，家庭科，社会科等関係教科で知的理解

　　　　　させるのみならず、保健の時間を特設し，歯
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　　　　を磨かせたり．帰除の時にマスクをかけさせ

　　　たりする実際的な習慣づけを行つている。

・ C氏　保健の時間の特設にっいて教育委員会の立場

　　　から云うと、すべての学校に特設させるとい

　　　うことは困難な問題であると思われるので，

　　　一応今の段階では道徳の時間の中で取扱つて

　　　いくようにしてはどうかと思う。

O学校における定期健康診断（歯の検査）時の初診

　i料について

・ D氏

・ E氏

定期の健康診断は学校教育の一環として検診

を行うものであり．将来の治療方針や予後を

考えるものではないから学校医，学校歯科医

を厚生省管轄の医療担当者と考えるのは理論

的には少し矛盾している。

日学歯も只今の御発言とは同一見解で，学校

における健康診断を医療行為を前提とする診

断，所謂初診行為とは考えてはいない。

日学歯常任理事会が可決した「学校保健法第

6条における健康診断のうち歯の検査を初診

行為と見倣すことの不当について」の意見書

を日学歯第4号会誌（76頁）に詳細掲載して

いるから読んでいただきたい。

O校内処置及び校外治療の料金について

　・F氏　校内処置の料金については材料薬品等の関係

　　　　　上最初は1歯完了と同時に実費として30円

　　　　　程度徴収していたが現在は100円程度徴収し

　　　　　くいな）o

　・G氏　校内処置，校外治療を問わず料金はともする

　　　　　と学校歯科医の犠牲において実施されがちで

　　　　　あるがこれはよくないことでもあり又長続き

　　　　　はしない。長続きしなければ意味がないと思

　　　　　う。

　　　　校外治療の最低料金はやはり健康保険法に基

　　　　づく診療報酬の額とすべきで，保険未加入者

　　　　　については学校発行の治療票を持参すれば保

　　　　険加入者と同様iな扱いをするような方法がよ

　　　　　いと思う，

　・H氏　東京は昭和34年12月より皆保険となり国民

　　　　健康保険が全部にゆきあたっているので保険

　　　料金により実施している。

°1氏　校外治療を徹底させるためには学校歯科医の

　　　犠性において安く治療するのも必要なことで

　　　あろうと思う。而し貧困家庭（要保護児童生

　　　徒ならびに準要保護児童生徒）については学

　　　校保健法による医療補助もあることであるか

　　　らただ犠牲を払つて行なうのは趣味的なもの

　　　であつて決して好ましいことではない。治療

　　　勧告を行なつた計画に基づ校外治療だからと

　　　いって保険料金の半額或いはそれ以下で治療

　　　を行なうことはよくないことである。

・J氏　神戸市学校歯科医会が行なつている実情を報

　　　告したい。

　　　定期の健康診断における歯の検査とそれに基

　　　づく家庭連絡のみでは学校歯科医としての使

　　　命は十分果せないので本年度は定期の歯の検

　　　査以外に，一学期には要治療児童生徒の検

　　　診，二学期には第二回目の全員検診、三学期

　　　には第三回目の全員検診と都合三回の追求検

　　　診を実施している。

　　　このほか小学校年生の約C，4，800本のアマ

　　　ルガム充填を本人無料で実施した。予算とし

　　　ては神戸市全体の協力を得て250万円獲得し

　　　ている。

O討議を総括して

・K氏　私個人の考えでは向井会長のお話の中にもあ

　　　ったように生活教育は教師と親のつながりが

　　　なければならぬ。保健問題については児童生

　　　徒を中間存在と考えた時，教師（親）←→子

　　　供←→医師の幾人かの分野に足をふみ入れね

　　　ばならぬ，一般には自分の家のまわりを美し

　　　くしても教育の場の中に足をいれなやんでい

　　　る状態である。かかる意味で教師，医師，親

　　　等が一堂に会して考えを発表する場をもつこ

　　　とが大切であると思う。

　　　子供が家で寝る時に先生の顔を思い出して歯

　　　を磨くというように，精神的に局所アレルギ

　　　ーとする即ち教育の局所注射をしておくのが

　　　必要であると思う。
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全　体　協　議　会

　本大会のしめくくPともいうべき全体協議会は同日15時30分より4都府県学校歯科医会より提出さ

れた5議題について終始活澱に討議された。

　開会後議長団の選出が行なわれ、推薦によつて各氏が議長席にいった。

　　　　議長団　　湯　浅　泰　仁（日本学校歯科医会）

　　　　　　　　　　久保内　健太郎（青森県学校歯科医会）

　　　　　　　　　　富塚時次郎（神奈川県学校歯科医会）

　　　　　　　　　　坂　本　：豊　松（和歌山県学校歯科医会）

　1．第23回全国学校歯科医大会経

　　　過報告

　青森県代表により同大会の事後処理について報

告し，第23回大会の決議事項については去る5

月，日本学校歯科医会より交渉した結果を各都道

府県学校歯科医会宛報告したとおりであるから本

大会での詳細説明は省略する旨説明し，あわせて

その時の全国会員の協力に対し謝意をのべた。

　　　2．第25回全国学校歯科医大会開

　　　　　　催についての報告
li第25回全国学校齢医大会は轍神奈川県

1において開催されることに決定した旨議長より報

ll　告し，引続いて神奈川県代表が挨拶を行ない協力

　　を求めた。｝
1

　　　3．協　議l
ll　　全体協議会の協議経過並びに結果は次のとおり
S
i　　である。i
！

i・号議案「学校保健法施行会第7条の51こ乳歯

　　　　の抜去を加えることを要望する」

i　　　　　　　　　　　　東京都学校歯科医会

｝　　（提案理由）

　　　政令第7条ではう歯のアマルガム充填は認めら

　　れているが，要抜去乳歯の抜去は認められていな

　　いo
　　　　しかるに実際に健康診断の際には当然抜去せね

　　ばならぬ乳歯』が相当数あるつを発見するわけであ

　　　るが，この抜去もう歯のアマルガム充填同様に項

目に加えて頂き，将来この面でも何等不安なく処

置できるようにして頂くべく提案する次第であ

る。

　（協議経過並びに結果）

　要抜去乳歯の晩期残存は後続永久爾並びに歯列

に悪影響を及ぼすこと大であるから，永久歯のア

マルガム充境同様項目に加えること。可　決

　なお「学校保健法に基づく要保護並びに準要護

児童生徒の医療費を大幅に増額すること」並びに

同医療費補助に関する事務の簡素化を図ることを

もあわせて可決。

　2号議案「学校歯科医の担当する児童生徒の限

　　界を定めるよう当局に要望する」

　　　　　　　　　　　長崎県学校歯科医会

　（提案理由）

　一校につき一名の学校歯科医を原則とする現状

では都市の学校において児童生徒数が2，000名な

いし3，000名が普通であるのでこういうことは，

学校保健法に基づく学校歯科医の執務内容からみ

ても，また従来の実績からみても，学校歯科医の

執務負担過重であることはいうまでもない。よつ

て学校歯科医の担当する児童生徒数の限界を定め

るよう当局に要望する。

　（協議経過並びに結果）

　学校保健法に示された学校歯科医の執務内容か

らみると，多数の児童生徒を抱える学校にあつて

は一名の学校蕾科医では負担過重であり，またそ

の職責を完全に果しえない。よつて学校歯科医の

担当する児童生徒の限界を定めるとともに学校歯

科医の依嘱に当つては適正に処置するよう行政措
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　　置を講ずること。可決

　　　3号議案「歯の検査票の様式および記号に関し

　　　要望」

糞　　　　　　　　　大阪府立高等学校歯科医会

寿　（提案理由）

菱　　現在使用している「歯の検査票」の様式および

a　記号については不備な点がはなはだ多く，これが

　　ため実際面の運用に当つては統計，事後措置，保健

　　指導に関し克くその真を把握しえない感がある。

　　　大阪府学校歯科医会および大阪府立高等学校歯

　　科医会では学校保健法実施以来この点に関し鋭意

’　研究を重ねてきたが特に当大阪府立高等学校歯科

　　医会では高等学校の特殊性をも勘案しここに歯の

　　検査票の様式並びに使用記号につき成案をえたの

　　で全面実施方を要望する。

　　　（検査様式は略してその記号欄のみここに掲け

　　　る）

　　　（協議経過並びに結果）

　　　学校保健法に基づく現在の「歯の検査票」の様

　　式および記号については，実際面の運用に当つて

　（協議経過並びに結果）

　学校保健に基づく健康診断の事後措置を単なる

通知勧奨行為のみに終らせることなく事後処置の

徹底を期し，学童の健康の保持増進をはかるため

学校保健法施行令第7条に示された範囲の疾病

（いわゆる学校病）を対象とする仮称学童保険（低

額な保険料金による）を創設すること。なお創設

に当つては学校保健法その他関係諸法との調整を

図り所期の目的が十達成できうるよう早急に措置

を講ずること。可決

　5号議案「日本歯科医師会に学校歯科衛生部を

　　設置し，学校歯科に関する事業の発展，強化

　　を図るよう要望するの件」

　　　　　宮城県歯科医師会学校歯科衛生部

　（提案理由）

　学校保健において，特にむし歯半減運動の推進

については全歯科医師の協力をえなければ到底そ

の目的は達成されない。

　学校歯科衛生の強化，徹底は学校歯科に関する

事業を日歯に移管統轄し，その綜合力の発動によ
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続計，事後措置，保健指導に関して不備があるの

で様式および記号等を改めること。可決

　4号議案「学童保険（仮称）の創設を要望

　　する」

　　　　　宮城県歯科医師会学校歯科衛生部

　（提案理由）

　学校保健法の成立後，これが施行に当つて学校

歯科医として学童の保健管理上，結核対策の結核

予防法のごとき強力な推進源が必要であることは

何ノ、も多年にわたつて痛感しているところであ

る。

　低額な保険料金で法第17条の政令による疾病の

診療的内容の学童保険（仮称）の実現を期したいc
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つて始めて可能である。

　（協議経過並びに結果）

　各府県会員より賛否両論が続出し結局次のよう

な議長調整案を可決

　◎議長調整案

　伝統ある日本学校歯科医会を即時解散し日本歯

科医師会に統轄するという提案については徹回い

ただき，従来よりもより緊密な連絡をとりながら

今迄通りの併立の形で存続することにし，日本歯

科医師会は日本学校歯科医会の発展のため親元と

して大いに御指導，御鞭控いただくよう御協力方

お願いする。

’9　　』璽　　　一．b曳
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教育視察

　過去幾度か開催された全国学校歯科医大会の教育視察

の状況（特に昨年青森県において開催された第23回大会

における教育視察校5校に対して視察会員50名という

誠に憂うべき数字）から考え，本大会においてはせめて

参会者の半数だけでも視察願える方法がないものかと種

々検討した結果御承知のとおり観光日程へ教育視察を織

りこむ方法をとり，600有余名の会員諸先輩の視察をい

ただき種々御指導賜わったことは斯道について後進県で

ある本県にとつて誠に大きな収穫であり又過去の大会に

おいて前例のないことであつた。

　なお本県には全国健康優良学校特選校のほか南国味温

れた環境優良校等，視察願いたい学校があつたが，本県

の地理的条件限られた予算，程度等より考えあわせ下津

小学校，岩出中学校の二校に限定せざるを得なかつたこ

とは誠に残念であつた。（なお両校の学校保健活動状況

については別途掲載の資料を御覧いただきたい）。

○海草郡下津町立下津小学校

・ 参加者数

　　　　　児童による器楽演奏

10．10～1030

　　　　　学校歯科の概況説明

10．30～1100

　　　　　校内視察

420名

概　要1　特
　　　　　L

色 交　　通

児童数765
1’

謹虐犠覆購雛鶴
　　　　　2学級教　17
　　　　　1

数員教　20・3

　・期　　日

　・視察日程

拶挨長校学長育

儒
㎜
～

土
～

日
3
0

26

9
月
前9
午

509

児童会活動と校内処置10分
並びに校外治療　1

給食後の歯磨指導　　i
　　　　　　　　　　t

　　　　午前9時30分より

G那賀郡岩手町立岩出中学校

亜　　要 特 色 交　　通

　　　　　11
生徒数702
　　　　　；っ

学級敷　15

　　　　　13．
教員数　22
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生徒会活動ると地域社和歌山緑岩出
会の協力によむし歯半駅下車徒歩約
減運動　　　　　　　　10分

篠懇讐野書誌劉
　　した保健計画
1・学校環境

聴
、
㍗
噌
，
「
ご
，
争
－
－
を

4

麟灘ぐ

・ 期　　日

・ 視察日程

・ 参加者数

9月26日　午前9時30分より

午前930～9，40　学校長挨拶

　　940～10．00　学校歯科の概況説明

　　1000～10．30　校内視察

130名

観 光

　懸念された空模様も一夜明ければ雲一っない絶好の観光日和となり観光部員は前日行なわれた大会の

汚名を一挙に挽回せんものと大いに張切つた。

　しかしその甲斐もなく出発から頓挫し，会員諸先輩に多大の御迷惑をおかけしたことは誠に申訳けな

いと思う。

　参加者はA，B両コースをあわせて550名という大観光団にはなつたが，大会当日になつて取P消

し、追加およびコースの変更等が入り乱れ当初の割当ては全部御破算，始めから組み直しという悲惨な

状態に追いこまれる始末，中には出発前になつて申し込まれる会員さんも現われ係をあわてさせたもの

である。

　観光申込受付はやはり当初の締切期日で打切り，大会当日の受付は絶対すべきでないことをつくづく

反省させられた。

OAコース（白浜観光）メモ

　予定より遅れること30分．宿泊地新和歌浦をあとに

6台の観光バスをつらねて出発したf途中奥新和歌浦．

雑賀埼養翠園（元徳川邸）、西国第二番の札所紀三井寺等

の数々の名所旧蹟を車窓よP眺thながら一路下津小学校

へ児童の器楽演奏に始まつた約一時間の教育視察日程を

参加者　420名

終え白浜温泉行準急急列車に乗車し．一息っいたのはも

う正午近くであつた．早朝からの強行軍に会員諸先輩も

いささか疲れ気味。幸か不幸かミス歯科医師会事務職員

令嬢により首に掛けられたキャンギイーレイによつて車

中はぱつと明るくなった。この1肖こそは相当フイルム会
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社に奉仕したことであろうし又誰もの写真帳のスペー

スを埋めていることであろう。白浜口駅ホームに降りる

やキャンデイーレイの中の老好紳士の笑い声とともに

「君，君，車中からは満点だよ」と聞かされたときはお

蔭でほつとし「もう観光に来ているんだよ」と自分に言

い聞かせるとともに，もてあます背筋をやつと伸ばせて

もらつた次第。

　やがて一行は七台のバスに分乗し京都めぐりえ，東の

熱海．西の別府とともにわが国屈指の温泉地で・20余の

源泉から湧き出る豊富な湯の魅力と，これを囲む白浜崎

一
千畳敷一三段壁一平草原一円月島一水族館一熱帯植物

園とベラエテイに富んだ観光資源は南欧のニース・モン

テヵルロを思わせるものがある。

　万葉の古歌にもその美しさが讃えられている白砂の青

松の白良浜，黒潮おどる熊野灘に面し，段階状にゆるく

ス’＝一プを描き、ちよつとしたロッ久クライミングが

楽しめさうな岩場の千畳敷，高さ50米余の岩壁が縁深

の轟面に直立し目のくらむような壮絶な光景をみせてい

る三段壁等の南国清緒豊かな数々の絶景には，遠来の諸

先輩にさぞ満足いただけたことと思う。二時間余の泉都

めくりを終え，パスは一路国際観光旅館白良荘え

　思えばニカ月余にわたる宿泊計画も刻一刻と最後に近

づ、’ているのだ。日毎に変わる予約の動きにすつかりて

こずつたが，まだまだ油断は出来ない。果してこのまま

各部屋えスムーズには入れるかどうかが問題だ，たとえ

予約のとおりここまで来てくれていても部屋え入れば苦

情が出てくるものである。それにしても本物の番頭さ

んはうまくこの仕事から手をひいている。後の苦情処理

はすべて大会事務局えという腹づもりらしい。最初は白

　良在館だけの全館借り切りという形で交渉を進めていつ

OBコース（高野山観光）メモ

　千百有余年開法燈ゆるぎなき宗祖弘法大師御開山の天

下の霊場であり、又天然の偉容を誇り年々多数の善男．

善女の登山参詣Nを迎え，わが国屈指の観光地として脚

光を浴びてきた高野山えと第24回全国学校歯科医大会

最終日第二日目のBコース観光団130余名は2台のバス

に分乗して紀北の沃野を縦断する紀の川を右に左に舗

装完成の真新らしい国道第24号線を一路高野山えと向

つt。二日間にわたる大会の疲れもそろそろ出てきたの

か、やや疲労の感があるが，観光高野山えの夢の実現に

車内の顔は明るい。

　途中，岬出中学佼に立ち寄る、県健康優良学校として

ズ保健体育優良校として全国的な表彰を受けた学校だけ

たが，名簿と宿の見取図をみくらべ・又数回にわたる実

地検証の結果分宿も止むを得ないという結論になつた

が，こうなれはよそとの比較，部屋毎のさげくらべが当

然おこってくる。最善の努力と注意を払い，少くても安

らかな楽しい旅の一夜を過ごしていただきたいとは事務

局全員の願いだが，何といつても手不足と経済的な面で

なかなかうまくいかない。バスが玄関に横ぢけされ，宿

泊券に記入された室名をたよりに女中さんの案内で各部

屋にわかれていったが、案のじようその後の苦情処理の

忙がしいこと。何のために今まで苦労して部屋割をした

のかわからない。遠路全国各藩からのお殿様の御到着と

もなれば戦国絵巻さながらの光景である。

　ここ紀州藩五十五万石の藩内で早速「足軽共頭が高い

そ」とお殿様ぶりを発揮するもの。日頃大奥生活ばかり

の奥方のダダッコをなだめるお殿様，たとえ一夜の宿と

は云え威厳にかかわると，上の問と下の間の取りあいを

はじめるお殿様とお殿様，少しおみきが廻つてくると奥

方をおっれしなかったお殿様はアベックお殿様を優遇し

すぎるとやけるお殿様「大儀であつた苦しうない近こう

よれ杯をとらすそ」のお殿様。疲れたであろう大儀であ

ったと御褒美を出されるお殿様・…・。

　しかしやがて時間とともに沖舟の火も消え，白良浜の

波の音のみ高くなり遠くうつるネオンもにぶく，白良荘

屋根を形どるネオンのみが，くつきりと夜空に輝き白良

の白砂，青松をきれいに映し出している。

　全国各藩のお殿様も思い思いの夢路をたどるときがき

た。この夜のとばりが明ければ又好紳士，淑女によみか

えらせるであろう。

　御無事を祈つて皆で宿を引きあげた。
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参加者　130名

あつてさすが保健面に充実した経営ぶりが発揮されてい

る。校舎．校庭の環境の整備については都合の学校には

見られない規模、‘‘学校には勿体ない庭園だね”。とあ

ちこちから勿体ないの言葉が流れる。

　約40分間にわたり運営面並びに実践発表を聞き午前

11時すぎ出発、出発にあたつて観光バスのガイド嬢よ

り一人一人に丁寧にキャンデイーレイをかけられ少し照

れ気味の紳士方，ハワイ帰Pと一寸しやれこんで庭園を

バックにばちりぱちリカメラを向けての記念撮影。

　車は高野口町附近で国道24号線と別れて大きく右手

に折れる，道路は狭く側面にあらわれた奇岩絶壁もいよ

いよ深くなるにつれて疲暑もややうすらき深山えのさそ

　いを肌身に感しる。間もなく有料道路にさしかかる。未

　だ汚れ味を知bないコンクリートの欄干，車はつづら折

　　りの坂道を，右に左に渓谷を渡り、通Pすぎたうしろを

　振り返えれば欄干又欄干、絵に見る万里の長城さながら

　に，私達の目の驚嘆を言葉に変える。さすがに天下の難

　工事中の難工事　延々16Kmの労苦のあとがしのばれ

　る。ガイド嬢の絶えることなく‘‘立板に水を…　”通

1斯廉繕獄蟹蜜叢鍵這愚：：富

1て諸馳禅院に到巻ひとまつ落猪き・験をとる・
rr　二時間に余り私達の目をひきつけた天然の美の一幕が

三終Pうつて変つた霊気盗ふるる天下の霊場のステージに

3　立ったのである。

「　先づ奥の院本廟えの参拝，弘法大師自ら廟窟に入られ

～　て以来，日夜香煙の絶えない山内最高の霊けんさに何か

　　しら身のひきしまりを感じる。参道に立ちならぶ万余の

　　大小様々の墓石も大師の御心に抱きかかえられる如く，

　　千古の天をつく老杉にささえられて静かに眠り，ただ参

　　拝者の足音のみを残すだけ，俗界から遠く隔離された新

　　天地の感がする。

　　　反面，目を立ちならぶ大小の墓石の規模、形態に転じ

　　た時，心なしか栄えるものは衰えるものをしりぞける人

　　聞世界の、みにくい栄古盛衰の縮図さながらに見えるも

　　のも一興がある。

　　　案内人のユーモアをたつぷりの説明ぶりに時々一笑が

　　おこり，兎に角沈みがちになる参詣入の心をかきたて

　　る。

　　　初秋の日ざしはまだまだ明るい筈だが，山内ははや晩

　　秋，日は木立にさえぎられ日ざしは益々くらい，次に車

は金剛峯寺えと走る。真言の総本山として天下に君臨す

るだけあつて建物の偉容にしほし荘然、寺内の由緒深い

各室、それを飾るが如き名画室のしっらえ，素人なが

ら何かにひきつけられ，後に続く列をも忘れて時々足を

釘づけにせられる。大広間に通され一同一ぷくの茶のし

ぶさに俳聖茶の気分にひたりつつ，根本大塔へと歩を運

ぶ。周囲緑におおわれた中に目のさめるような朱塗りの

高さ丈の大塔，仏の都印度がタイ国でも来た異国情緒豊

かにただよう中に，むさぼるように思い思いのポーズで

シャッターを切り，先を急く車の足をとめることおひ

ただしい。

　かるかや道心とその子石童丸との悲しい物語りで有名

な苅萱堂も忘れることのできない印象，これがわが子と

知りつつもそれなる父は死に果ててここにぞ墓が…・

・・” と淀むことなく悲哀を秘めて説明する案内人の絵物

語り．ハンカチを取り出しそつと涙を拭う御婦人方もあ

ちこちに見受けられ御婦人に強い母性愛が強く感じられ

た一こまであった。

　山の宝物五千余点を集めた霊宝館等のまだまだ私達を

放心できない数々の観光もついに終了、日はとつぷりと

暮れ山の夜は訪つれた。霊けんあらたかに身にひきしま

る場所，古人の一幅の味をしめる場面，異国情緒の一一一断

面，母性愛に泣く人間に理をえぐる一こま等々起伏に富

む人間心理を一幅の絵物語にして展開された二時間足ら

ずの駈足観光ではあつたが私達の心を充分に楽しませ

た。

　‘‘来年又ゆつくり来ましよう”の合言葉を残して宿

坊での一夜をあかし，婦人歯科医師会の先生方は紀南の

観光えと出発していった。

ロ腔衛生資料展示室

　展示室誕生の兆しをみたのは大会一年前ところがどん

な形式で，どういう内容でするかということでいささか

悩みました。正常分娩は望ましいのですが興味がない

し．それかといつて異常分娩では困る。又子宮外妊娠に

なつては大変ですから産科医．助産婦は勿論、御主人の

意見を十分聞いて展示室設置の方劃を決定した。

　即ち　1　目新らしいものとする．

　　　　2．教育的なものを集める。

　この方針をよく検討して遂に展示内容を決定したので

あるがs歩いている時、電車に乗つている時、又夜床に

っいてからも展示室のことが頭に浮んて消えない。

　外国の資料を集めることに決定したものの，依葉先を

どうしてしらべるか，幸，向井日学歯会長の御言により日

学歯で外国歯科医師会の名簿と在外公館の所在地を御教

示願うことができた。依頼の手紙を書かねばならないが

今まで公式の英文手紙を書いたことがない（ラブレター

は何回も書いたことはあるが？ノそこで早速書店で「虎

の巻」を購入し三日三晩考え原稿をつくつた次第，原稿

は一応作つたものの目信か7sいのて米人で和歌山在住約

十年のグリーア師に添削していたたき，大阪YMCAで

タイプ印刷の上，依頼団体である世界各60国の協会え発

送した。発送が6日ということになると各国ともすく夏
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第24回全国学校歯科医大会参加者名簿
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休みにはいるから子供達の作品はおそらく入手できない

だろうとのYMCA世古主事の話にいささかがつかり，

ところが依頼状を出してしまえば虫のいいもので早く返

事がくればと，毎日首を長くして待ちに待つた。十日目で

遂に第一便が到着した。ギリシャからである，発送先は

歯科医師会という名称ではなく「口腔学協会」というの

でしようかStomatological　Society　of　Greeceとなつて

いた。案の定「学校は休暇にはいるので子供の作品は入

手困難」との返事，次は香港からでHong　Kong　Dental

SocietyのDr．　E．　Cheingから，これには子供達（多

分中学生でしようか？）の作つたポスターが三枚と，中

国語，英語の両国語で書かれたリーツレツトが数葉，内

容は子供が見ても大人が見てもよくわかるように，且つ

興味のあるようにリーフレツトの折り方を工夫してある

のには感心させられた。

　その後続々と到着し、事務局の女子職員は珍らしい切

手に大喜び，アラブ連合，ドイツ，アメリカ，スイス，

英国の七団体からの分が大会に間に合つた次第。イスラ

エル，オーストラリヤ．ブインランドは大会終了後に到

着し実に残念，資料は御覧いただいたように各団体とも

よく工夫され，子供向き，大人向きのものそれぞれよい

アイディアをとり入れていたのは感心させられた。それ

にくらべわが国の資料はどうも工夫が足りない，早期診

断，早期治療という医学的な面の啓蒙はできているとし

ても予防のための教育的な配慮がもっともつとなされる

べきだと反省した次第である。そこで集つた資料をどの

ように展示するかということが問題になり，あれこれ考

案したのであるがなかなかよいアイディアが湧いてこず

一応の案をもつてライオン歯磨大阪支店の本村氏に相談

して決定した。

　オリンピックではないが参加各国の旗で装飾しようと

いうことになつた。ところがその旗が問題でアメリカ，

イギリス，スイスは簡単に入手できたのですが，アラブ

連合，ギリシャ，西ドイツの旗がなかなか手にははらず

ライオン歯磨大阪支店長さんの御紹介で新大阪ホテルま

で借用に出かけた次第。

　資料の中で特によいと思ったのはアメリカの子供用パ

ンフレットで、クレヨン画で書いた簡単な物語り風のも

の，又「ぬりえ」式になつているものだつた。なお日本

の資料にあまりみられない点で各国共通の内容は次の三

点である。

　1．子供達が喜んで歯科院を訪問するように書かれて

　　　いること。

　2．年2回歯の健康診断をすすめていること。

　3．歯のためになる食品を普及するように努力されて

　　　いること。

　今回の展示室設置に当つて，学校歯科医は技術的な面

の職務に専念するだけではなく，同時に保健教育に対す

る指導を現場の教師とともに考えていくべきであること

を大いに考えさせられた次第である。

　最後に御協力いただいた方々に感謝申し上げるととも

に海外各団体の名称をかかげて謝意を表したいと思う。

　　American　Dental　Association．

　　Australian　Dental　Association．

　　British　Dental　Association

　　Bundesvervand　der　Deutschen　Zahnarzte．

　　Dental　Association　of　Israel．

　　Egyptian　Dental　Association．

　　Finnish　School　Dental　Association．

　　Hong　Kong　Dental　Society．

　　Internationele　Zentralstelle　fUr　Zahn　hygienische

　　Volksauikllirung．

　　Schweizrischen　Zahnarztegesellschaft，

　なお英国の保健省（Ministry　of　Health）のChief　In－

formation。からも資料をいただきました。

　　　　　　　　　　（H．K．記昭和35年12月）
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第24回全国学校歯科医大会収支決算書

一

一一一 一一＿　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一一一　一＿　　　＿　　一
　7－一

一歳 入 ；　　歳 出

一一

項　『一
目　　1　金　　額　　　8　　』一一

i金　額
1

　　　　一一＿一「 ｝一一　　　一一一一　　　　　　一一冒一　　　　　　一　　　　一一一　　　　　　r1． 日　本歯科医師会　「　　　200，000円 1・旅　　　　　　　　　費 298，337円
2． 日　本学校歯科医会　：　　　100，000 2・接　　　　待　　　　費 544，784
3． 和歌山県教育委員会　　　　　150，000 3・　　F…「」　　　昂11　　　製　　　　本　　　　費

337，655
4． 和 歌　山　市i　　75，000 4．消　　耗　　品　　費 76，238
5． 会 費　　　　702，000 5．賃　　　　　　　　　金 37，000
6． 和歌山県歯科医師会　，　　　177，400 6・通　　　　信　　　　費 51，831
7． 和歌山県学校歯科医会　　　　　300，000 7・報　　　　償　　　　費 275，780
8． 展　　示 広　　告　　料　1　　　197，300 9・会　　　　場　　　　費 97，315
9． 観 光　　　　　費　：　　1，272，000 9．視察研究費及び補助金 91，631
10． 雑 入1　　8・971 10・観　　　　光　　　　費 1，372，000

～＿＿

計　　　【3，・82，57・｝　　　一『｝一一＿

計 3，182，571

一

一 冒一一一 一山一

ー
　
1
　
　
　
－
　
－

匡：至］
｝

歯科医の子弟の鯖蝕罹患状況 i
i
l
　
N
。
w
l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ludwi＆Denby＆Struther

zealans歯科医師会の歯科衛生教育審議委員会では，歯科医師333人に質問書を出し， l
Ii その子弟の鯖蝕罹患特態の調査を行い，これを対象と比較した。 ：
1

1
　
　
　
ー

歯科医師の子弟333人についての記録と、 145人の対照とを比べた。そのちがいはたしかに
1

1

歯科医の子弟の方が低かつたが，3～5歴では差は85％程度であつたが15～17歳では33％程 「

度になつていた。そしてこの差は有意のようであつた。
口

平均DMF歯数
i

1 歯科医 対　照 ［
1

1 6～8歳　　　　　　　　　　　1．54
2．39 ：

9～11歳　　　　　3．29 6．14
1

1
12～14　　　　　　　　　　　　6．80

12．46
I
　
　
I
　
　
l
　
　
I

15～17　　　　　　　　　　11．21 16．61 ［
1i 当然のこととはいいながら，歯科医が自分たちの子弟の歯科的健康にとくに注意しているこ ｝

とがよくわかつた。 1

1 （Caries　prevalence　alnonyst　olcutisto　children　New　zealans　D．3、56：174 1960）　　　：

一 一
1
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大会事務局事業内容

ユ

一
事

総　　務　　部

項 内 容

イ1）
総合準備計11．

画　　　　l
　　　　　l2．

　　　　　13・
　　　　　14．

　　　　　｝5・

　　　　　16．

　　　　　　7．
　　　　　」

準備委員会の構成委員の委嘱及び実
施計画

予算案の作成

大会開催要項の作成及び配布

大会案内要項の作成及び配布

大会資料の募集計画

広報活動の計画

視察校の指導助言

（3）本部，役員

　　室の設定

（4）受付接待

1．本部，役員室，来賓室の設定

2．商社控室の設定

1．駅、会場受付計画と人員の配置

2．湯茶の接待計画

3．役員，会員の昼食計画

場会示展　5（

，12）

〈3）

連絡調整 1．関係官庁との連絡

12．諸団体との連絡

3．各部の連絡調整

i1・雑鋸聯示場所の決定とその

2．出陳商社の受付認定及び展示場所の
i　抽籔
13．展示案内の作成標示

＿＿．＿／（6）

lL＿－

1（7）

大会役員
並びに来賓

〈4）参加章及び

　　胸章

〈5）1記念品その

1他

1．原案の作成及び委嘱

2．役員章の考案作成

3．来賓等の招待計画

1．参加章の考案作成

2．胸章（ネームプレート）の考案作成

11，記念品の選定準備と調達

2．大会書類袋，挿入パンフレット，
　　タログ，絵葉書等の湯備と調達

匹実施計画一　　一
12．祝辞，挨拶等の計画及び依頼

カ

即売場

大会宿泊計

画

【（8淑会宿舎業

（6）1開閉会式

（7）懇親会 【1．懇親会並に昼食（役具会員1の調達

i2．民芸の折衝と運営

務の運営管

理

1．市民会館内の即売所の決定とその計
　画及び管理

2．即売品の撰択と商店の認定

1．宿舎及び宿泊料金，飲食品料金の決
　定
2．和歌山市内宿舎見取図の作成

3．各都道府県別の宿舎及び宿泊者名簿
　の作成
4．旅館の割当

5．25日の会場～旅館問の送迎用バスの
　手配
6．乗車手配計画

7．大会役員，来賓等の送迎計画と運営

　r〈8）唱言者経理 1．各種分担金の歳入計画　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　2．広告，寄付、出陳等による歳入計画

3．予算の執行
く9）総会　役員11・計画と準備
　　会　　　　　　　12．日本学校歯科医会との連絡

1．大会宿舎の食事献立の決定と指導

2．　　〃　　サービス指導

3．　　tt　　飲食品従業者の衛生管理

4．　　〃　　宿泊手続等の連絡

3．視察観光部

（1）

，（1．）記録写真 1．記録写真作成計画

2．撮影及びアルバム作成

3、即売計画

2．設　　営　　部

く1） 会場設営 1．会揚の標示と飾付

2．拡声器，マイク，レコードプレヤーii
　　の設備　　　　　　　　　　　　1
3．役員及び本部机蒲子暇備　li

4．歓迎アーチの設定　　　　　　　　ii

5．横断幕の施設
16．府県別配当礁示板　　／

ll（2）

l
ll

1

／

輸送計画　　1．県内交通見取図作成

　　　　　　2．視察観光コースの輸送計画と運営

観光進画 11．各部都道県別の観光者名簿作成

｝2．観光コースの決定

3．観光案内の作成と配布
14．観光案内所の設置

5．接待計画の作成

6．観光宿舎の選定及び宿泊料金の決定

7．　　〃　　食事献立の決定と指導
18．　　〃　　飲食品従事者の衛生管理

9．　　〃　　サービス指導

ゆ1視察計副・．視察曜の械

一
1L．＿⊥＿一＿，

｝2．パンフレットの作成

ζ2）1 駅頭、店頭i1・歓迎横断幕の設定

1の飾付

　

、1

i2．歓迎標の作成と標示

i3．宿舎歓迎標の作成と標示

14．標示場所の計画表作成
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大会名誉会長

大会名誉副会長

大 会 長

大会副会長
大　会　顧　問

大　会　参　与

大会委員長

大会副委員長

大　会　委　員

総、　務　部　長

〃　副　部　長

大 A云 役 員

向　井　喜　男

浜野松太郎，湯浅泰仁、前田勝，岡本清縷

牧　野　　隆

小沢忠治，村上寅雄，坂本豊松，北村七三雄

荒木万寿夫，中山マサ，佐藤運雄，小椋善男，松原勉，長屋弘，竹中恒夫，中村英男．

池田明治郎，鹿島俊雄、河村弘，奥野半蔵，穂坂恒夫，藤木昇，杉山元次郎，小野真次

高垣善一，外山秀松，西川平吉，岸本徳雄、栩野九爾明，松林芳美，福井栄一．金森義

雄，辻川ちやう，井本誓順，中谷長蔵，梅本新十郎

大沢勝入，高津弍，今田見信，榊原勇吉，荒巻広政，今村彦治，緒方終造，武下鬼一，

諏訪亮平，栃原義人，館山文次郎，橋本勝郎，菅野修，簗瀬真策，宮下一郎，山川卯平、

立花半七，杉山聞多，牛久保長一，鈴木鶴子，森田八五郎，神野長太郎，今井照博，

山田猶吉，和田直樹，新井守三，中川市郎，南清治，上野勇，長谷川清吾，後藤宮治、

宗久孟，小川信夫，津田勝，岡田藤治郎，倉繁房吉，大町真事，山脇弘，吉沢八郎，

荒谷竜，豊田進，寿満重敏，見元恵喜馬加藤栄，上国料与市，有賀寅雄，右近示，

藤本鼎，平野利一，浜端健次郎，中谷豊茂、絵原清一

衣　笠

岩尾文夫，福島薫静

地挽鐘雄，亀沢シズエ，野口俊雄，関口竜雄、竹内光春，榊原悠紀田郎，丹羽輝男，

河越逸行，宇佐美八郎，山田茂，大沢三武郎，梅原彰，平井啓二，黒崎市三郎，鮎沢嘉雄

坪田忠一，林銀磨，山幡繁，嶋善一郎，平岡昌夫，宮脇祖順，清村軍時，倉塚正，満岡文

太郎，酒井修一、原一学，渡部重徳、関敏山田安芸雄，山本甚五左衛門，海堀奨

根来典夫，寺井良三，真砂宇一，泉義雄，明渡克，中泉益輝，楠本賢造，稲垣道成

松尾賢一

西　島　　猛

藤田貞一、角孝好，川口吉雄

前田秀夫，栗本武八郎，渡辺博中筋宏，中村義佐子，佐藤静男，辻幸三，藤本茂，

岩橋弥寿彦、大谷富美子，高垣信三，成川誠義，宮尾正雄，三宅篤，森本太平，森本省悟

稲垣茂蔵，岩本利尭，橋本勇，畑晃，浜口誠二，大橋紀男，荻野宏純滝章．中村常臣，

上西隆，桑原憲一郎，玄後市四郎，桐本良吉，木村英夫，鈴問満，西島典彦，土井彦八，

土井俊美、大西城位置，大西昭伍、野尻敏樹，五木田常三郎，塩路徳親瀬見三四郎，雑

賀静子，溝西勇，井谷清吉，井谷豊，岩崎勉，高橋利信，中田大一，中野煕，小池嘉寿，

五木田高知，有沢知義，南康資、三木義徳，平林久一，鈴木睦久，石原瑞樹，畑中実，大

川耕平，大川淳一，大西恒好，大石英雄．小倉信男，渡辺博，渡辺カヨ子，和田ならへ

垣下省吾，ヨ｛置利直．武田昌三，中西増多郎，山路麓，山路満、IL酪京子，山塚嘉子、
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設　営　部　長

〃　副　部　長

視察観光部長

〃　副　部認長

福辻靖典船戸たけ頑川弘一譲辺六良r・・柵威夫，欄號汕1・欽一谷・靖

山賠磯兼六郎溜沢郊・　y〈野喜三平湘中秀蔵和晴生神田純次蒲野軍鋤、

山本幸二，松葉茂吉，小山卓示，佐藤悠紀夫，岸竜太郎、宮本昌治、日高ふく代，

西川滋弘，小沢豊恩賀国吾良，玉井重郎．玉井幸夫．辻本亮三，長松諦，中村貞蔵

山西信広，前田忠二政井七男，福本清一郎，富家毅，榎本忠勝，坂本亮一，

笹野昌三，湯川嘉平，湯川敏郎，須川将好，鈴木雄三，保富力，尾崎正治，大高坂綾子」

和田徹夫，武田ミヤエ，津本福治，中嶋数馬，村上知己小山慎吾，阪田幸雄，鈴木住尚

福本智，榎本芙蓉

若　尾　文　夫

辻本信輝、中谷満，堀享

松本一，川口英雄，岩橋励．江見啓一，上西淳伺，和中光次．川口宏，林静也，

南川諄一一．内藤幸夫竹之内紀晃栗山享三，南方俊和，寺村金次郎，峯護，岡本亮，

辻本せい，川崎典子，中尾貞子，島本幸子、佐々木良子、島本綾井上緑，千馬一雄，

河本清，米田正雄，山本米吉，馬淵俊生，藤田宏明，宮嶋功．末兼悦二，末兼敏郎，

西田昭二・高松勉・南条準之助・上西良一・九鬼荘三，矢田泰造，藤井智雄，塩崎増繁，

市川宗光岩根良之助橋爪久也，大河内多喜男，大平昇．堤宣人．堤信枝，堤精造，

村田久見，松本伊三郎．藤田勇勝島岩太郎、十倉収、十倉茂住．滝本貞雄、中谷信一，

矢田重夫，松本米蔵牧野千鶴子、宮井基，江藤薫，森紀彦，関寿文，杉山雄造，

池端義夫，太田正征奥野順吉，川崎順二，田村誉千代．久保昌弘．山田隆造，

山下寿賀夫、藤田勝己．秋月正治、坂口義夫，水島定，糸川美雄，大西義之，大西周，

岡本杉三，玉置保、上西半四郎，柳井慶八，児玉璋，明楽佐一郎、杉原五三夫，井口岳久

本上忠，河本実，高塚修．中野敏山本哲夫山西康友、伊東正朔，井関勇，和田嘉津男

川崎武彦・滝本貞次郎・村辻武貞・山田弘資・藤本太郎，明楽浩、宮田孝，島本寿之助

島本禎三，瀬崎宏和．菅野吉平，木下藤右ヱ門，今西歌子．坂東匡男，河西政一，

河西正勝，田井昌英，塚本義雄，中尾昇，山田利明，真砂己義．丸山栄，児島栄吉，

穴原碩四，明楽光三郎，平田正勝河野修，河野昭，浦藪留義喜田愛子，重根尚美，

磯野貞吉，磯野光司、磯野達，井関千世子，岡本義富、岡輝夫、河野正，高井伴治，

滝川守，辻本力，永井政巳久保滋三，岡昭雄，山中弘、柳清見s安村護，松本静夫，

神野弥四郎，佐野義男．k野静秀，森悦郎、岩田仁宏、田端義隆，田端桂喜，多田徳男，

中前順一，山本仲吾，山下幸雄，後藤敬男，西尾義輝，少川衛，千原治夫，恩地節哉，

脇恒彦吉川清文，玉本秀次，田村宗治，曾和栄一一，中島一，中前順平，牧野順之助，

溝上郁三，溝上昌哉，杢国久，守内武雄守内恭子，森本雄三郎，隅田能章

玉　井　一　郎

松岡哲二，畠山次男，岡本孝治，

楠井清胤・林昭・樫葉常一・中島徳隆畑ヲヒナ，坂田栄一一、森川義男，宇田勝彦、

中本茂・中村喜一郎・中村晴一・永野坦朝枝善衛，上原俊義，松葉菊治，松田豊、

池田純一∴井関富三．新田賢荻野安k郎，荻野延宏、岡茂二，天野勝一，水崎武晴
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第24回全国学校歯科医大会後記

一
準備から開催まで一

　紀州の真夏の暑さは殊のほかきびしい。部屋の

中にいても汗がにじみでるような暑さの中で和歌

山県学校歯科医会理事会を開催し，第24回全国

学校歯科医大会開催にふみきつた，張りきつた当

時の役員諸氏の面々を思い浮べる時，つい先日の

ような気がしてならない。

　斯道については後進県である本県にもかかわら

ず，23回，24回と再度大会開催の勧奨をV・ただ

いた日本学校歯科医会々長向井先生はじめ幹部諸

先生方の御厚意，御懇情にはただただ頭の下がる

思いで感謝の気持で一杯であつた。しかし感謝は

すれども，果して伝統ある本大会に汚点を残すよ

うな大会になりはしないかという危惧が先走り，

開催地の決定を徒らに遅らせたことは誠に申し訳

けない思いがする。

　開催にふみきり，さて具体的に検討しようとし

ても何分大規模な全国大会であるだけにただ徒ら

に会議の回を重ねるばかりで五里霧中のうちに年

を越してしまつた。しかし大会事務局長には県歯

科医師会の専務理事である小沢先生に就任頂き，

その補佐役として県教育庁保健体育課長，同課長

代理の二先生をかつぎ出せたことは何よりも心強

　く感ぜられた。

開催期日の決定

　弱小県ではあるが観光地を多くかかえた観光県

である上、紀勢本線の全通と相侯つて各観光地と

も四季を通じて満員の盛況であるため，全国から

会員諸先輩をお迎えしての宿舎の割当て，観光等

考える時最も慎重かつ早期に決定せねばならない

のは開催期日の問題であつた。このため数度にわ

た9役員会を開き観光協会，旅館組合との折衡を

行い，日学歯等中央関係機関と連絡をとつて期日

の決定をみたのであつたが，慎重さが度をすぎか

えつてあだとなつたのか，開催案内要項の原案作

成にかかり大会の前哨線がいよいよ始まろうとす

る頃，無惨にも中央より開催期日変更の申し入れ

があつた。この申し入れにより事務局は一時険悪

な空気に陥り，へまをすると大会返上の方向にも

進みかねない状態にまで立ち至つた。しかし最後

まで本県案を御支持をいただき終始穏便に事をお

運びいただいた向井先生はじめ幹部諸先生方の御

努力を考える時，一同涙をのんで期日の変更を承

諾した。この時の事務局員一同の心中察するにあ

まりあり，今思い出してもいやな苦い思い出であ

る。将来再びこのようなことのないよう切に祈

りたい。

　紀の国屋文左工門で有名な密柑の本場であるだ

けに全山黄金をちりばめたような密柑山の光景を

全国の会員諸先輩に是非とも御覧いただきたいも

のと時期の設定をしたものであるだけに何ものに

もかえがたい残念なことであつた。

　観光地であるが故に大会を目前に控えての会

場，宿舎．観光地の再交渉には口ではいえぬ苦労

を重ねたものである。

一
s6

大会案内の作成

　これが最初の仕事でもあるため準備委員諸公大

いに張り切り，表紙のデザイン，写真の選定，色

調および内容の検討には種々様々な意見が飛び出

し，まとめ役である準備委員長を大いに苦しめた

ものである。特に本大会では既述したとおり例年

の大会どはやや趣を異にした形式をとつたため研

究発表，特別発表，パネル形式による討議の関連

についての表現方法には相当な日時を費し論議を

重ねた。結局少しでもわかり易くすつきりした表

現とするということで「健康診断の事後措置に関

する系統図」を作成することに落着いた次第であ

る。一見学問的体系を整えたようなしかめつらし

い形態にはなかつたが，当初懸念された研究発表

については各項目にわたり各層からの申し込みが

あり初期の目的が十分達成することができたこと

は何よりも変えがたい貴重な収獲であつた。

　4月中旬印刷完了の予定が諸種の事情により約

翁

1カ月延び，5月12日ようやく完成した。‘‘逝

く春を和歌の浦にて追いつけり”と芭蕉が詠んだ

和歌の浦観海閣周辺部の写真を表紙とした案内要

項をみた時いよいよ大会近しを感じられた。当初

の目標である1，000名以上の参会申込のあること

を祈りつつ30，000部の印刷物を3日間を費し発

送を完了した。

大会参加申込

　大会開催案内発送後1カ月半を経過した6月

30日，参加申込締切期日であるというのに僅かに

300名という淋しさで目標数の約1／3である。あ

まりの期待外れのためP．R不足を痛感し直ちに

再度P．Rにのり出す始末となつた。

　しかし時恰も全国的に郵便遅配の情勢にあり，

特に近畿地区においては最悪の状態にあつたた

め，6月の日付の郵便物がその後続々配達され7

月15日の第一次集計では550名に増加，その後1

カ月間を経過した8月20日には700名，結局大

会前日迄の事前申込数は900名を突破し，当日申

込予定数を加えると当初の目標数である1，000名

以上となることは確実となり一同安堵の胸を撫で

おろした次第である。

　この間申込取消し，所属団体および宿泊等級，

観光コース等の変更またそれに伴う差額金の徴収

および返済等の業務が錯綜し，受付業務を担当し

た某氏嘆くことしきり，今思い出しても気の毒な

気がしてならない。

大会要項の作成

　事務局に掲示した予定表では8月10日原稿完

成，9月10日印刷完了と書かれてある。

　「予定はしばしば変更することあり」は世の常

ではあるが大会要項だけは期日迄に完了し，パネ

ル討議に出演される先生方にだけでも前に配布し

たいと大いに張り切り微力の限9を尽した。しか

し肝心の原稿が思うようには集まらず困難を極め

たものである。印刷屋からは最低25日の期間を

みてくれなければ絶対に請負えないと毎日のよう

に催促されるにおよび，やむをえず8月20日不

完全のまま印刷屋へ原稿を廻し，とりあえず印刷

にとりかかつた，

　全体で120頁に及ぶ大部な印刷なるが故に原稿

不揃いのまま印刷にとりかかることにっいては非

常な不安を抱き印刷屋，事務局間を往復すること

しばしばであつた。

　デザイン，内容については観光県和歌山にふさ

わしいような南国情緒味のあるものにしようと瀞

八丁はじめ，紀州五十五万五千石の名城である和

歌山城（伏虎城），那智の滝等県下各地の観光写真

を集め表紙および記事中に刷り込み大いに凝って

みたものの経費および資料しゆう集の不足等の関

係から満足できるようなすつきりしたものになら

なかつたことは誠に残念であつた。なお校正に当

つては編集委員総動員により残業に残業を重ね微

力の限りを尽し努めたが若干のミスプリントが現

われる始末で誠に申し訳けない結果となつてしま

つた。

会場設営

　1，300名余の会員，諸先輩を一堂に会して研究

討議を行なう大会々場ということになると，和歌

山市には適当なものがなく会場の決定には可成り

の難航を続けた。

　結局和歌山市の中心地でもあり施設内容特に収

容力，付属施設の可成り整つた和歌山市民会館を

会場として決定したわけであるが，建築後既に6

年を経過したものだけに会員諸先輩に満足いただ

けるような会場ではなく種々御迷惑をおかしたこ

とを深くお詑び申し上げたい。

　大会前日の午前中，他の団体が会場を使用した

関係上設営は午後一斉にとつかかつた。この時ば

かりは会長，副会長，課長から女子職員に至るま

で全員一兵卒となり汗水を流し，受付用テント，

アーチ，場内外の装飾，座席の配置，大会本部，

来賓控室，役員控室，展示会場等の設営ととり組

み突貫作業を続け，ようやく一息ついたのは午後

9時すぎであつた。

　大会の諸準備，学校歯科衛生講習会と連日連夜

残業に残業を重ね，今また大会場の設営と続いた

強行軍にはさすがの張り切つた面々も心身ともに

疲れ果てたという感じ，この時の一同の姿を思い

浮べる時今もつて‘‘本当に御苦労様でした”と

頭の下がる思いがする。

　過去の大会を回顧する時マイクロフォンの調整
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だけは特に慎重を期さねばならないと専属技師を

つけ点検を重ね大過なく終ることができたことは

数少ない嬉しい思い出の一っである。しかし数の

上ではできる限りの個数を配置してもなおかつ不

足を生じパネル討議に支障をきたしたことは申し

訳けない次第である。

大会運営

　5月上旬から準備に取りかかつたのであるが実

際本格的に綜合準備を始めたのは参加者数もほぼ

判明した8月上旬からであつた。少しでも有意義

な大会にと思うあまり重要事項は細大洩らさずす

べて準備小委員会にかけられたが大会が切迫すれ

ばする程慎重になるのか仲々結論はでないもので

ある。

　兎に角五里霧中で綜合準備を進め大会に突入し

てしまつた。

　受付の混乱を予想して，受付口を事前申込受

付，当日申込受付，苦情受付，来賓受付と大別

し，受付業務の予行練習を行なうとともに人的に

も可成りの数を配置して万全を期した積りであっ

たがそれでも結構混乱を極め会員諸先輩に種々御

迷惑をおかけしたことは誠に申し訳けない次第で

ある。やはり要項，書類袋等は前日旅館に配布し，

受付は当日受付だけにとどめるべきであつたが事

前申込者の中に会費未納者があまりにも多かつた

ため会費の徴収領収書の発行等を考えるとかえつ

て複雑にもなりまた混乱をきたすものと考え事前

配布しなかつたことは大いに反省させられる。

　大会委員長の開会宣言に引続き国歌斉唱，開会

式，研究発表と日程にしたがい大会は進行されは

したものの例年の大会同様満員の盛況を示したの

は大会場ではなく観光受付，土産品売場，展示会

場等で折角の貴重な研究発表，特別発表等にはあ

まり関心を示さなかったようである。これについ

てはむし暑かつた会場にも原因があろうとはいえ

悲しいことである。

　大会というものは一種のお祭り的行事ではあろ

うけれども折角積み重ねた貴重な実践発表には一

応落着いて耳を傾け研究討議を重ねてこそ大会に

参加した意味があるのでありまたこれが発表者に

対する礼儀でもあろうと思う。
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今後行われる大会においてはこの点についてあ

る程度の規正をされるよう切に望みたい。

パネル討議

本大会の圧巻ともいうべきパネル討議にっいて

はわれわれが最も期待をかけたものではあった

が，昨年大会のシンポジアムと同様，新形態によ

る討議形式には勝手が悪いのか，あるいは運営面

に問題があつたのか追加討論希望者が少なく，あ

まり関心を示さなかつたようである。いつれにし

ろ多人数が参加するこの種大会の討議形式として

はなお研究の余地があろうと思われる。

　　　　　　　　全体協議会

　パネル討議会とは協議形式は異るけれども，全

体協議会ともなれば，一度に花が咲いたごとく熱

弁型，雄弁型，能弁型と神々様々な各府県代表斗

士の活澱な意見が飛び出し議長団をしてその収拾

に戸惑わせる一幕もあつた。中には「議長団もど

かし」とばかり議長交換を叫ぶ野党色豊かなさむ

らい様も現われる始末で，大会は俄かに活気を帯

び伝統と歴史を誇る本大会独特の雰囲気がおそま

きながら醸し出され，議事は熱気を帯びながら慎

重に審議が続けられた。

　しかしながら予定時刻が切迫しそろそろ懇親会

近くともなれば，座席でよろしく一杯をくみか

わすチヤッカリ型のほほえましい光景がそこごこ

に見られ議事は一変して円滑に動き出し‘‘異議な

し”の大声緩に送られ永年の懸案事項まで簡単に

可決される有様でいささか拍子抜けの感をさせら

れた。

宿　　舎

　一日の憩いの時と場所を求めるのは人の常，ま

して旅失未知の土地ではある拘束から離たれる開

放感，他国におけるある期待，こうした心理の根

拠ともなり，憩いの場となるのが旅館である。

　今回のような全国的な大会で宿舎の情緒，待遇

の良し悪しは往々にしてその大会の成否を左右す

るものであり，よしそれがあるべき姿でないにし

ても，そこは喜恕愛楽を持つ人間心理の面白さ，

加うるに集うは一騎当千の強者共とあつては宿舎

係も楽ではない。

　きまつた枠の中に最小充填型で，しかも文句の

沸

でないように割り当てようと宿泊申込表を前に頭

痛鉢巻，誰彼と同室にしてくれと特に御指定の友

愛型，恐妻，愛妻型の御夫婦連等あれやこれやで

すつたもんだの未にでき上つた割当表も，いざ蓋

を開けると宿泊取消しやら当日申し込みの殺到で

てんてこ舞い，折角の割当表も赤字模様の連続で

会員諸先生方にも多少の御不満はあつた模様，誠

に申し訳けない。しかしそこは良識あるインテリ

先生方の御理解をえて由緒深い新和歌浦の夜景の

中に桃源の夢をむさぼつていただき，先づはほつ

と安堵の胸を撫でおろしたが今後も続けられるで

あろう本大会のよりよい発展のためにも宿泊変動

に関しては一切各都道府県の代表者によつて同県

内で操作するようにし，開催県においては宿泊申

込を受け次第宿泊割当表部屋別を各都道府県に送

付して，部屋別宿泊者氏名を御記入いただき返送

してもらうと便利のように思う。

　　　　　　　　教育視察
　一人でも多くの会員諸先生方の御視察をと思う

あまりに和歌山市内校を外し，観光コース途上に

ある前記二枚を視察校に選定し観光日程に織りこ

んだ教育視察としたため駈足視察となり十分な御

研究も頂けなかつたことは誠に申し訳けない次第

である。

む　す　び

　蒸し暑い駿雨まじりの悪天候にたたえられた大

会ではあつたが，どうにかこうにか大過なく終了

できえたことは日労歯はじめ全国会員諸先輩の御

指導と理解ある御協力の贈であり，かつ長期にわ

たり準備に当つていただいた和歌山県，市両教育

委員会関係者各位の熱意ある御支援によるもき

と，ただただ感激に堪えない次第である。

　教育における学校保健の占める位置および今後

大いに開拓もしまた啓豪もしていかねばならない

むし歯半減運動実施上の諸問題等を考える時この

大会はただ一人学校歯科医のみのお祭的行事であ

つてはならないと思う。

　学校歯科衛生の重要課題を研究討議する中に，

それは単に歯科医師のみの問題にとどまらず，広

く学校における保健教育の分野にわたる多くの関

連する問題が必然的に派生してくることは言を埃

たないであろう。そこに直接教育の現場において

保健教育に当る人々の多数参加を呼びかけ，とも

に考えともに悩む研究の場をもたれるならばより

一層の成果を期待できるのではないかと考える次

第である。

　　　　　　　　　　　（Y．K記昭和36年3月）

［：t：コ

　　　　　　　　　　　　　　　永久歯の喪失

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Andrews，＆Krovgh

　米国で805人の低所得階層の人々の2411の抜去歯牙について，その抜歯相の調査について

の報告が行われたが，それによると，全年齢群を一とまとめにしたとき，

編蝕によるもの

歯周疾患によるもの

補綴的理由によるもの

患者の要求によるもの

その他の理由

38，3％

36．0％

3．5％

6．8％

14．4％

であつたという。

　齢蝕によると思われたもののうち81％（794／924）は39歳までのものであり，歯周疾患によ

ると思われるもののうち23．4（202／870）は40歳までであった。

　下顎中切歯は歯周疾患による喪失ではもつとも多く，下顎第1大臼歯は鯖蝕による喪失では

最高であつた。

　　　　　　　　　　　　　（Permanent　tooth　mortality　D．　Progress　1：130．1961）
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一 　一学校歯科寸言　　　一一一一一

　今度は，前回とは少し趣をかえて，かなり勝手に，身近に気がついた方々に一筆おね

がいした。功罪はあげて編集者にある。学校歯科が次第にひろく，歯科界全体の視野か

らもいわれなければならないとき，そのようなことも大切だと考えたことによつている。

頁の都合で，これだけに止めてしまつたのは残念でもあるが今後に期待したい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大沢，榊原）

i、私のしていること”

埼玉県　宮本　正治

　経験の小ない私には何にも書くことがありません

が、思いついたことを申上げてみたいと思います。

　1．私の力では児童に直接指導しても効果はないよ

うに思いますので，教師およびPTAを進じて家庭全

体の理解の下で児童に働きかけるようにしたいと思つ

ています。

　2．診査はたびたび行って，小窩裂溝の予防拡大を

充分行い児童に痛みを与えないように努力していま

す。

　3．ボーダーライン層の家庭の児童は無料で処置で

きるようにやつています。

　4．できれば弗化物を有効に利用して編蝕を作らぬ

ことが最上と思います。

〔むし歯予防法〕をのぞいたい

豊橋市　彦　坂 武

　私は昭和14年にこちらに開業以来，まだ一度も学

校歯科医の嘱託をうけたとともなく，従つて，学校歯

科医会の会誌もみたことも，読んだこともないので，

寸言などとはおこがましい次第ですが，日ごろ考えて

いることをのべてみたいと思います。

　むし歯半減運動を提唱しても，きわめて地味で努力

の畜積によつてこそ効果のすることは百も承知のはず

です。そしてこれは，学校歯科医の方々だけでできる

ことでもありますまい。それぞれの歯科医師会と相た

つさえて推進したいものです。できれば定期的に検診

をうけるような〔むし歯予防法〕というような法律が

設定されればより効果的ではないかと思うんですが。

大会の研究発表について思うこと

　　　　　　　　　高知市小松忠義

　学校歯科医大会が年々盛会をきわめて，社会に大き

な貢献をしていることはよろこばしいことである。毎

年大会に参加して思うことは，各分野にわたつて行わ

れる研究発表については，その御努力には感激の他な

いのであるが，その多大の努力の賜物である貴重な研

究発表に対してあまりにも時間が少ないし，このころ

になると会場を退場する者が多いことを残念に思いま

す。

　本お互にもう一歩の歩みよりをみせて，同僚の多年

の努力の結晶に対して深い称讃と努力をよせたいもの

である。

　これについては主催者も分科会を設けるとかして発

表を充分まける場所と時期をつくるようにしてほしい

と思う。

もつと大きな心で

札幌市小林覚一
　昨年和歌山での総会に出席しておどろいたことは，

日学歯の執行部に対して，あまりにも文向が多く，中

には文句のための文句をrごねる』仁もあるように見

受られた。

　わずか煙草銭ほどの年会費で，いろいろ苦労してい

る執行部の苦心に，もつとあたたかい心で真心の協力

をしてやつたらどうだろうか？

　意見は意見として，もつと深い思いやりの言葉で，

執行部の努力にむくいるべきだ゜

　誰かやつてもなかなか困難な事です。　　　　　　　i

　学校歯科の発展のためにはまず日学歯執行部と地方　1

の学校歯科医会との心の交流，仕事の交流が必電であ　i

るから，まず〔和〕の心の交流が先決である・　i
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日本学校歯科医会だより

1査　調 学校歯科医現状調査について

　日本学校歯科医会では，すでに前回報告したように，全国加盟団体に対して，質問書を送り，これを

集めて1つの調査を行つたが，今年度では，第24回全国学校歯科医大会の会場で別掲のような調査票を

約600枚配布し，各学校歯科医の立場からの問題の追及に当ることになつた。この調査は，丹羽，山田

両幹事の手で整理され，当日行われたが，そのうちの回答があったので，これを一まづまとめた。

学校歯科医現状調検票
この調査票は日本お帰！までに該当事項えご記入の上受付にお渡し下さい。

あなたの所属している　　　　　学校歯科医会名　　　　　　　　　　　都道府県

あてはまるところえ数宇を記入または○をっけて下さい。

（1）A）あなたの担当校数は何校ですか

学小別校学

担当校釧
劇中学校高等学倒大
校1　　　校1　　　校1

学

校

B）あなたの担当している児童，生徒，学生数はおよそ何人ですか

学校別日・学校中学校高等学樹大
［1難難従⊥璽一⊥争一匿一一一一t名墨　名匝

（2）昨年度歯の検査は何月に行いましたか

崩1・｝6レいigl・・1・・｝・22il2131
　　年2回以上検査をした方はそれぞれの月に○をつけて下さい。

　　本年初めて学校歯科医になられた方は，既に検査を行つた月に○をっけて下さい。

（3）1時間に何人位を検査しますか

学

名

「2・［3・4・5・6・ 0　　　　80　　　　90　　　　100

（4）学校保健計画の立案や，歯の保健教育について学校から相談を受けていますか

1易司な司
㈲A）あなたの担当校には保健委員会を持てていますか

学校保健委員到ありなし不明
撚員保健委員到ありなし
L墨徒保健委員到あ竺なし一

不　　明

下　　明
　　　　一1

B）学校保健委会に出席したことがありますか

ある匝い

籔
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⑥A）校内予防処置をしていますか
　　　　　　－n　－n　－　　’Jt　　’　　　　　　　　　
　　　して・・司してV・な・・I

　　B）校内予防処置に対して何かの形で報酬を受けていますか

　　障けて・・る1受けてV・な・・

　　C）報酬を受けている場合はどこからでしようか

随区町村1－－IPい，」一楚塑翠＿＿＿⊥
（7）担当校の教職員は学校歯医に対して協力的ですか

　　　　　　　　　
　

　　
　　 　　　 L　　 　 　 ロ　　　　　　　　　 　　　

　　T　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

㌧校別i小　学　校挿学校
lA樹B

1非翻・協力ed
　　　　力　　　的

あまり協力的でない1

1　協力的

倒
一

c
一

校… IA校IB校

1

高 校

（8）　日本学校歯科医会の事業に対して，

　　の一つだけを其体的にお聞かせ下さい。

A劇B校
大 学

このようなことをして貰いたいという希望がありましたら，その主なも

昭和35年9月

日本学校歯科医会

学校歯科医現状調査成績

　　　　　　　昭和35年9月実施

　　　　　　　調査票配布校数　　600

　　　　　　　回答数　　　　　182

1。　（A）　学校歯科医1人当りの担当校数

　　　小学校　1校123名83．1％
　　　　　　　　2〃　　　18〃　　12．16〃

　　　　　　　　3〃　　　3〃　　2．03〃

　　　　　　　　4〃　　　2〃　　0．67〃

　　　　　　　　5　〃　　　　1〃　　　1．35〃

　　　　　　　　7〃　　1〃　 0．67〃

　　　　　　　　8　〃　　　　1〃　　　0．67〃

　　　中学校1校　58〃85，2名
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　　　　　　2〃　　　2〃　 11．76％

　　　　　　3〃　　2〃　 2．94〃

　高等学校　1校　　38名　88．37％

　　　　　　2〃　　4〃　 9．3〃

　　　　　　3〃　　1〃　 2．32〃

　大　　学　1校　　3名

総合1校84．73％　5校0。76％
　　　　　2〃　11．45〃　　7〃　0．38〃

　　　　　3〃　　　2．29〃　　　　8〃　　0．38〃

　　　　　4〃　 0．39〃

（B）　学校歯科医1人当りの担当児童，生徒，

i

参
可
潔
“
」
？
”
噛
詳
」

・
尊

2．

3．

　　　学生数

　　　　　　　人　　　人　　　　人

　小学校100580091500
　　　　　　200　　2　　900　　8　　1600

　　　　　　300　　2　1000　　7　　1700

　　　　　　400　　8　1100　12　　1800

　　　　　　500　　8　1200　11　　1900

　　　　　　600　7130052000
　　　　　　700　10　1400　　7　　2100

　　平均　1，033人

　　　　　　人　　　人　　　　人

　中学校200480061500
　　　　　　300　　5　　900　　3　　1600

　　　　　　400　　5　1000　　6　　1800

　　　　　　500　　9　1100　　5　　2000

　　　　　　600 91200　1 2300

　　　　　　700　　6　1300　　3

　　平均　　866人

　　　　　　人　　　人　　　　　　　　　　　　　　人
　高等学校　355　180041300
　　　　　　400　　1　　900　　2　　1400

　　　　　　500　　3　1000　　5　　1500

　　　　　　600　　4　1100　　2　　1700

　　　　　　700　　5　1200　　3　　1800

　　平均　1，080人

　　　　　　人　　　人
　大　学400180001

歯の検査月　4月7825．65％

　　　　　　5　　　79　　32．56

　　　　　　6　　30　9．86

　　　　　　7　　12　3．94

　　　　　　8　　0

　　　　　　9　　21　6．91

1時間当りの検査人員

　20人　　1　0．56％　　平均

　30　　　8　4．49

　35　　　1　0．56

　40　　　　23　　12．92

　50　　　61　　34．26

　60　　　　28　　15．73

　70　　　　14　　　7．86

　80　　　11　　6．17

　99　　　10　　5．62

100　　　　21　　11．79

　　人
9　2200　2

5　2300　4

2　2400　1

9　2500　5

1　2900　1

2　3000　1

1　4004　1

－
（
∠
9
θ
2
1

　　人
1　2000　4

3　2500　1

2

1

1

10．月　21

11　　11

12　　　6

　1　　10

　2　　13

　S　　　4

60．7人

6．91％

3．62

1．97

3．28

4．27

1．32

4．学校保健計画の立案，憐の保健教育にっいて学校か

5．

6．

7．
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　ら相談を受けるか

　　受ける　　　121　65．76％

　　受けない　　　51　27．72

　　回答なし　　　12　　6．52

（A）担当校に保健委員会があるか

　学校保健委員会　　　　あり　137　　なし　22

　　　　　　　　　　　不明　2149．45％

　教職員保健委員会　　あり　55　　なし　25

　　　　　　　　　　　不明　3420．21％

　児童生徒保健委員会　　あり　84　　なし　20

　　　　　　　　　　　不明　3130．32％

（B）保健委員会に出席したことがあるか

　ある　113　62．08％

　なし　5630．76
　不明　13　7．14

（A）校内予防処置をしているか

　している　　　　62　　　33．87％

　してV’ない　　　115　　　62．84

　不明　　　　　　　6　　　3．28

（B）校内予防処置に対して報酬を受けているか，

　受けている　　　33　　18．13％

　受けていない　　98　　53．84

　回答なし　　　　51　　　28．03

（C）　報酬を受けている場合はどこからか

　市区町村　　　　36　　19．45％

　PTA　　　　　　　　6　　　　3．24

　受診者の父兄　　　9　　　4．87

　学校　　　　　　　1　　　0．54

　回答なし　　　　133　　　71．9

担当校の教職員は学校歯科に対して協力的であるか・

　小学校　非常に協力的

　　　　　協力的

　　　　　あまり協力的でない

　　　　　非協力的

　中学校　非常に協力的

　　　　　協力的

　　　　　あまり協力的でない

　　　　　非協力的

高等学校　非常に協力的

　　　　　協力的

　　　　　あまり協力的でない

　　　　　非協力的

　大学非常に協力的

8
4
4
2
2
7
3
2

2
0
2
　1
5
1

　
1

6
0
Q
4
0

　
5

9
】

17．72％

65．82

15．18

1．26

14．28

67．86

15．47

2．38

9．23％

76．92

1385

5．71％

・葦　n．tt．馬謹“．　　・写
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協力的　　　　　　　　27　　77・14

あま9協力的でない　　5　14，28

非協力的　　　　　　1　　2．86

総　含　非常に協力的 48　　　　14．0496

協力的　　　　　　　238　’69．59

あまり協力的でなV・　51　14．91

非協力的　　　　　　　5　　0．15

協力的

％非協力

286　　　　83．62％

56　　16．37

蘭蝕の部分的記録法
Welander

　SwedenのWelanderは，騙蝕について広範な研究を行うとき、個人個入につv’て，その

全歯列の代りに、1つの歯牙．1部の歯群、または歯面というようなものを記録して代表させ

ることについてこれを部分的記録法という名を与えた。そしてその利点は，

）
）
）
）

a
b
C
d

記録が一層早くできる。

多くの歯牙でなく少ない歯牙をしら’・qるのだからより正確に記録できる。

ある研究のために必要な検査者が少なくてすむ。

被検者にとつても，検査者にとつても時間の節約による。

というようなことをあげ，また今までのところ左右また体対照であるから．どちらかをみれば

V・V・と考えられるとのべた．この考えはずでに1943年にWestinおよびWolsによつてのべ

られているところである。

　このような部分的記録法は次のような主張にもとついていわれる。

　　a）いろいろな対象を部分的記録法で観察したとき，その騙蝕罹患状態は，全歯列中の齢

　　　歯罹患状態のきれいな評価値になるはずである。

　　b）部分記録法は，騙歯についての罹患範囲の物差しになるはずであり，これは，全数

　　　検査によつて得られた結果とよく一致する。

　　c）部分記録法で得られた齪蝕率は，その対象の全歯列にっいての健全歯の平均をきれい

　　　に強定することができる。

　しかしこの方法の欠点としては，健全であるというに必要な条件の探求の場合などでは片側

か全部健全でも，全部が健全という保障がないので，この片側から全体への翻訳というときに

大きな改題があることになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Acta　Odonti　Scandinav．18：377．1960）
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第2回奥村賞受賞について

　故奥村鶴吉先生の御遺志によつて昨年度設定された奥村賞は，その受賞者の審議を本会に依託されて

いるが，昭和34年度は，青森県入戸市の学校歯科医会に受賞されたことはすでに前号に報じたとうりで

あるかが，本年度は，たくさんの応募件数の中から，岡本清縷，竹内先春，丹羽輝男，山田茂の審査員

の手で慎重に審査が行われた結果，山梨県甲府市の富士川小学校に決定し，第24回全国学校歯科医大会

の席上で受賞式が行われた。

　富士川小学校は，わが国学校歯科において古い歴史をもつ学校の一つであるが，故小川祐心先生に引

っついて，現在の小川東洋男先生にわたる二代の学校粛科医によつてうけつがれためづらしい学校でも

ある。

　またこの学校は，鍍銀法をわが国ではじめて応用した学校としても知られており，さらにもつとも注

目すべきことは，これらの学校歯科医の活動が源動力となつて，学校保健全体のつよい活動が行われ・

学校保健優良学校として選定されるというところまで発展したということである。

奥村賞をうけて

甲府市立富士川小学校長　中

　本校は大正13年7Aより初代歯科校医小川祐心氏に

より毎日放課後児童の歯科治療が開始され，父子二代今

日まで実に37年の長きにわたつている。而も治療は一

切無料でむしろ治療材料は年間万以上奉仕され，且つ現

在の治療施設一切は先生の寄贈によってでき上ったもの

で，地域は勿論のこと関係者一同が感謝しているところ

である。従つて本校の児童の歯の状態は良好で，歯で苦

しむという子どもは一人もないわけで本当に恵まれてい

る。なお本校が戦前戦後を通じて，学校衛生，学校保健

の面で教育実蹟を挙げることができたのは，このような

事が中心をなして推進されたものと考えられる。本校の

卒業児童が年々一人残らず完全に治療をすませて，他校

に進学，またわ社会に送られていることは，富士川小学校

の唯一の誇りでもあつた。子どもの体位，学九素行等

が一般の水準よりも上まわっていたことは，学校保健管

理，指導の成果もその要因の一っとも考えられる。たま

たま昭和31年全国的に，むし歯半減動が展開されたの

を機会に本校はこのような恵まれた実状にさらに大検討

を加えることになり，ここに「むし歯半減5力年計画」

を立てて強力にこの運動を開始した。その主なる目標

は，子どもの歯を学校まかせににていた父兄児童一般の

観念を改めさせて，自分の歯は自分で早期に発見治療す

る努力を身につけさせ度い点であつた。その実施方法と

山 寮

しては，地区内の歯科開業医11人の協力を得て，年間を

通じて保険証により早期治療をうけることにし，学校で

は現歯科校医小川東洋男氏の治療は従来通り（保護世帯

準保護世帯の児童を先きにした）御奉仕をいただくこと

とした。そして毎学期厳密な診査を実施して，幾多の課

題を解決しながら努力を続けてきた次第であるが，年々

すばらしい成果を挙げることができた。

　昨年はその第5年目を迎えることになったが，たまた

ま山梨県学校歯科医会のお奨めをいただいて，奥村賞管

理委員会に関係資料を提出することになつた。図らずも

奥村賞受賞の報にに接し，学校を治め，地域関係者一同

が心から感激した次第である。

　私どもが5年前にこの運動を強化しようとした唯一の

動機は次の点にあった。

　0　30年有余年の長い間，小川歯科校医父子二代にわ

　　たる御奉仕に報いる道は，われわれ自身が自ら歯を

　　守り抜き，先生も，これでは従来通り学校え奉仕す

　　る必要がなくなったという日を何とか実現したいも

　　のである。これが本当に小川先生の御意志に副うこ

　　とになるのではないか。

　○　子どもが一般の学校に比べて、はるかに良い状態

　　にあることは小川校医一人の努力の賜であるともい

　　える。また或る程度以上の成果は挙げることはでき
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　ないのは父兄も児童も学校まかせにしているからで

　はないか。これでは富士川小学校としては恵まれた

　環境に置かれているというだけで，尊い教育のカの

　成果を見出し，認めることができないではなかろう

　　か。

　○　以上の反省から実践的教育計画を樹立して，よ

　　りよい成績を得たいと一同が立上つた。これが「む

　　し歯半減5力年計画」として表われ以来その実践に

　努力した次第である。

　今後より一層の努力を続け，奥村賞受賞の栄誉に答え

るべく精出す覚悟でいるが，当初私ども何等予期してい

なかつなかつたのに，このような表彰をして下さつた関

係者各位に更めて感謝申上げる次第である。

　終りに，このような歩みの過程において，私どもが痛

感している事項を，小川東洋男校医の体験を中心にし

たが，御参考になれば幸甚の至りである。

　○　立派な永久歯を保持するためには，乳歯を大切に

　　守り抜くことが必要である。そのためには幼児の時

　　代から，幼稚園児から手をうたねばならないと思

　うv始めて乳歯がわが子に生えた時のお母さんの感

　激を一時的のものに終らせず，もつと母親にも関心

　をもつていただきたいものである。1年に入学して

　からでは，むしろ乳歯の治療は遅いと考えられる。

○歯を特別に守り抜く協力は大体15，16歳までで，

　その後は通常な心掛けで，良い歯は持ち続けられる

　ものといえる。

○　甘い食物を摂り過ぎることは，歯をこわす一っの

　要因であることは戦時中の子どもと戦後の子どもを

　見てはつきりうなづけられる。

○　歯を磨く観念を夜寝る前にするのが一番効果的で

　あるということも一般に徹底させたいものである。

○　一般歯科医の先生に子どもの歯の治療を軽視され

　ないように御協力をいただきたい。

○　乳歯を始め子どもの歯の治療は仮の処置でなく完

　全にすることが大切である。

○　子どもの歯がよい状態になるにっれて，偏食が少

　なくなり，残食が減つて来た。これは学校給食にお

　いて明らかに認められた事実であった。以上。

　　　　　　　　　　　　　　　　奥村賞授賞規定　　 奥村賞基金管理委員会　 i

趣　　旨　学校歯科衛生の振興に資するため奥村賞を設ける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1授賞対象　奥村賞は学校歯科衛生に関する研究または学校に於ける業績が優秀と認められ，かつ直ちに学校t

　　　　歯科の進展に寄与するものに授賞する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　授賞されるものは，　　　　　　　　　　　　　　　　個人たると団体たるとを問わないが最終発表が3年以内のものに限1　　　　但し，
　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
推薦方法　1．　日本学校歯科医会の加盟団体長は，個人又は団体の授賞候補者をいずれか一件又はそれぞれ1

　　　　　　一件つつ選定し，日本学校歯科医会長（事務所は日本歯科医師会内）あて所定の期日までに1
　　　　　　推薦すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F
　　　　2，奥村賞審査委員は日本学校歯科医会長あて推薦することができる。
推薦書類　推薦受付に当つては日本学校歯科医会加盟団体長又は奥村賞審査委員の推薦状と共に次の書類を　旨

　　　　添付すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　　　A　学校歯科衛生に関する研究論文については　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　1　論文要旨百（400字程度）
　　　　　　2　学校歯科衛生の振興に寄与する意義（400百字程度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　3　原著論文
　　　　　B　学校歯科衛生に関する現場活動については

　　　　　　1　学校歯科衛生の実績を向上せしめた趣旨とその意義（400百字程度）

　　　　　　2　業績の経過と資料（統計，写真等を含む）

審査方法　奥村賞基金管理委員会の依嘱をうけた奥村賞審査委員会が詮衡し，奥村賞基金管理委員会が決定　，

　　　　　授賞する。

受賞者　奥村賞は原則として毎年1回1件に対し授賞する。
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第1回全日本よい歯の学校表彰

全日本よい歯の学校の表彰は，本会が数年にわたつて検討を加え，昭和35年度にその実現をみたもの

であるが．まだ充分この趣旨の徹底しないためと，期日にゆとりのなかつために，その結果が心配され

ていたが，次のように19都府県186校が応募し，審査の結果これらの学校を全日本よい歯の学校とし

て，第24回全国学校歯科大会において表彰した。

全日本よい歯の学校表彰校名簿
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第5回の全日本よい歯の学校表彰

徳島県
　　　南小松島小学佼

高知県
　　　三　里　小　学校
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　昨年にひきつづいて今年も〔全日本よい歯の学校〕表彰を行うことになつたが，今回は内容に多少改

正を加え，歯科保健管理的な面の他に，健康教育的な面を加味して，文部省の後援を得て，ひろく全国

の学校によびかけて行うことになつた。

　前回は186校の応募があつたが，今年はさらにこれを上まわりたいものである。

　またこの行事を中学校にも拡大しようという提案も行われているので，この面についても，技術的な

検討をすすめて行くつもりである。

　今年の規定は次のとうりである。

主

審査会

全日本よい歯の学校表彰規定

主　催

後　援

日本学校歯科医会・日本学校保健会

文部省・日本歯科医師会

旨　児童生徒の大多数がむし歯を持ち，しかもそ

　　の90，6以上が末処置のままに放置されてい

　　る現状にかんがみ，本会はさきに学童のむし

　　歯半減運動を提唱したのであるが，そのため

　　に保健教育と保健管理とにより，学童のむし

　　歯半減を達成した学校ができるだけ多くなる

　　ようこの表彰を行なう。

　　全日本よい歯の学校表彰中央審査会を日本学

　　校歯科医会内（東京都千代田区九段4の6

　　日本歯科医師会内）におき，主催．後援団体

　　より推せんされた者および学識経験者を以っ

　　　　　て構成する。地方審査会は地方の実情に即し

　　　　　て構成設置する。

応募および審査の方法

　　　　　1　保健教育と保健管理が良好で，本年の

　　　　　定期の歯の健康診断の結果，全校児童の永

　　　　　久歯う歯の50％以上が処置を完了してい

　　　　　　る小学校の学校長は，別紙調査票を作成し

　　　　　所定の期日までに地方審査会あて応募す

　　　　　　る。

　　　　　2　地方審査会は小学校長から応募をうけた

　　　　　調査票を審査の上，本表彰の主旨に該当す
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るものはすべて所定の期日までに中央審査

　会あて送付する。

3　中央審査会は地方審査会から送付された

調査票を審査決定する。

表彰方法全日本よい醤の学校表彰中央審査会は選定さ

　　　　れたすべての学校長に表彰状を贈り表彰す

　　　　　る。

歪邑日本よい歯の手舷表影調査票
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調査票記入上の注意

1　全校児童数等学校の一般状況は本年5月1日現在で
　記入すること。

H　学校保健に関する表彰および事故は昨年度までの状
　況を年皮をあげて記入すること。
迎　調査項目
　1．学校保健委員会：昨年度における有無および昨年

　　度中の闘催回数を記入すること。
　2．学校保健委員会における歯に関する決定事項とそ
　　0学校における実施状況：昨年度における学校保健
　　委員会で児童の歯の健康に関して決定された事項と
　　学校において実行された項目があれば記述する。必
　　要があれば他の年度の事項も年度をあげて付記する
　　こと。

　3．保健学習における歯に関する事項：昨年度におけ
　　る保健学習全般のとηあつかい方法を略述し，とく
　　にそのうちにおいて歯の保健学習の状況を記述する
　　こと。

　4．保健指導における歯に関する事項，昨年度の保健
　　指導のうちとくrC歯に関する事項について具体的に
　　記述すること、

　5．歯に関する保健管理状況：次の6項の結果がえら
　　れるに至つた昨年度の実施状況がわかるように，歯
　　の検査回数，事後処置の方法，校内処置の有無等を
　　具体的に記入すること。
　6．歯に関する健康管理の結果：「検査人員」　「永久

　　歯う歯総数」「永久歯う歯処置完了歯総数」はすべ
　　て本年度の定期の健康診断のさい，学校歯科医によ
　　つて行われた児童貨の検査票（第3号様式）にもとつ
　　いて記入すること．

　　「検査人員」欄は学校歯調医により歯の検査をうけ
　　た児童の人数を記入すること。
　　「永久歯う歯総敏，欄は永久歯のうち処置歯と未処
　　置歯および永久童の喪失歯の合計の歯数を記入する
　　ことっ

　　「永久歯う歯処置完了歯総数」欄は永久歯う歯のう
　　ち処置を完了したk計の歯数を入すること。
　　「全校児童永久歯う歯の処置完了歯率」はその％を
　　四捨五入によU小敏点以下一位にとどめる。
W　学校歯科に関する設備と経費二昨年度の状況を記入
　すること。

V　※印欄は記入の必要はない．
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日本学校歯科医会第7回総会

日　時

場　所

昭和35年9月24日　午後3時
和歌山市興紀相互銀行3階会議室

　日本学校歯科医会第7回総会は．第24回全国

学校歯科医大会の前日に開催された。

　午後3時事務局の氏名点呼により開会され，湯

浅副会長の開会の挨拶の後，議長選挙に移り，万

場一致で司会者一任の後，議長に和歌山の牧野会

長，副議長に和歌山の小沢氏が指命された。牧野

議長挨拶の後，向井会長が挨拶を述べ，ついで岡

本理事長より会務報告が行われた。報告事項は次

の通りである。

　1．学校安全会法の成立について

　2．公立学校の学校歯科医の公務災害補賞に関

　　　する法律の制定について

　3．第15号台風の義摘金処理について

　4．会誌第3号の発刊について

　5．　よい歯の学校表彰について

　6．奥村賞にっいて

　7．理事会等の経過について

以上について若干質疑応答の後これを承認続いて

　亀沢任理事より会計現況報告の後，議事に入つ

た。

　第1号議案　昭和34年隻歳入歳出決算の承認

を求むる件

　地挽常任理事より説明．渡部監事が適正である

旨の証言があり，繰越金の件、二ついて，若干の質

収　入　の　部

疑の後可決された。

　第2号議案　昭和36年度，事業計画に関する

件

　岡本理事長より説明の後．会誌を年に2，3回

位配布して欲しいとの要望があつ他は特に発言も

なく可決。

　第3号議案　昭和36年度歳入歳出予算案の承

認を求むる件

　亀沢常任理事より各項目毎に詳細なる説明があ

り、決算と同じく繰越金につい若干の質疑の後可

決された。

　第4号議案　第25回大会開催地に関する件

　湯浅副会長より本日現在における状況について

報告，現在大分，神奈川の両候補地のうち，明日

の大会当日までに決定する見込みである旨説明

し，了承された。

　続いて役員選承に入り，大阪代表より「会長向

井現会長を推薦，他の役員は新会長に一任する

と」いう動機がだされ，京都府代表が賛成して動

機成立し，満場一致で以つて快定された。

　前日副会長より閉会の辞が述べられ，第回総会

は終了した。

　　　日本学校歯科医会昭和34年度歳入歳出決算

　　自　昭和34年4月1日　至昭和35年3月31日
収入の部　　予算高678，200円　　決算高　1．098，553円

支出の部　　予算高　678，200円　　決算高　　422．762円

収支差引　　　　　　675，791円　　昭和35年度へ繰越

目科
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調査表印刷費池

総会、理事会延19回分

事務諸費

郵便切手代

花輪代他

収　入　の　部

422，762i
　　　i

　　　1678・2001 　　　1255・438i

　　　　　日本学校歯科医会昭和36年度歳入歳出予算書

　　　　自　昭和36年4月1日　　至昭和37年3月31ヨ
収入の部　　予算高　930，600円　　　支出の部　　予算高　930，600円
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理事会だよ　り

　第1回理事会（4月11日・

　（向井，穂坂，湯浅竹内，岩間．丹羽，亀沢，高

　木，富塚．山田，関口．大沢、河越．平岡，清水，榊

　原，渡部出席）

　はじめて会長より理事の紹介で「bIJ　．大分県学校歯科

医会より退会屈のあった旨の報告があり．これについて

はさらに，会長が善処されたいごつ要望があ鉱報告を

おわり，その協議にうっる，

　a）　第25回全国学校歯科大会を新しい形で行いたい

　　旨を決定

　b）　清水，平岡両理事より．会則改正の必要があると

　　のべ，両氏私案を提示してて．これについて検討を

　　行つたが．会の性格その池，二ついてもも少し基本的

　　に考える必要があるというこ三により，改正の方向

　　としては現会則の不備を修正＋るという，改革でな

　　く修正という方向にするこ三となり．小委員をあげ

　　て改正案をつくることになつた、

　C）　次回開催地については．九州地区の状況について

　　会長より報告があP．次可二再び討議することとな

　　った。

　d）　大分県の学校歯科医会の退会については湯浅副会

　　長が大分行きの機会に現地において、事情をたしか

　　めるとともに文書を以て再考’：一　；）ながすことになつ

　　た。

　第2回理事会（5月16日
　　（向井，湯浅，穂坂、竹内．亀沢．関口，河越．大

　沢、山田，岩間，榊原．渡辺出席1

　井田神奈川県歯科医師会理事が陪席して行われた、

　大分県の学校歯科医会につ．・ては．竹内理事長が酒井

同会々長と会談した結果、および湯浅副会長の現地での

懇談の結果から再考の余地あるような印象をうけた旨無

告がありこの線でさらにす÷めることを諒承。

　会費納入状況の報告があつたのち、日本歯科医師会小

川理事を本会理事に推薦する旨を報告，これを諒承し

た。

　協議としては次のようになつた、

　a）本会の事業として．竹内理事長より，理事長の企

　　画私案を提示し，おのお馴二っいて今後検討するこ

　　とになつた。

　　　　・・　　一　　　一イ＿　　　バ噛　　．一　　　ン“－
　　　　1！　　ア『／　」一　、一　　　一1－　　・

　　　　iil　電話録音’一ビ久

iii）

iv）

v）

vi）

vii）

声の出張指導

教材の作成

会談を4回とし，旦送

ブロック代表者連絡協議会

むしば半減運動の推進状況の調査

　b）　第25回全国学校歯科医大会についてはこの大会

　　のあり方にっいて準備の様子を井田神奈川県歯科匿

　　師会理事より報告、これを諒承した。

　第3回理事会（6月23日1

　（向井，穂坂，湯浅、竹内．亀沢，小川．岩間．結

　城，関口，高木、小沢，富塚，河越、地挽中本．渡

　部，石川出席）

　他に神奈川県歯科医師会より武内専務理事および井田

理事が陪席した。

　新役員を紹介し，ついで会費納入状況の報告があり，

役員の業務分担について、会長より次のように委嘱し，

諒承した。

務
計
査
業
集

庶

会

調

事
編

関口，地・挽、大沢

岩間，亀沢，塚‡

丹羽，山田，中本

小川，野口，結城

高木，河越，榊原

　九州地区については池田明治郎，加藤理事などが中心

となりとりまとめを行つている旨の報告があつた。

協議としては，

　a）　第25回全国学校歯科医大会について、準備委員

　　会から資料を提出し．これについて説明ののち協議

b）　事業について，前回の竹内理事会の企画にもとつ

　　いて，次のように担当することになつた。

　　　　　　　　　　　　　1“　　　　　　　一■｝一ユtU．声の応答室，出張、なご

会誌発行

ブロック代表者協議会

半減運動の調査

莱

集

務

査

畢

編

庶

調

c）　会則改正小委員会については次の方々を委嘱した

　旨報告これを諒承し

　　向井，湯浅，竹内，亀沢，関口．岩間、清水、小

　　沢、加藤

d）役員総会を行いたいと会長が提案し検討すること

　となつた。

第4回理事会（7月25日’

（向井．竹内，亀沢．関口．河越．岩間，小汎　丹
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　溝結城榊原，渡部，石川、関出席）

　一般会務の報告があり、九州地区の状況にっいこは次

期は熊本の開催もやや困難であるような見透しがある旨

報告．会誌第5号については9月下旬発行の準備がおわ

った旨報告，協議にうっつた。

　aノ会則改正にっいては，小委員会試案について検討

　　し，2，3の意見があったのち，大体においてこれ

　　を諒承した。

　b）　第25回全国歯科医大会の件について．とくにシ

　　ムボジアムとして，現場の活動と組織としての活動

　　の2つを行うことにっいて説明ののちこれを諒承し

　　た、

　d　第26回全国学校歯科医大会開催について討議し

　　た、

　第5回理事会（9月19日）

　（向井，竹内，亀沢，平岡，山幡，山田，高木，岩間，

　河越，丹羽，関口，結城，榊原，渡部，石川出席）

　他；こ井田神奈川県歯科医師会理事陪席して開催され

た。

　はじめ1：一般会務の報告があつたが奥村賞について

は．審査会におくる旨の報告を諒承，全日本よい歯の学

校は309校の応募のあつた旨．まつ報告され、ついで大

分県学校歯科医学より．8月30目付全員循帰する旨の

届のあつたことが報告されるや，全員拍手を以て迎え、

役員一同これをよろこんだ。

　第26回の開催地については，九州地区での開催にっ

いては，加藤理事よりの連絡によればかなり困難である

旨が確認さた、新しい線で選定することが協議された。

　ついで第28回全国大時の準備の状況について．井田

神奈川保歯科医師会理事．および，本会榊原理事よりそ

れぞれ報告があり、大会協議題について，若干の意見が

あつて、地元の準備を諒承した。

　なお，勅令発布30週年の行事は．その当時の模様を

しかるべき方に簡単に話していただくことに，これを岡

本清縷氏に依頼することに決定した。

　また第25回の大会を期して恒例の調査を行うことと

なり，これについては，山田氏私案が提示され、これを

決定した。

　学校歯科．保健教育者向けのパンフレット作成につい

て．小川理事より提案され．これについて，高木理事か

らの補足もあ9．早達にとりかかることに決定．1まず

奥村賞審査委員である理事の方々に依頼することに決定

した。

　次回は10月24日ときめて散会した。

第25回全国学校歯科医大会のシンポジウム発言者

第25回全国学校歯科医大会の準備は，地元神奈川県ですすめられているが，そのうち，シ

ンポジウムの登言者が決定したのでお伝えします。（敬称略）

　　シンポジウム　A　　（学校歯科の現場の問題）

　ここでは，全国各地の学校で行われているいろいろの仕事のすすめ方を，話していただくと

ともに，これを向井会長の解説，司会でやつていただく。
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いろいろな組織や．団体で．地域全体として学校歯科をすすめている，事例を話していただ
・ とともに，これに竹内理事長の解説を加えて，ひろく全国の知見を交換しようとするもの。
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各地区学校歯科医会だより

　各地区の加盟団体に対し，35年度および36年度の事業状況および計画について，報告を求めたとこ

ろ，次のような地区からそれぞれ報告がよせられたので，これを整理してみた。今後はこのような地域

の状況をよく知つていただくことが大切であると思うので，これをつづけて行きたいと思う。　〔S）

青森県学校歯科医会

　昭和35年度事業の状況

　　8月一一・・中，学校よい歯の生徒，および，よい歯の

　　　学校の郡市予選および表彰

　　9月一一一一県優良生徒男女1名，および準優良生徒男

　　　女各3名を選定，表彰

　　ユ0月・…青森県学校保健大会の際，優優生徒および

　　　優良学校1，準優良学校3を表彰

　昭和36年度事業計画

a

b
C
d
e

よい歯の児童生徒の表彰

よい歯の学校表彰

歯の衛生週間に協力

全国学校保健大会に協力

県郡市学校歯科医会の歩みと今後の方向について

のパンフレットの作成

東京都学校歯科医会

　昭和35年度事業状況

a）

b）

c）

d）

e）

f
）

σ
b

第17回歯磨訓練大会（6月3日）に協力

第24回全国学校歯科医大会参加

第7回東京都学校保健大会（9月9日）に参加

第12回関東ブロック学校保健大会（6E17，18，

19日）に参加

児童生徒作文募集（小4，5年，中1，2年）

ブロック別学校歯科講習会開催

　（6ブロック，3講師）

学校保健法，学校安全会法，学校歯科における問

題点などについて

会誌3回発行

昭和36年度計画

）
）
）
a
l
D
C

〔

）
｝
　
）

e
～
1
σ
b

歯の衛生週間参加

第18回歯磨訓練大会に協力

各種大会に参加

参考資科の作製

ブロック別学校歯科講習会開催

歯科衛生優良学佼の選出，育成

会誌発行

千葉県学校歯科医会

　昭和35年度事業

a）学校歯科医名簿の作成

b）　正しい歯のみがき方巡回指導

c）　千葉県よい歯の学校表彰

d）各大会の出席

昭和36年度事業計画

a）正しい歯のみがき方巡回指導

b）　千葉県よい歯の学校表彰

c）　大会および講習会出席者の助成

d）　学校歯科講習会の開催

栃木県歯科医師会

　昭和35年度事業状況

　a）第11回関東信越静学校保健大会に後援（6月16～

　　18日栃木会館）

　b）　第24回全国学校保健大会に参加

　c）　学校病対策モデル学校検診と保健指導（県教委に

　　おいて中学校校を指定）

　d）　歯の衛生週間中に学校歯科検診および講演の実施

　昭和36年度事業計画

　a）　学校歯科検診と講演

　b）　学校病対策モデル学校の検診と指導

　c）　よい歯の優良学校表彰

埼玉県学校歯科医会

　昭和35年度学校状況

　a）　よい歯の学校，学級，子の表彰

　　　　よい歯の学校　小学校6

　　　　　　　　　　　中学校5

　　　　よい歯の学級　小学校33学級

　　　　　　　　　　　中学校16学級

よい歯の子　　中学校14名

　　　　　　　中学校14名

b）　学校－歯科に関する学術講演会の開催

昭和36年度事業計画

a）

b
）

c）

よい歯の学校，，子の表彰

学校歯科に問する学術講演会

歯の衛生週間中にポスターの募集

　　　（小中学校対象）

神奈川県学校歯科医連合会

　昭和35年度事業
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蓄 本会は再建総会および事業整理を行い，各等の整理

昭和36年度事業

a）　よい歯の学校表彰（第12回に）協力

b）　よい歯の子の表彰（第12回）に協力

c）　地区別学校歯科講習会　3回

d）　第25回全国校歯科医大会に協力

横浜市学校歯科医会

　昭和35年度事業

　a）　各種大会に参加

　b）　歯科衛生士による巡回事業（歯科衛生士4名によ

　　る25校の巡回）

　c）　横浜市よい歯の学校表彰

　d）　横浜市よい歯の子の表彰

　昭和35年度事業計画

a）　横浜市よい歯の学校表彰

b）横浜市よい歯の子表彰

c）　各種大会に参加

d）　第25回より全国学校歯科医大会に協力

e）　歯科衛生士による学校巡回事業（歯科衛生士5名

　　による30校の巡回）

　f）　地区別歯科検診基準統一についての研修会

　　（4ヵ所）

　g）　口腔衛生教育についての講演会

　　　（Dr．　Sundramを招聰して行う）

川崎市学校歯科医会

　昭和35年度事業の状況

　a）　学室鯖歯半減運動方針実施要領を定めこれによる

　　推進

　b）　学佼歯科保健施設の拡充

　昭和36年度計画

静岡県学校歯科医会

　昭和35年度壼業

　a）　各種大会に参加

　b）　学術講演会関係（9月19日）

　c）　会誌発行

　昭和36年度事業計画

　a）　学術講演会開催（6月．野口氏）

　b）　〔学校歯科医の手びき〕の発行

　c）　会誌発行

長野県学校歯科医会

　昭和35年度事業状況

a）

b
）

c）

d
）

各種大会に参加

正しい歯のみがき方巡回指導

学校歯科医についてのアンケート調査実施

第7回長野県学校歯科医大会

e）

～
」

（諏訪市9月11日）　野口俊雄氏

　他会員発表　3名

長野県学校歯科研究協議会開催

（3月13日　中野市，14日　飯田市，

町市）　　　．

〔歯の検査基準〕を全員に配右

昭和36年度事業計画

a）歯の衛生週間に協力

b）　参考資料の作成

c）　学校歯科研究協議会の開催

d）　第8回長野県学校歯科医大会開催

e）　むしば半減運動の推進

f）　各種大会に参加

滋賀県学校歯科医会

　昭和35度年事業

a）　会誌発行　1回（第4号）

b）　健歯児童生徒の表彰

c）　よい歯の学校表彰

d）　僻地巡回診療（2年目）

e）　各種大会その参加

昭和36年度事業進画

a）　会誌発行（第5号）

b）　健歯児童生殖の表彰

c）　よい歯の学校表彰

d）　へき地歯科巡回診療（3年目・つ実施

e）　各種大会の参加

］5日　大

岐阜県学校歯科医会

　昭和35年度事業概況

　a）　会員より、年額手当，検診回数歯科設補内容に

　　ついてのアンケート調査実施

　い　第4回岐阜県学校歯科医大会を行う

　c｝　第1回よい歯の学校表彰を行う

　d）　各種大会に参加

　昭和36年度事業計画

a）　第5回学校歯科医大会の開催

b）　第2回よい歯の学室表彰

c）　第1回良い歯の優良校表彰

d）　各種大会に参加

石川県学校歯科医会

　昭和35年度事業状況

　a）　各種大会，研究協議会等に参加

　b）　加賀、、能発地区保健研究会に協力

　昭和36年度事業計画

　a）僻地学校歯科巡回診療

　b）　各種大会に参加
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　c　加賀，能発地区学校保健研究協議会に協力

京都市学校歯科医会

　昭和35年度事業状況

　出　僻地無歯科医地区巡回診療

　　　　（28校春秋2亘）　　　　’

bl

C、

d」

e）

f
　
l
i

よい歯の児童表彰

よい歯の学校表彰

歯の清掃巡訓練実施

う歯予防対策協議会開催

〔う歯予防対策〕についてのパンフレット発行

昭和35年度計画

a〕

bl

c、

（b

e

f

9）

僻地無歯科医地区巡回治療実施

よい歯の児童表彰

よい歯の学校表彰の実施

歯の清掃巡回訓練

口膣衛生標語の募集と表彰

会誌の発行

う歯予防対策母親教室の実施

和歌山県学校歯科医会

　昭和35年度事業

　aノ　第24回学校医科医大会開催

　b’　各種大会に参加

　昭和36年度計画

a）

b｝

c＞

cv

う歯実態調査

優良学校の表彰

ポスター写真の募集，表彰

各種大会に出席

奈良県学校歯科医会

　昭和35年度事業

　a・無医地区学童う歯治療

　　　　（5班をっくり（1班3名）1週間にわたり巡回

　　　　診療）

　昭和36年度事業

　a｝巡回診療

三重県歯科医師会

　昭和35年度

a｝

1〕｝

C1

（い

巡回出張指導

僻地巡回診療

少年少女よい歯のコンクール

学校衛生悶係職員に対する歯科衛生講習開催

　e）　各種大会に参加

　昭和36年度計画

　　　同前

岡山県歯科医師会

　昭和35年度計画

　a）　う歯半減運動フ）実績調査

　b）　各種大会に参加

島根県学校歯科医会

　昭和35年度事業

　　（未報告）

　昭和36年度計画

a）　アンケート調査の実施

b）　学術研究発表会

C）　家庭連絡票の作詐

d）　会誌発行

高知県学校歯科医会

　昭和35年度事業

　a）　学校歯科講演会開催

　b）　よい歯の学級表彰

　昭和36年度計画

　a）　学校歯科医大会の所催

香川県学校歯科医会

　昭和35年度事業

　a）　よい歯の児童生徒コンクール実施（6月10日）

　b）　よい歯の学校表彰（2月23日）小，中，各2

　昭和36年度計画

a）学校の表彰

b）　よい歯の児童生徒をコンクール

c）適正ハブラシの普及

d）　各種大会に参加

長野県学校歯科医会

　昭和35年度事業

　a）　口腔衛生優良学校表彰

　b）　関係各種大会に出席

　昭和36年度計画

）
）
、
ノ
＼
）

a
l
D
C
コ
d

学校歯科研究協議会

よい歯の学校表彰

指導講習会

各種大会に参加
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学校歯科医講習会

　毎年恒例になつている、文部省主催の学校歯科医講習会は，今回も，第24回全国学校歯科医大会に先

立つて，昭和25年9月23，24日の両日，和歌山市興紀相互銀行会議室で行われた。

　今月は，和歌山県教育委員会がとくに，大会とのつながりを考えに入れながら計画をたて．有機的な

ものにしたい意向がある程度もり込まれて有意義な会であつた。

9月23日（金）

9時から開講式があり，ひきつづいて

〔学校保健の今後の課題について〕

　　　　丈部省体育局学校保健課長　渋谷　敬三

　学校衛生から学校保健でというようなことについて今

後の発展をいのるという旨の講義，

　今後の課題としては次のことが考えられる。

a）学校における環境衛生の強化

b）健康手帳の使用

c）　学校保健専門職員の育成

d）学校保健委員会の強化

e）　疾病予防の徹底

f）　貧困家庭児童生徒の医療費補助の原額

〔学校歯科衛生と弗素問題について〕

　　　　　　　　　　京都大学教擾美恨口玄

　弗化物の内服又は歯牙表面の塗布が学童う蝕の予防効

果のある事は10数年前から知られ広く．とくに学童う蝕

の予防対策の一環として行われて来たのであるが，その

後のWHつ．専門委員会では弗化物を含めて今日迄行

われている各種う蝕予防法を検討して、是等の方法の中

で最も有効であるのは上水道の弗素化である事を決定し

て広く世界各国での実施を奨揚するに至つた。

　一方わが国では1952年2月1日以来京都市山科地区

に試験的に上水素の弗素化が開始されて、その効果も次

第に現われて来ているが，この弗素化量は100万分の

0．6の割合で行なわれて来た，

　う蝕予防のための弗素化量の決定はズそれが誤まられ

た場合には弗素の慢性中毒を起す危険をはらむものであ

つて、そのためには弗素の慢性中毒についての十分な知

織と調査がその基礎とならなければならない事である．

　又一方，上水道によらずして内服による方法を用うる

場合にはその急性中毒について同様の事がいえる・

　山科（京都市）上水道弗素化によるう蝕予防効果につい

ては，現在過毎年その結果を他の対象地区と比較検診を

実施して検討を加えているが．とくに当時生後1年から

まだ母胎中と考えられる学童のう歯発生率は最低であり

又斑状歯も発現していない。しかし弗素化量の決定を誤

れば急性，慢性の中毒症状をひきおこす危険性があるの

でその知識と調査を十分にする必要がある。

　急性中毒には急性肺炎、皮膚火傷の例があリs慢性中

毒には1ppm以上投与した場合発現するると考えられ

る斑状歯がある、なお斑状歯地区は日本で約200カ所も

ありとくに西日本に多い。これには気温の高いところで

は低いところより発現率が高く又水質の硬水のところは

軟水のところよP発現しにくいということが判明してい

る。

児童生徒のう歯予防について

大阪歯科大学柳生嘉雄

　う蝕発生の成因が単一方式なものでなく、多元方式な

ものであるので，単一な予防方法ではなかなか効果があ

がらない。また現在100％効果が発現するという方法が

発見されていないので、あらゆる方法を組合せて行う必

要がある。

　現在目断しい予防方法というものが発見されていない

ので，従来の方法に頼るしかてだてがないが．この従来

の方法が漸次改良されてその？．b果発現率が上昇してい

る。

　歯の特異性から考えてもその予防法を行う時期は早い

程効果があるのはいうまでもないが，いろいろの統計か

らみてもまたいろいろな理論的な面から考えても，既に

いい古されているが，集団的に予防法を行い，躾をする

にしても児童、生徒の年齢期は決して早い方ではなく重

要な時期である。

　この時期に行う予防法は集団的に行うためには複雑な

方法では実行困難であつてt従来から行われているアマ

ルガムの予防充垣のあるいは弗素塗布法などは確実に行

われるならば有効な方法であるが、これとともに常に口

の中を良い環境にするために，躾の教育の一環として一歯
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口清掃を再認識したい。

　一日に一回でも適正な方法で歯刷子による刷掃法を行

うときは相当効果をあげることができる。従来この方法

がとりあげられていだにかかわらず．あまり効果のなか

つたのはいろいろの理由がある．

　私はいろいろの実験ゴーターを掲げてまた効果発現の

理論的解説も併せて行い．適正な実行が効果をあらわす

ことを立証したい。

　これを学校の場で行う適当な時は，給食の直後など

が，口腔衛生教育を加味した躾を行うのに適当の時と思

う。

　また、う蝕発生成因の口の環始の一つに唾液の緩衡能

の問題がある。う歯に罹り易い口と，う歯に罹り難iい口

とがあり，う歯になり易い入の唾液緩衝能は弱く，う歯

になりにくい人の唾液緩衡能は強い。これについてもい

ろいろの実験データーによって解説したい。

　ところが実験の結果この唾液緩衡能はいずれにしても

口の中の混合唾液が一番弱く，耳下腺唾液が一番強く同

じ耳下腺唾液でも咀しやくなどによる刺激の強弱で，刺

激の場合ほど，緩衡能が強いことがわかつた。

　そこで，前にのべた給食も口腔衛生教育の一環として

みるとき，う蝕の予防としてこの強い緩衡能を持つ唾液

を排出させる必要があるのでこの意味も加えて完全咀し

やくさせることが益々必要となり，その後の口の中の環

箋をととのえ，なおう蝕予防的環境にするために刷掃法

を行わしめる必要がある．

　私は，従来から実行されながらsあまり効果があがら

ないとして忘れ♂れ勝ちな歯口清掃と完全咀しやくを新

しい見地から，これを学校教育の一環として再認識し，

適正な方法によるときは．諸種の集団的な予防施術と相

まつて，家庭にもおよぼすことができ，予防効果を高め

るものとして，諸種の実験ヂーターによつて，う蝕予防

の考え方とその理論ならびに歯口清掃と完全咀しゃくの

予防効梁発現の理論などを解説して，給食にもう一つの

意義を見出すことを提唱したい。

生徒のう歯増加の疫学などについて〕

　　　　東東会科大学教授　竹内　光春

　主として砂糖と蠕歯の関係については，東京歯科大学

衛生学教室で行つた研究を中心としてのべた。

9月24円

　このHは，研究協議会にあてられ，2つの主題にもと

ついて熱心な協議が行われた，その要旨は次のとうりで

　議長団　向井喜男，亀沢シブヱ，牡野隆

　書　記　吉田螢一郎，角孝好

◎協議題（1）

　就学時および定期の健康診断（薗の検査）の結果に基づ

　く事後措置について

◎議長

　本協議題は学校保健法の中核をなすものであり，又歯

　科の分野からすれば大部分を占めるものではないかと

　思う。微つて皆様方が日頃実施されていることを発表

　しあつて総括的に協議できたらと思う。

○福井県

　学校保健法では就学時の健康診断の実施者は市町村教

　育委員会となつているがこのことについて各府県の方

　々にお伺いしたい。

○長崎県

　就学前の問題であるから市町村教育委員会の仕事であ

　るということで実施した。

　診断結果の成績を学校側から市町村教育員会え通知

　し，それに基づいて市町村教育委員会から各保護者え

　通知し治療勧奨をしたがあまり成績があがらなかつ

　た。

　うまく成績をあげておられる方があ．・Lばお聞かせ願い

　たい。

○北海道

　全道主として都市中心的に担当校医と教育委員会が相

　協力し事後措置を実施し効果をおさみ父兄からも各

　地域からも喜ばれているfi

O青森県

　就学時の健康診断については経費は市町村教委が持つ

　L，担当校医が実施している。

○宮城県

　本県も青森県と同様市町村教委から担当校医に依頼し

　て実施している。

○議長

　事後処置の問題についてお願いしたい。就学時と定期

　健康診断の事後処置の二つに分けて検討するのが本当

　であるが，時間的な関係で一括して検討したいと思

　つ。

○兵庫県

・ 治療券を発行して治療を行つている。

・ 渋谷課長から校診療の意見があり意を強くした。文部

　省がこの問題に非常な関心をもつていただいていりこ

　とは喜ばしい。

・ 父兄としては学校内で処置してくれという希望が多

　い。ところが歯科医師の方で医師法違反だとして反対

「
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　者が多い。一般開業医も学校歯科の現状をつと理解し

　てもらつてアマルガム充填までは認めてもらいたいと

　思う。

○静岡県

　小中学校200校中治療設備のある学校は15，6校であ

　るが，これらの学校では健康診断6歳臼歯の（C1）のア

　マルガム充填および要抜去乳歯の抜去については一般

　開業医にも応援願って学校内で虫置を行つている。

○奈良県

・ 校内処置を行っている学校は数校あるが設備は貧弱て

　ある。

・ 校外治療については，治療券を発行し健康保険員の料

　金で治療を行つている。治療が完了すれば治療券を学

　校え返済させるようにしている。治療成績については

　県が調査し県学校保健会で処置率のよい学校を表彰す

　る方法をとり成績をあげている。

・ 「う歯半減運動を半額運動」と混同されて困るので本

　県では「むし歯をなくする運動」とかえている。

○青森県

・ 大体奈良県と同じ方法である。

　定期の健康診断後治療券を発行し、受持担任教員は父

　兄によく指導して効果をあげている。また校内に治療

　設備のある学校ではアマルザム充填を実施している。

・ 処置率を高めるため「よい歯の児童表彰1およびよい

　「歯の学校表彰」制度を採つている。

　とくに「よい歯の学校表彰」では処置率、熱意等参考

　にして審査し，三年連結優秀校は県一を棚上げにして

　次々と新たな学校を表彰すろ。ようにしている。

G京都府
・ 8月中に治療勧告をするが一度に行かれると各医院が

　満員となつてスムーズにいかないので，学校歯科医の

　方で適当に上．中，下学年にわけて実施している。

　学校歯科医だけでは不可能なので一般開業医にも協力

　を願つて健康保険並の料金で実施している。なお治療

　医師の選択は患者の良由意志にしている。

・ 治療勧告は春と秋の2回実施し最近とくに効果をあげ

　ている。

　またむし歯予防デーの日に一校一人の表彰を行つてい

　る。

C大阪

　健康保険並の料金で処置するというが疑問である，全

　国的に調査した結果初診料をとつていないところもあ

　るが健康保険並といえば当然初診料をとらねばならな

　い。

　また校内処置については診療所指定の問題が残つてい

　る。

○京都府

　初診料については連台学校歯科医上の申し合はせでと

　ることにしている。

○鹿児島県

　理想的に措置すれは担当学校歯科医の犠牲が多きい。

　集団検診における初診科の問題について当局の指導を

　希望する。

○兵庫県

　この問題は慎重に考える必要がある。中央の方で文部

　省と厚生省とで話し合つてi、らつて．児童の父兄には

　述惑をかけないように希望す5。

○議長

　初診料の問題については厚生省も大体了承しているの

　ではないかと思うのて．あまり荒立てない方がよいと

　思、う。

○青森県

　学校は診療所ではないから問題が起るのではないか．

　本県では私立数校が社会保険の診療所の許可を受ける

　段階になつている一

c＞神戸市

・予防処置（C1のアマ・レガム充填）はそれぞれ担当医が

　実施している。

・ 安全会法ができたので予防会を設立し，う歯半減運動

　（予算50万円）として一年生を対象として予防処置を

　実施している。

○議長

　約7096は一般開業医の協力によつて効果をあげてい

　ると思われる。そこで一般開業医の事後処置の隆路に

　ついて発表願いたい。

○神戸市

　開業医え児童がっめかけると迷惑がられる場合が多

　い。

○山梨県

・ 料金を安くすれば効果をあけることはできるが一般開

　業医との問題が残る。

・ 夏休みを利用して再度勧告し治療を行つている。

・ 初診料はとることを原則としているが一応各個人の自

　由意志にまかしている、

・ 校医団を編成して予防処置を越えない範囲で校内治療

　を行つている．

○議長

　竹内教授からしめくくりをお願いしたい。

○竹内教授

　この問題は大きな問題てあるだけに毎年結論が出ない

一 109一

難；製鰯警塗薄’，菅．粍饗聾婁



　まま中途半端に終つている。

　現在の案をseparateして将来の理想案の検討をする

　時期がきているのてぱないかと思う。

○岡本日学理事長

　校内治療佼，外治療について一言

　ドイツでは校外万能で校外治療を実施しているがその

　時の思想事情によって左右される。アメリカでは教育

　万能で校内治療を行なつている。

　校内治療を統制的にする場台矛盾がありまた法的にも

　隆路がある。合理的な方法については十分検討を要す

　る，

○議長

　明日の全国学校歯科医大会で検討されるであろうと思

　う。また私も特別発表て私見を発表することになつて

　いるので十分御批判頂きたい．

　◎協議題（II）

　児童生徒及び幼児の健康相談について

○福岡県

　学校保健法には「宇校におeては児童，生徒学生また

　は幼児の健康に関し健康相談を行なうものとする」と

　ある。学校保健は学校の熱意によって大き（左右され

　るものでありまたどのように指導助言されるかが大き

　な問題である。健康相談は1回限りのものではないの

　でどのように指導されているか伺いたい。

○大分県

　保健主事と相協力して教育的にもつていかねばならな

　Vと思う。

○兵庫県

　健康相談の際母親より「妊娠したら歯が悪くなるのは

　何故か」等の質問を受けることもある。全校生徒を6

　力年計画で実施をたてて担任教師立会いの上で実施し

　ている健康相談の範囲は広い教育の問題費用，国民

　の衛生観念の啓蒙等が内容になるのではなかろうかと

　思う。

○愛知県

　健康診断の結果，治療勧告を行ない，そのうち20名～

　30名を選んで毎月1回午後2時間程健康相談を実施

　していろ。下学年の場台愚父兄．担任教師立会いの上

　で実施している、

○島根県

　文部省は校校保健委員会を作るように指導しているが

　まだ作つていない学校がある。

○青森県

　保健管理といつても教育である。生徒をあつかうのは

　担任であるから健康指談に当つては学級担任が大切

　で，学校保健委員会．学級参観日，家庭訪問等を利用

　してすすめるべきである．

○東京都

　PTAの会を利用している。事前に担任から相談内容

　のアンケートをとつておいて実施しgo％近くの効果

　をあげている。

○千葉県

　まつ関心を高めるため歯の学校弁論大会を実施してい

　る。

○東京都

　1，000人程度の学校で毎遍木曜日11時～12時の間各

　学級毎に歯の健康相談を実施している。生徒数が多い

　ので口腔衛生の指導からはじめて認識を認めている。

　またむし歯予防デーには650人の作文を表彰して関心

　を高めている。

○山梨県

　毎月1回各クラス担任が行なつている。担任は広く浅

　ぐ問題を持ちよつて実施し．校医は専問的に深く実施

　しでいる。

○静岡県

　定期の健康診断の直後歯科、眼科，内科の健康相談を

　実施している．また表彰形式により効果をあげてい

　る。

○議長

　今後の健康相談のあり方について文部省の課長さんに

　お伺いしたい。

○渋谷課長

・ 日頃御苦労されている問題点を種々聞かせて頂いて非

　常に参考になつた。

　定期の健康診断は全員が対象となるが健康相談は異常

　ある者に対して月1回相談日を設けろ：とになつてい

　る。

　生活規正で治せる者をみつけて少くとも弓1回は実施

　されたい。

・健康相談の対象としては定期の健康診断において異常

　が発見された者および父兄から申し出のあった者．担

　任教師から申し出のあつた者等について押談を行うこ

　とに一応制度化さ九ている、厄介ではあるが実情に即

　t、て実施して頂きたいと思う。

○向井

　’歯科の健康相談は比較的徹底していtsい．むし歯ので

　きやすい子供には保護者立会いの上で校長，保健主

　事，担任教師をそれぞれの立場からいつて頂くように

　してはどうかと思う。
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第25回全国学校歯科医大会

11月12日～14日

　第25回全国学校歯科医大会は，開催地決定まで

には前例をみないほどいろいろの経緯があつた

が、神奈川県と決定された。

　神奈川県では，県教育委員会と協同して，関係

機関．団体の協力の下に．準備委員会を結成し

て、準備にとりかかつた。そして，まず，大会場

を横浜市の県立音楽堂と決定し，内容の検討をす

すめている。

　この大会も，第1回が昭和6年4月東京に行わ

れてから4半世紀もっついたゆかPのあるもの

で．神奈川県でも，しつかりした大会にしたいも

のと，慎重に準備をすすめている。

　因みに，第1回以来の大会をあげてみると次の

とうりである。

第1回

第2回
第3回
第4回
第5回

第6回
第7回
第8回

第9回
第10回

第11回

第12回

第13回

昭和6年4月

昭和7年4月
昭和8年5月
昭和9年5月
昭和10年5弓

昭和11年5月

昭和12年5月

昭和13年5月

昭和14年5月

昭和15年5月

昭和16年6月

昭和17年5月
昭和18）年5月

京
京
岡
屋
京
府
阪
岡
都
崎
田
戸
京

　
　
　
古

東

東

福

名
東
甲
大
静
京
宮
秋
神
東

　これでしばらく中絶されていだボ．戦後，この大会を

何とか複活したいといろいろ考えが関係者にあったが，

母’kとなる団体がないままになつていたものを名古屋で

大会を行つて複活した。

第14回

第15回

第16回

第17回

第18回

第19回

第20回

昭和25年6月

昭和26年6弓

昭和27年8月
日召F028年11　弓

昭和29年10月

昭和30年11月

昭和31年8月

名古屋

福
．
松
高
出
東
札

岡
島
旨
雲
京
幌

横浜市で

第21回

第22回

第23回

第24回

昭和32年7月

昭和33年10月

昭和34年10月

昭和35年10月

岐　　阜

鬼怒川
一b　　　　メく肩’　　t・t

和歌山
　今回の大会ではまず大会の意義を．全国各地の学校歯

科保健の実状についての情報交換と．学校歯科医の団結

の力を威示して，この事業の推進を図るという点にうろ

と規定して，この線に沿つて，全体協議会および，シム

ポジァムに力をそそぐこととなつた。

　まず全体協議会としては，今日までの協議題を分項整

理するとともに予想されるの問題については解説を加え

るなどして，準備の便をはかるとともに，事前研究をう

ながすようにつとめる。

　このためにとくに大会要領とは別個に、〔協議睦笙案

要領〕のようなものを出し，これを具体的にするとこも

に討議の充実をはかりたいという考えのようであろ。

　その場あたりの発言や，大会でなく、他の場面でやる

ことが適切のような主題をせいりしたいものであろ、こ

れに対してかなりのカをそそいでいる一

　次にシンポジアムであるが．これは．発表の公募をや

めて、指名によることとし，なるべく，全国各地か哉

しかもなるべく，新しいメムバーをそろえるということ

に気をくばつた。1つは学校歯科医とか校長とか，その

現場にいる人たちの問題としての学校歯科で，主として

う歯半減運動に関連した現場の問題を中心に，各赴の状

況を居ながらにしてきくことの出来るようにするととも

に、これら全体の発表者の内容について、それぞれ．そ

の意味，すぐれている点などについて、解説する1、司

会者をおねがいして，全体としてのまとまりをつけ　単

なる個々の発表ではなく，1っのまとまつたものごする

意向である。

　また第2のシムポジウムは、学校歯科をすすめて行く

上に中心となるべき，組織，団体などを中心とするξ茱

にピントを台わせ．学校歯科の団体が歴史と伝統てすす

めた場台や、地域の学佼歯科医が全員協同して，チーム

をつくつてやつているCaseや　保健健主事の団体か行

つているものや，歯科衛生を巡回9せている場合、遜回

自動車の運用など，組織的に行われている場合に」’－tいて

報告して貰うとともにこれらについて、前と同様に鋸説

をつけて行くというやり方にする。
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　このようなすすめ方によつて発表と，その意味をつよ

くうきぼりして，問題点の適確な提示をしたというのが

ねらいてある。

　これらの発表は，全体としての解決ではないかも知れ

ないが、1つの解決の事例である、頭の中だけでなく，

足で、手で，体で，汗を流して得た結論である．

　これをまとめて行くのは，参加した人々の仕車であ

ろLというようになれば，と思つている。

　なお視察校としては，全目本健康優良学校として表彰

さ丸た鎌倉市立第1小学校とし，すでに昭和27年から，

組織的に．研究的に給食えの弗化物の添加を行つている

横浜市立本町学校を指定し、両校は準備をすすめてい

る。

　観光としては，横須賀の米海軍の基地病院歯科の見学

を含んだ，横須賀，三崎，三浦コースと，箱根，江の島

を含んだコースとの2本立てとした。

　せつかく半世紀もつづいたこの大会である。しつかり

その意義を明かにtるようなものにして行きたいもので

ある。

全国学校歯科医大会の協議題について

　全国学校歯科医大会はすでに四半世紀以上にわたつて，全国の学校歯科医の熱意によつて，つづけら

れてきたけれども、この大会の中心的な行事の一つは，全体協議会であるといえる。しかしこの大会は

一方において学校歯科医の団結の力を示威すことも有力な存在理由ではあつても，大会における協議の

内容は充分に討議され，また反すうされなければならない。今日まで実に多くのことが，ここでいわれ

たにもかかわらずあまりにも少ないことしか実行されていないように思うのはひがめであろうか。

　こんなことを考えてv・るおりから、第25回全国学校歯科医大会準備委員会事務局では，戦後の第14

回以後の大会の協議題をあつめ，整i理して、参考資料として加盟団体に配布し大会の協議を有効ならし

めようとされた。

　大変参考になると思うのでここに再録する。

第25回全国学校歯科医大会協議題提案の参考

　第25回全国学校歯科医大会準備委員会

　この資料は，第25回全国学校歯科医大会の協議を有

効かつ、力つよいものとするため，各地において行われ

る事前研究のための参考としてs準備委員会事務局にお

いて　予想される主な協議題に関連ある事項を整理した

ものである。事前研究の参考となれば幸甚である。

　（1）新しい〔学習指導要領〕にもとついて行われる教

　　　育の下における歯科衛生の教育指導のすすめ方に

　　　ついての問題

　従来とも学校教育の中における〔歯科〕の取扱いは，

いろいろ問題があつたが，ことに新しく本年度から実施

されな〔学習指導要領〕による教育の中では，〔歯科〕に

関tるものは，全く正式には姿を没したといつてもよい

がこのようなことについてどのように対処したらよい

か，ということが問題になると考えられる。これは大き

（分けて2つになる。

　（A）　このような状態を改善することを主張する問題

　くB）　このような状態の中で歯科衛生教育をどうすす

　　　　めて行つたらよいかという問題

このために参考となると思われるものは，次のものがあ

る、

①山田茂〔改訂学校指導要領と歯科衛生教育〕

　　　　目本学校歯科医会誌　4号（昭和35年）

　②　榊標紀田郎〔学校での保健指導〕　　　日本歯科医

　　　　師会誌、18巻8号　（昭和35年11．月）

　③この問題こついては従来の大会においては何もの

　　　べられていない。

　（2）学校保健法の実施に関連した問題

　学校保健法も実施されて3年になるので，この実施上

いろいろの問題点が具体的に捉られていると思うので，

それをここで協議することは必要であると思われる。考

えられる問題点は次のようなものがある。
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学校病としての歯科疾患に閨する問題

学校病に対する医療費補助の増額に関する問

題

健康相談としての歯科衛生のあり方の問題

①24回大会において東京都から

　「A）　についての提案があった

②23回大会において宮城県から

　（B）　についての提案があった
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　（3）児童生徒の歯科疾患の処置に関連する医療費の問

　　　題

　国民皆保険の実施に関連して，この点ではいろいろの

新しい問題があると思われる。主なものは次のとおり。

　　（A）学校歯科医の行う社会保険診療の初診料の問

　　　題

　（B、　予防処置の範囲として校内で行う場合の医療費

　　　支払についての問題〔とくに国保などにおいて〕

　（C）　児童生徒に対する特別医療報酬の設定と医療保

　　　険との関連

　　（A）　に対して日本学校歯科医会の見解が同会々誌

　　　第4号にのせられている

　　（B）　については，また討議されていない

　　（C、　について，第22回大会で大阪より提案され

　　　た

　（4）児童生徒のいわゆる予防処置の範囲とこれに関す

　　　る問題

　学校歯科における予防処置の範囲について，もう少し

はつきりしたことがきめらか、る必要はないか。

　（5）むし歯半減運動のすすめ方およびその効果につい

　　　ての問題

　むし歯半減運動の実際についてはいろいろの見解があ

るが．さらにこの運動を実質的なものとして行くために

考えて行かナ∫ければならぬ問題はないか。

　（A）　この運動の具体的な評価をどうするか

　（B）　この運動をどこで止めるか

　（C）　この運動をさせるとすればその方法は何か

全国学校歯科医大会協議題々目

第14回L昭和25年名古屋〕の分以後の協議題について分類してその処理状況をあわせてかかけた（第15回

の分は資料が不明なので後で追加する）。

　（○印は現在もまだ問題としえ穫されていて大会で討議をかさねる必要があると思われる主な問題）
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題 目 提　案　者 備 考

（1）　全国学校歯科医大会に関するもるもの
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昭25 険倒大会参加者噌用は各都府県で負担せよ

昭25降古駒全国学灘科医大会開催1こついて

　　隔屋陰薄程雛議昆杢謬讐爺および愛知県学校観昭25
　　1　　i
昭27　松　島1

昭29出劉

昭301東京l
　　l
昭321岐　阜
　　r昭3晦怒川

　　L

全国学校保健大会に掌佼歯科衛生関係の特別講演を加え
るよう考慮を求むるの件

多年学校歯科医の職にあDし者の表彰の件

全国学校歯科医大会開催期日につVて

前年度の決議事項の取扱についてはその結果を翌年度の
大会において報告確認を求むるのfil

日本学校歯科医会は学校歯科に功労あるものを全国学佼
歯科医大会において表彰することを要望する

（2）全日本学校医会の組織機構に関するもの

（東京都）

（愛知県）

（愛知県）

（宮崎県）
（熊本県）

（静岡県）

僑川県）

（岐阜県）

（大阪府）

　l　　　l
　　　　　名古屋14：昭25

　　　　　
17昭28　1高松
　　　　　　　　　　　　レ19　［艮召30　1東　　兄

：調劉
　　　　1

この大会を14回
とせよ

保健大会と同一
時期

日本学校衛生会の機構と運営について

学校歯科医会と歯科医師会との関係について

全国都道府県における統一した会名反びその組織を確定
する件

全国学校歯科医大会を日本歯科医師会の事業として実施
する様推進するの件　　　　　　　　「

全国学校貨科医会の事業に推進に閏する要望の件

t日本学校衛生会

歯科部会（東京）
［

　（大分県）

23　i昭・4i宥森1晶轄叢凝箋震蓼騰鍵讐罎学繭科に1

24　昭35 和歌山
日本歯科医師会に学校億科衛生部を設置し．学校歯科に
関すろ事業の発展強化を図る様要望するの件

（三重県）

（三重県）

（三重県）

（宮城県）

（宮城県）

部会の独立性
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数 劉饒 題

（3）歯牙及び口腔検査に関するもの

目 1提案矧備 考
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昭25

昭27

昭27

昭27

昭28

昭29

昭30

昭31

昭31

昭32

昭32

昭34

昭35

名古屋

松　島

松　島

松　島

高　松

雲

京

幌

出
東
札

札　幌

岐　阜

岐　阜

青　森

和歌山

身体検査期の変更について

学校身体検査規定に「学徒歯牙検査票」とあるを「学徒
口腔検査票」を改名するの件

「学徒歯牙検査票」に記入する符号を社会保険のものと

一致せしむる件

歯牙検査基準を改正することを要望する

学校身体検査規定中‘‘学徒歯牙検査票‘‘とあるを‘‘学
徒口腔検査票”と改名するの件

学校における口腔検査の内容を一部改正するる件

歯牙硬組織疾患の分類について

児童生徒の口腔検査の実施を強化する事を要望する

児童生徒の口腔検査は必ず歯科医によつて行なうように
することを確認する件

う歯半減運動に直結すべき統計作成について

現在の学校歯科検査におけるう歯区分を一般の様に
C1～C、に改正すべきことについて

歯の検査票の様式ならびに記号について改正を要望する
の件

歯の検査票の様式ならびに記号の改正を要望するの件

（4）学校歯科保健管理とくに校外処置勧告などについてのもの

（愛知県）

（熊本県）

（宮崎県）

（横浜市）

（九州ブロック）

（京都市）

（静岡県）

（横浜市）

（横浜市）

（京都市）

（三重県）

（大阪市）

（大阪府商校学
校歯科医会）

（就学前期査）

乳歯を入れよ
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昭27

昭27

昭28

昭28

昭29

昭30

昭31

昭32

昭33

名古屋

松　島

松　島

松　島

高　松

高　松

出　雲

京
幌
東
札

岐　阜

鬼怒川

学校歯科施設の整備拡充について

学校歯科衛生管理の強化について

定期口腔検査の後，処置をとくに強調するよう各県主管
当局に要望する件

学童に対する校内診療に関する件

身体検査後における後処置を徹底する様文部省当局に建
議するの件

学外における歯科診療は如何に取扱うべきか．又如何に
取扱うべきが最善であるか

学校歯科衛生と家庭との関連を強化するの件（1）料金
（2）設備，（3）治療種類　（4）家庭におけるかん心度

学校歯科医職務規程の諸問題と具体的な基準について

学校身体検査後の治療勧告書の様式の統一について

学校に必ず歯科施設を設置する様各県教育委員会に勧告
を文部省に要望する件

学童のう歯治療勧告に際してその治療費と受診票取扱機
関の基準を設置する様要望する

（5）歯科処置に対する国庫補助又は蝕予法などについてのもの

（東京都）

（岡山県）

（宮崎県）

（京都府）

（大阪府）

（岡山県）

（全　　体）

（長野県）

（東京都）

（岐阜県）

〈大阪府）

校内処置の範囲

・Q17

19

昭28　1出

昭3。i東

　1義務教育中の小学校ならびに中学校の児童生徒の六才臼
雲　　歯の軽度カリエスの処置（C，・のアマルガム充填）を全額
　　国庫負担にする事を要望する

京

　　　　　　東　京　　昭3019
　　　　　h
°20，昭31i札　幌

乳歯保護に関する法案の設定を当局に要望するの件

乳歯ならびに六才臼歯う蝕処置を健康保険の療養給付の
範囲内に加える様当局に要望する件

う蝕予防の法律と併せて国庫補助を要望する件

（岡山県）

（京都府）

（京都市）

（千葉県）
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。211昭32

021　昭32

023　昭34

023　｝H召34

・・3　1昭35

岐　阜

阜
森
岐
青

青　森

和歌山

う蝕予防の制定について

挨診後の初期う蝕の治療及び予防処置の実族を法的に推
進すべき方法について

う蝕予防治の推進の件

う蝕予防法の制化を要望するの件

六才臼歯のにC・対して同庫負担による処置方を要望す
る

学童保険（仮称）の創設を要望する　　　’

（6）教育委員会等に学校歯科の技術者をおくことなどについて

（東京都）

（三重県）

（千葉県）

（茨城県）

（京都市）
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17

昭25

昭27

名古屋

松　島

，

むし歯予防法

18

19

18

020

020

22

022

昭28

昭29

昭30

昭30

昭31

昭31

高　松

出　雲
出劉全国の学校に学校齢の技繍員をおくことを要望する

東　京

札　幌

札　幌

昭3㍉魑川

昭33陣怒川

各府県における学校衛生費の増額

各県に保健課を独立せしむる件　　　　　　　　　　　　1

馨讐難霧毒肪教育委員会に酬技術者を設置す1

歯科衛生士の学校配置について

件　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
鯉曇欝矯（自動車診療）巡回診翻の融とその刻

僻地における学校歯科巡回診療を強化し国費による補助
を要望する

各都道府県及び五大都市教育委員会事務局に常勤の歯科
医師をおく

各都道府県並びに五大都市教育委員会は、すみやかに学
校保健研究所を設置することを当局に要望する

各都道府県教育委員会に、学校保健における技師に必ず
歯科医師を採用される様当局に要望する

（7）全面的な問題についてのもの

（東京都）

（宮崎県）

（東京都）

（大分県）

（神奈川県）

（神奈川県）

（大阪府）

（ ）
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19

20

22

22

23

23

24

昭29

昭29

昭30

昭30

昭31

昭33

昭33

昭34

昭34

昭34

出　雲

出　雲

東　京

東　京

札　幌

鬼怒川

鬼怒川

青　森

青　森

う蝕予防の根本的対策について　　　　　　　　　　　　1

幼稚園において．口腔衛生の完壁を期するよう関係当局
に要望する件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校衛生の振興につき行政機関と学校当局に要望する件　1

学校歯科衛生は第一歩から踏み出せ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
校内における予防処置に対し社会保険の通用方を当局に
要する件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
学校において，口腔検査を行なつた学校歯科医は初診料　；

を受領出来ないという解釈を改めるよう当局に要望する　ト
件

学校歯科医の，年間職務計画の作成について
学校保健法に基づく鞭保護瞳生徒の医麟補助硬1

和歌咽当局に魏する

保護児童生徒と同じくするよう要望する

学校歯科医の担当する児童生徒の数に限界を定めるよう
当局に要望する

学校歯科医の担当する児童生徒の数の限界を定めるよう

（8）　学校歯科医の後遇に関するもの

（島根県）

（大阪市）

（奈良県）

（京都市）

（香山県）

（富山県）

（宮城県）

（長崎県）

（長崎県）

・141昭25

171昭28

°171昭28

名古屋1青森学校歯科医の待遇改善について

高　松

高　松1学校歯科医す待遇改善に関すろ件

陰校齢医の手当ならびに学鱗要費の件
（東京都）

（広島県）

‘京都市）

一一 115一

摺鰍‘ 哩1『避騨；・・ 瀦畷
ヒ
ネ
ロ
　
メ

　
　



20

22

023

昭31 札　幌

ノ怒鬼

森青

30
り

刀
口
日

4つ
e
刀
口
日

顯簿窪暴誰蔑灘露奪島皐攣葦1婆編窪1
払うこと

学校保健法実施後の学校歯科医の職務のあり方について

学校歯科医の手当の適正化とその国庫支出を要望する

（9）学校歯科における教育，保健指導についてのもの

（横浜市）

（東京都）

（長崎県）
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昭27　1松

昭28
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13刀口

昭31

高
高
出
札
札
札

島灘襲関する鯖を教職員に徹底させるよう文部省

松　　学校の保健教育に対する当局の考え方を問う

松　　中学校，高等学校、大学における健康教育実施について

雲1難駐廷脚軽諺樺齢璽毒丈夫にするに

幌学校健康教育の方針について文部省より通達を要望する

幌管嘉購鰹麟讐理も同等になるよう文部省よ

馴誉譲垂黎て健康糖歯科管理の言舞座を開設する

（10）養護教員に関するもの

（大阪府）

（愛媛県）

（香川県）

（高知県）

（大分県）

（大分県）

（大分県）

教師と協力
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昭25

昭28

昭32

名古屋

高　松

岐　阜

養護教員の定員外設置ならびにその完全なる配置につい
て

中学校に養護教員又は看護婦を教員として常備すること

全国小、中学校の全部に養護教諭の配置方を文部省当局
ならびに各県教育委員会に要望する件

（11）　学校歯科歯の公務災害補償に関する問題

（東京都）

（東京都）

（岐阜県）
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昭30

昭32

昭33
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昭34

昭34
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東
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鬼
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青　森

学校医．学校齢医の修学旅等公務中の傷割・対する副

償

公立学校歯科医の公務災害補償制度に関する件

学校歯科医も学校医と同様に災害補償の法制化を要望す
る

学校歯科医の公務災害補償の実現を要望する

籍轟野災害補償に関する法律の一部を改正㌔

学校歯科医の身分補償について災害補償，手当の改正，
退職金制度の確立をのぞむ

（12）その他

（愛知県）

（愛知県）

（茨城県）

（栃木県）

（大阪市）

（宮崎県）
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昭28隔松1

昭2嘱島

　　t
昭32；岐　阜

昭25瞬屋
昭25i名古屋

：1：編

昭291出　雲
　　1

　学校医学歯科医の設置を法制化する

纏難灘難醗轡薩裸騰
　学校保健法の法制化について

　貧困者の歯科治療について

　学校医務室における銀アrルガム合金の入手について

1雛1繊灘灘離璽量壷籍1

・原水爆の実験の廃止を要望する
；

一
1］c，一

・香川県）1

　　　　　1
（仙台市）1

（千葉県）i

（高知県）1

（神奈川県）　1

（千葉県一
　　　　　　i

　　　　　　i

　　　　　　i

1

長会

長会副

理事長
理　　事

監　　事

顧　　問

参　　与

日本学校歯科医会役員名簿
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35．6．28現在

品川区上大崎中丸419～3　　　　　　　　　444　4，531

西宮南昭和町63
千葉市通町2　　　　　　　　　　　　　　　2　　　8，762

品川区小山3～11　　　　　　　　　　　　　781　　1，315

市川市市川3－・2・　　　　　°乙38，976
荒川区三河島町1～2815　　　　　　　　　　891　　1，382

練馬区貫井町178　　　　　　　　　　　　　991　0，550
横浜市港北区篠町1841　　　　　　　　　　49　　9，448

豊島区椎名町4～2136　　　　　　　　　　951　2，918

中央区躰橋江礪2－6　　　27・8：811
長野県小諸市荒町　　　　　　　　　　　　　小　諸　193
大宮市土手町3～201　　　　　　　　　　　　大　宮1，525

都下南多麻郡日野町日野　　　　　　　　　　　日　野　　66

港区芝浜松町2～4　　　　　　　　　　　　431　2，931
山梨県東八代郡石和町市部　　　　　　　　　　石　和　　3

葛飾区本田原町83　　　　　　　　　　　　691　0，117
港区白金今里町45　　　　　　　　　　　　441　　1，975

杉並区永福町23　　　　　　　　　　　　　　661　　4，171

千代田区丸の内3～5都教育広保健課内

辮市材纏乱橋・93　　噸賀㍊1嚇大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，945横浜市西区平沼町1～74　　　　　　　　　　　4

青森市米町27

盛岡市下小路22～1

飯田市松尾町2丁目

富山市東岩瀬町326

岐阜市玉森町16
京都市上京区仲町丸太町上ビル

大阪市西区江戸堀北通2～9

大阪布東住吉区山坂町3～133

岸和田土生町1δ28

神戸市生田区元町通4～61

和歌山市梶取113　　　　　　　　　和歌山県3　　1，703
福岡県三潴郡筑邦町大善寺

出雲市今市町1197

高松市今断町1～14

宇都宮市秘田町475
茨木市大字中穂積　115　　　　　　　　　　771　　3，235

世出谷区若林町2～4　　　　　　　　　　　421　3，845

港区芝南佐久間町2～1　　　　　　　　　　591　0，545
鎌倉市材木座1233
名古尾市千種区東明町1～40

市川市八幡4～1224

新宿区南伏町8
千代田区永田町　参議院議員会館

　市川市八幡4～1224
千代田区永田町　衆議院議員会館

　名古屋市千種堀割町1～71

　文京区駒込浅嘉町36
　福岡市春吉三光町357

　新宿区柏木1～71

　大田区石川町95
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上
長
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松
川
倉
山
吉
高
豊
寿
見
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河

板橋区板橋町5～5650
横浜市港北区篠原町1814

秋田市大町3丁目

富山市総曲輪

箕面市断稲579～1
大阪市此芝区四貫島大通2～2

高松市浜ノ町20

熊本市下通市2～29
京都市左京区下鴨中川原町88

札幌市南一条東7丁目

八戸市長横町7

仙台市木田原大行院1～15

宇都宮市日野町28
高崎市中紺屋町37

渋川市渋川1880

茨城県郡珂郡大宮町949

木更津市南町187

八王子市横山町187
港区芝西久保巴町29

港区赤坂田町1～14

北区西ケ原1～14

墨田区緑町2～9
台東区西町11

米子市糀町2～125
仙台市勾当台通17

練馬区豊玉北5～17

京都市左京区下鴨東岸本町6

豊島区巣鴨1～71
横浜市鶴見区鶴見町894

川崎市砂子2～8
山梨県中巨摩郡昭和村押越2098

瀬戸市杉塚町28
金沢市下新町38

岐阜市明徳町1

伊勢市大世古町77
滋賀県栗太郡草津町大宇草津3～1060

京都市上京区柴竹高縄町22
京都市東山区三条通東大路東入

京都市東山区正面通本町東入

京都市伏見区平野町59
大阪市港区市岡天町3～8

堺市錦之町東1～23

大阪市天王寺区谷町9～25

大阪市住吉区高塚山西5丁目34

倉吉市泉町2518
倉敷市八王子町64

倉敷市旭町688
広島市南段原町

徳島市南新町西1丁目

小松島市港町

高知市細工町46
福岡市西唐人町77～1

鹿児島市宇宿町80

大分市稲荷町
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神戸市葺合区東雲通5－81

神戸市灘区備後町4～35

神戸市灘区上野通3～64
青森市古川町国道通

日本学校歯科医会加盟団体名簿
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（昭和36年5月）

　　　　所　　在　　地

札幌市大通西7／2　歯科医師会館内

青森市米町27

盛岡市下小路22の1

秋田市追分　奈良歯科医院内

仙台市国分町　県歯科医師会内

山形市樋町51

水戸市三の丸　県教育庁体育保健課内

宇都宮市塙田町380　県歯科医師会内

前橋市桑町53

千葉市神明町204　衛生会館内

浦和市高砂町3の37　衛生会館内

千代田区丸の内　東京都教育保健庁課内

横浜市中区住吉町6／68　県歯科医師会館内

横浜市中区住吉町6／68　県歯科医師会館内

川崎市南幸町240　ノ森田粛科医院内

甲府市百石町　県歯科医師会内

静岡市追手町240　県歯科医師会内

名古屋市愛知県庁教育委員会内

名古屋市教育委員会事務局校健課内

岐阜市司町5　県歯科医師会館内

長野市妻科町　信濃衛生会館内

富山市安住町　県教育委員会事務所内

金沢市大手町37　県歯科医師会内

大津市　滋賀県教育委員会内

和歌山市小松原通1／2県歯科医師会館内

京都市上京区智恵光院　丸太町下ル主税町

大阪市天王寺区北河堀町49府歯科医師会館内

大阪市天王寺区北河堀町49府歯科医師会館内

大阪市天王寺区北河堀町49府歯科歯師会館内

神戸市生田区元町通4／61

岡山府石関町85　県歯科医師会館内

倉吉市魚町

広島市宝町353／1　県歯科歯師会内

松江南田町92
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徳島市幸町3／5S／10　県歯科衝師会内1

高松市鍛治屋町6・番地ノ1県歯科歯師会内

高知市細工町4611

福岡市新雁林町　県歯科医師師会館内

長崎県南高来郡国見町神代乙336『

大分市笠和町1035／1　県歯科医師会内

熊本市楠町68　県酋科医師会館内

鹿児島市山下町　県歯科医師会内

港区芝西久保巴町29

奈良市杉ケ西44／4　県歯科医師会館内

日本学校歯科医会会則

第1条　本会を日本学校歯科医会と称する。

第2条　本会は学校歯科衛生に関する研さんをはかり

　　学校歯科衛生を推進して，学校保健の向上に寄与す

　　ることを目的とする。

第3条　本会は左に掲げる事業を行う。

　　1。全国学校歯科医大会の開催

　　2．会誌の発行

　　3．学校衛生に関する各種資料の作成

　　4．学校歯科衛生に関する調査研究

　　5．その他本会の目的達成に必要なこと

第4条　本会は都道府県又は郡市区の学校歯科に関す

　　る団体を以って組織する。

　　但し当分の間個渉、も加入することができる。

第5条　本会は事務所を東京都に置く。

第6条　本会は毎年1回総会を開く、

　　但し臨時総会を開くことができる。

第7条　総会に出席すべき各団体の代表者は所属会員

　　数によつてきめる（会員50名まで1＃　1名とし50名

　　以上になると50名又はその端数を加えるごとに名

　　を加える♪。

第8条本会に左の役員を置く。

　　会長1名，副会長3名、理事長1名，理事若干名，

　　監事2名．顧問．参与、評議員苦平名，会長，副会

　　長，理事長，理事．監事は総会に於いて選任し，そ

　　の任期を2力年とする。

　　但し．重任はさしつかえない、

　　顧問，参与，評議員は理事会の議を経て会長が委嘱

　　する。

　　総会の決議により名誉会長を置くことができる。

第9条　会長は会務を総理し本会を代表する。副会長

　　は会長を補佐し，会長事故あるときはその職務を代

　　理する。理事長は会長の旨を受け会務を掌理し会

　　長，副会長の事故あるときは会長の職務を代理す

　　る。

　　理事は会長の旨を受けて会務を分掌する。

　　監事は会計事務監査にあたる。

　　顧問，参与，評議員は重要な事項について会長の諮

　　間に応ずるものとする。

第10条　会長は本会と各地方との連絡又は調査研究そ

　　の他の必要があるとき委員を依嘱することができ

　　る。

第11条本会の経費は会費，寄付金等をもつて支弁す

　　る。会費の額は総会で定める。

第12条会計年度は毎年4月1日に始まり，翌年3月

　　31日に終る。

　　　　　附　則

第13条　第3条の事業を行うために必要な規定は別に

　　定める。

第14条　本会は日本歯科医師会並に日本学校保健会と

　　緊密に連絡し事業の達成をはかる。

第15条　本会則を変更しようとするときは総会に於い

　　て出席者の3分の2以上の同意を要する．

第16条本会則は昭和29年10月7日から施行する。
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